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はじめに 

○ 平成30年度介護報酬改定等の内容は、今後、厚生労働省より省令・告示・通知等で正式に示される

ことになります。本日は、その概要（案）を説明します。詳細については、省令・告示・通知等を御参

照ください。 

○ 資料は、平成３０年１月２６日に開催された「第１５８回 社会保障審議会給付費分科会」の資料の

うち各サービスに関係するページを抜粋しています（平成３０年３月６日に開催された「全国介護保

険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料と同様の内容であると確認済み。）。 

なお、４、５については、厚生労働省老健局老人保健課より、平成３０年３月７日付け事務連絡で送

付された「抜粋、現時点版」を掲載しています。 

○ 正式な省令・告示・通知等は、厚生労働省の通知発出後に以下のホームページに掲載予定です。また、

新たにＱ＆Ａ等が発出された場合も、同じく掲載予定ですので、随時、更新内容の確認をお願いします。 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 
熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 
熊本市健康福祉局福祉部高齢介護福祉課 

 

平成３０年度介護報酬改定等説明会資料 
【（介護予防）訪問看護】 

 

熊本県ＨＰ※＞健康・福祉＞介護＞介護サービス事業所＞報酬改定 

※熊本県ＨＰ http://www.pref.kumamoto.jp/ 

http://www.pref.kumamoto.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



２ 介護報酬の算定構造（案） 

 

訪問看護費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪
問
看
護
費

注
注

注
注

注
注

注
注

注
注

注
注

複
数
名
訪
問
加
算

（Ⅰ
）

複
数
名
訪
問
加
算

（Ⅱ
）

（１
）看
護
体
制
強
化
加
算
（Ⅰ
）

　
　
　
　
　
　
　
（１
月
に
つ
き
　
＋
６
０
０
単
位
）

（２
）看
護
体
制
強
化
加
算
（Ⅱ
）

　
　
　
　
　
　
　
（１
月
に
つ
き
　
＋
３
０
０
単
位
）

イ
及
び
ロ
を
算
定
す
る
場
合

　
　
　
　
　
（１
回
に
つ
き
　
６
単
位
を
加
算
）

ハ
を
算
定
す
る
場
合

　
　
　
　
（1
月
に
つ
き
　
５
０
単
位
を
加
算
）

　
：「
事
業
所
と
同
一
建
物
の
利
用
者
又
は
こ
れ
以
外
の
同
一
建
物
の
利
用
者
2
0人
以
上
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
」、
「特
別
地
域
訪
問
看
護
加
算
」、
「中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算
」、
「中
山
間
地
域
等
に
居
住
す
る
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
加
算
」、
「緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
」、
「特
別
管
理
加
算
」、
「タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
」及
び

　
　
「サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
」は
、
支
給
限
度
額
管
理
の
対
象
外
の
算
定
項
目

※
　
１
月
以
内
の
２
回
目
以
降
の
緊
急
時
訪
問
に
つ
い
て
は
、
早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
訪
問
看
護
に
係
る
加
算
を
算
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。

特
別
管
理
加
算

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加

算

医
療
保
険
の
訪
問
看

護
が
必
要
で
あ
る
も

の
と
し
て
主
治
医
が

発
行
す
る
訪
問
看
護

指
示
の
文
書
の
訪
問

看
護
指
示
期
間
の
日

数
に
つ
き
減
算
（１
日

に
つ
き
）

要
介
護
５
の
者
の

場
合

事
業
所
と
同
一

建
物
の
利
用
者

又
は
こ
れ
以
外

の
同
一
建
物
の

利
用
者
2
0人
以
上

に
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
場
合

特
別
地
域
訪
問
看

護
加
算

中
山
間
地
域
等
に

お
け
る
小
規
模
事

業
所
加
算

中
山
間
地
域
等
に

居
住
す
る
者
へ
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
加

算

緊
急
時
訪
問
看
護

加
算
（※
）

注

准
看
護
師
の
場
合

夜
間
又
は
早
朝
の

場
合
、
若
し
くは
深

夜
の
場
合

１
時
間
３
０
分
以
上

の
訪
問
看
護
を
行

う
場
合

＋
５
／
１
０
０

１
月
に
つ
き

（Ⅰ
）の
場
合

　
＋
５
０
０
単
位

又
は

（Ⅱ
）の
場
合

＋
２
５
０
単
位

准
看
護
師
に

よ
る
訪
問
が

1
回
で
も
あ
る

場
合

×
９
８
/
1
00

ハ
　
定
期
巡
回
・随
時
対
応
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
連
携
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（1
月
に
つ
き
　
２
，
９
３
５
単
位
）

１
月
に
つ
き

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
場
合

＋
５
７
４
単
位

病
院
又
は

診
療
所
の
場
合

＋
３
１
５
単
位

＋
８
０
０
単
位

＋
３
０
０
単
位

＋
１
５
／
１
０
０

（５
）　
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

　
　
　
　
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（２
９
６
単
位
）

　
　
※
　
1
日
に
2
回
を
超
え
て
実
施
す
る
場
合
は
９
０
/
１
０
０

事
業
所
と
同
一

建
物
の
利
用
者

又
は
こ
れ
以
外

の
同
一
建
物
の

利
用
者
2
0人
以

上
に
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
場
合

×
９
０
／
１
０
０

事
業
所
と
同
一

建
物
の
利
用
者

5
0人
以
上
に

サ
ー
ビ
ス
を
行
う

場
合

×
８
５
／
１
０
０

チ
　
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

イ
　
指
定
訪
問
看
護

　
　
 ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合

（１
）　
２
０
分
未
満

 
   
  週
に
1
回
以
上
、
2
0
分
以
上
の
保
健
師
又
は

 
   
  看
護
師
に
よ
る
訪
問
を
行
っ
た
場
合
算
定
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
（３
１
１
単
位
）

夜
間
又
は
早
朝

の
場
合

＋
２
５
／
１
０
０

深
夜
の
場
合

＋
５
０
／
１
０
０

３
０
分
未
満
の

場
合

＋
２
５
４
単
位

３
０
分
以
上
の

場
合

＋
４
０
２
単
位

＋
１
０
／
１
０
０

（２
）　
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
４
６
７
単
位
）

＋
３
０
０
単
位

（１
）　
２
０
分
未
満

　
　
　
週
に
1
回
以
上
、
2
0
分
以
上
の
保
健
師
又
は

　
　
　
看
護
師
に
よ
る
訪
問
を
行
っ
た
場
合
算
定
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（２
６
３
単
位
）

（２
）　
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（３
９
６
単
位
）

（３
）　
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（８
１
６
単
位
）

ニ
　
初
回
加
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
（１
月
に
つ
き
　
＋
３
０
０
単
位
）

（４
）　
１
時
間
以
上
１
時
間
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（１
，
１
１
８
単
位
）

（３
）　
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（５
６
９
単
位
）

×
９
０
／
１
０
０

３
０
分
未
満
の

場
合

＋
２
０
１
単
位

３
０
分
以
上
の

場
合

＋
３
１
７
単
位

へ
　
看
護
・介
護
職
員
連
携
強
化
加
算
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
月
に
つ
き
　
＋
２
５
０
単
位
）

基
本
部
分

ロ
　
病
院
又
は
診
療
所

　
　
の
場
合

（４
）　
１
時
間
以
上
１
時
間
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（８
３
６
単
位
）

死
亡
日
及
び

死
亡
日
前
1
4日

以
内
に
2
日
以
上

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

を
行
っ
た
場
合

＋
２
，
０
０
０
単
位

ー
９
７
単
位

ト　
看
護
体
制
強
化
加
算

（イ
及
び
ロ
を
算
定
す
る
場
合
の
み
算
定
）

×
９
０
／
１
０
０

１
月
に
つ
き

＋
５
７
４
単
位

１
月
に
つ
き

＋
３
１
５
単
位

ホ
　
退
院
時
共
同
指
導
加
算
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（１
回
に
つ
き
　
＋
６
０
０
単
位
）
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介護予防訪問看護費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護
予
防
訪
問
看
護
費

注
注

注
注

注
注

注
注

注

複
数
名
訪
問
加
算

（
Ⅰ
）

複
数
名
訪
問
加
算

（
Ⅱ
）

　
：
　
「
事
業
所
と
同
一
建
物
の
利
用
者
又
は
こ
れ
以
外
の
同
一
建
物
の
利
用
者
2
0人
以
上
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
」、
「
特
別
地
域
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
」
、
「
中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
小
規
模
事
業
所
加
算
」
、
「
中
山
間
地
域
等
に
居
住
す
る
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
加
算
」
、
「
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
」、

　
　
　
「
特
別
管
理
加
算
」
及
び
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
」
は
、
支
給
限
度
額
管
理
の
対
象
外
の
算
定
項
目

※
　
１
月
以
内
の
２
回
目
以
降
の
緊
急
時
訪
問
に
つ
い
て
は
、
早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る
加
算
を
算
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。

特
別
管
理
加
算

１
月
に
つ
き

（
Ⅰ
）の
場
合

　
＋
５
０
０
単
位

又
は

（
Ⅱ
）の
場
合

＋
２
５
０
単
位

＋
５
／
１
０
０

＋
１
０
／
１
０
０

＋
１
５
／
１
０
０

ヘ
　
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
（１
回
に
つ
き
　
＋
６
単
位
）

（
２
）　
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
（４
４
８
単
位
）

（
３
）　
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
８
７
単
位
）

（
４
）　
１
時
間
以
上
１
時
間
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
，
０
８
０
単
位
）

＋
３
０
０
単
位

基
本
部
分

イ
　
指
定
介
護

　
　
予
防
訪
問

　
　
看
護
ス
テ
ー

　
　
シ
ョ
ン
の

　
　
場
合

（
１
）　
２
０
分
未
満

  
 
 
 

 週
に
1
回
以
上
、
2
0
分
以
上
の
保
健
師
又
は

  
 
 
 

 看
護
師
に
よ
る
訪
問
を
行
っ
た
場
合
算
定
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
　
（３
０
０
単
位
）

×
９
０
／
１
０
０

夜
間
又
は
早
朝

の
場
合

＋
２
５
／
１
０
０

深
夜
の
場
合

＋
５
０
／
１
０
０

３
０
分
未
満
の

場
合

＋
２
５
４
単
位

３
０
分
以
上
の

場
合

＋
４
０
２
単
位

３
０
分
未
満
の

場
合

＋
２
０
１
単
位

３
０
分
以
上
の

場
合

＋
３
１
７
単
位

事
業
所
と
同
一

建
物
の
利
用
者

又
は
こ
れ
以
外

の
同
一
建
物
の

利
用
者
2
0人
以

上
に
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
場
合

×
９
０
／
１
０
０

事
業
所
と
同
一

建
物
の
利
用
者

5
0人
以
上
に

サ
ー
ビ
ス
を
行
う

場
合

×
８
５
／
１
０
０

注

（
５
）　
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

　
　
　
　
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
６
単
位
）

　
※
　
1
日
に
2
回
を
超
え
て
実
施
す
る
場
合
は
９
０
/
１
０
０

ロ
　
病
院
又
は

　
　
診
療
所

　
 
 の
場
合

（
１
）　
２
０
分
未
満

　
　
　
週
に
1
回
以
上
、
2
0
分
以
上
の
保
健
師
又
は

　
　
　
看
護
師
に
よ
る
訪
問
を
行
っ
た
場
合
算
定
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
３
単
位
）

×
９
０
／
１
０
０

（
２
）　
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
７
９
単
位
）

（
３
）　
３
０
分
以
上
１
時
間
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
４
８
単
位
）

（
４
）　
１
時
間
以
上
１
時
間
３
０
分
未
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
０
７
単
位
）

夜
間
若
し
く
は
早
朝
の

場
合
又
は
深
夜
の
場

合

准
看
護
師
の
場
合

１
時
間
３
０
分
以
上
の

介
護
予
防
訪
問
看
護

を
行
う
場
合

事
業
所
と
同
一
建
物
の

利
用
者
又
は
こ
れ
以
外

の
同
一
建
物
の
利
用

者
2
0人
以
上
に
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
場
合

特
別
地
域
介
護
予
防

訪
問
看
護
加
算

中
山
間
地
域
等
に
お
け

る
小
規
模
事
業
所
加

算

ハ
　
初
回
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
月
に
つ
き
　
＋
３
０
０
単
位
）

二
　
退
院
時
共
同
指
導
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
回
に
つ
き
　
＋
６
０
０
単
位
）

ホ
　
看
護
体
制
強
化
加
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
月
に
つ
き
　
＋
３
０
０
単
位
）

１
月
に
つ
き

＋
３
１
５
単
位

中
山
間
地
域
等
に
居

住
す
る
者
へ
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
加
算

緊
急
時
介
護
予
防
訪

問
看
護
加
算
（※
）

＋
３
０
０
単
位

１
月
に
つ
き

＋
５
７
４
単
位
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３ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「看護体制強化加算」の区分が変更になるため、４月以降、当該加算を算定される

事業所（既に当該加算を算定している事業所も含む。）は、加算の届出が必要になり

ます。 

看護体制強化加算 １ なし ２ あり 

 

 

 

※４月の報酬算定に係る届出の提出期限：平成３０年４月１日（当日消印有効） 

看護体制強化加算 １ なし ３ 加算Ⅰ ２ 加算Ⅱ 

（別紙１、１－２）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

ターミナルケア体制 １　なし　２　あり

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　イ及びロの場合　３　ハの場合

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

緊急時介護予防訪問看護加算 １　なし　２　あり

特別管理体制 １　対応不可　２　対応可

看護体制強化加算 １　なし　２　あり

サービス提供体制強化加算 １　なし　２　あり

（別紙１、１－２）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

特別地域加算 １　なし　２　あり

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

１　非該当　２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

１　非該当　２　該当

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

63 介護予防訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
４　６級地　　　９　７級地　５　その他

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応型サービス連携

63 介護予防訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

　サテライト事業所名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（訪問看護・介護予防訪問看護）

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応型サービス連携

１　なし　３　加算Ⅰ　２加算Ⅱ

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（訪問看護・介護予防訪問看護）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　　　６　２級地　７　３級地　　　２　４級地　３　５級地
４　６級地　　　９　７級地　５　その他
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【基準省令に関する通知案】 

 
 
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に
関する基準について 
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別
添

 

1 

新
 

旧
 

第
二

 
総
論
 

１
 
事

業
者

指
定
の
単
位
に
つ
い
て
 

事
業
者

の
指
定

は
、
原

則
と
し
て
サ

ー
ビ
ス
提
供

の
拠
点
ご

と
に
行
う

も
の
と

す
る
が
、

地
域
の
実
情
等
を
踏

ま
え

、
サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
の
面
的
な
整

備
、
効

率
的
な
事

業
実
施
の

観
点
か
ら

本
体
の
事

業
所
と
は
別
に
サ
ー

ビ
ス

提
供
等

を
行
う
出
張
所
等
で
あ
っ
て

、
次
の

要
件
を
満

た
す
も
の

に
つ
い
て

は
、
一
体

的
な
サ
ー
ビ
ス
提
供

の
単

位
と
し

て
「
事
業
所
」
に
含
め
て
指

定
す
る

こ
と
が
で

き
る
取
扱

い
と
す
る

。
な
お
、

こ
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は

、
同
一

法
人
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
 

①
 

利
用
申

込
み
に
係
る
調
整
、
サ
ー
ビ

ス
提
供

状
況
の
把

握
、
職
員

に
対
す
る

技
術
指
導

等
が
一
体
的
に
行
わ

れ
る
こ

と
。
 

②
 

職
員
の

勤
務
体
制
、
勤
務
内
容
等
が

一
元
的

に
管
理
さ

れ
る
こ
と

。
必
要
な

場
合
に
随

時
、
主
た
る
事
業
所

や
他
の

出
張
所

等
と
の

間
で
相
互
支

援
が
行
え
る

体
制
（
例

え
ば
、
当

該
出
張

所
等
の
従

業
者
が
急
病
等
で
サ

ー
ビ
ス

の
提
供

が
で
き

な
く
な
っ
た

場
合
に
、
主

た
る
事
業

所
か
ら
急

遽
代
替

要
員
を
派

遣
で
き
る
よ
う
な
体

制
）
に

あ
る
こ

と
。
 

③
 

苦
情
処

理
や
損
害
賠
償
等
に
際
し
て

、
一
体

的
な
対
応

が
で
き
る

体
制
に
あ

る
こ
と
。
 

④
 

事
業
の

目
的
や
運
営
方
針
、
営
業
日

や
営
業

時
間
、
利

用
料
等
を

定
め
る
同

一
の
運
営

規
程
が
定
め
ら
れ
る

こ
と
。
 

⑤
 

人
事
、

給
与
・
福
利
厚
生
等
の
勤
務

条
件
等

に
よ
る
職

員
管
理
が

一
元
的
に

行
わ
れ
る

こ
と
。
 

 
 

な
お
、

サ
テ
ラ
イ
ト
型
指
定
看
護
小

規
模
多
機

能
型
居
宅

介
護
事
業

所
の
本
体
事
業
所
が

訪
問
看
護
事
業
所

と
し
て

指
定
を

受
け
て

い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
当

該
サ
テ
ラ

イ
ト
指
定

看
護
小

規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護
事
業

所
が
指

定
訪
問

看
護
を

行
う
も
の
と

し
て
①
～
⑤

を
満
た
す

場
合
に
は

、
本
体

事
業
所
の

指
定
訪
問
看
護
事
業

所
に
含

め
て
指

定
で
き

る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
 

第
三

 
介
護

サ
ー
ビ
ス
 

三
 

訪
問
看

護
 

１
 
人

員
に

関
す
る
基
準
 

(
１

)
 
看
護

師
等
の
員
数
（
居
宅
基
準
第

6
0
条
）
 

①
 
指

定
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
場
合
（
居

宅
基
準
第

6
0
条
第
１

項
第
１
号

）
 

イ
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
お

け
る
保
健

師
、
看
護

師
又
は
准

看
護
師
（
以
下
「
看
護
職
員
」
と

い
う
。
）
の
員

数
に
つ
い
て
は

、
常
勤

換
算
方
法

で
2
.
5
人
以

上
と
定
め

ら
れ
た
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
、

職
員
の

支
援
体

制
等
を
考
慮
し

た
最
小
限

の
員
数

と
し
て
定

め
ら
れ
た

も
の
で
あ

り
、
各
地
域
に
お
け
る

サ
ー
ビ

ス
利
用

の
状
況
や
利
用

者
数
及
び

指
定
訪

問
看
護
の

事
業
の
業

務
量
を
考

慮
し
、
適
切
な
員
数
の

人
員
を

確
保
す

る
も
の
と
す
る

。
 

ロ
 

勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
不

定
期
な

看
護
師
等

に
つ
い
て

の
勤
務
延

時
間
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
指

定
訪
問

介
護
の

場
合
と
同
様
で

あ
る
。
 

ハ
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士

及
び
言

語
聴
覚
士

に
つ
い

て
は
、
実

情
に
応

じ
た
適
当

数
を
配
置
す
る
も

の
と
す

る
（
配

置
し
な
い
こ
と

も
可
能
で

あ
る
。

）
。
 

第
二
 

総
論
 

１
 

事
業
者
指
定
の
単
位
に
つ
い
て
 

事
業
者
の
指
定
は
、
原
則
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
拠
点
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
が
、
地
域
の
実

情
等
を

踏

ま
え
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
面
的
な
整
備
、
効
率
的
な
事
業
実
施
の
観
点
か
ら
本
体
の
事
業
所
と
は

別
に

サ
ー

ビ
ス
提
供
等
を
行
う
出
張
所
等
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
体
的
な
サ
ー

ビ
ス

提
供

の
単
位
と
し
て
「
事
業
所
」
に
含
め
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
取
扱
い
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
取
扱

い
に

つ
い

て
は
、
同
一
法
人
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
 

①
 
利
用
申
込
み
に
係
る
調
整
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
状
況
の
把
握
、
職
員
に
対
す
る
技
術
指
導
等
が
一
体

的
に

行
わ

れ
る
こ
と
。
 

②
 
職
員
の
勤
務
体
制
、
勤
務
内
容
等
が
一
元
的
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
。
必
要
な
場
合
に
随
時
、
主
た

る
事

業
所

や
他
の
出
張
所
等
と
の
間
で
相
互
支
援
が
行
え
る
体
制
（
例
え
ば
、
当
該
出
張
所
等
の
従
業
者
が
急

病
等
で

サ

ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
主
た
る
事
業
所
か
ら
急
遽
代
替
要
員
を
派
遣
で
き
る

よ
う
な

体

制
）
に
あ
る
こ
と
。
 

③
 
苦
情
処
理
や
損
害
賠
償
等
に
際
し
て
、
一
体
的
な
対
応
が
で
き
る
体
制
に
あ
る
こ
と
。
 

④
 
事
業
の
目
的
や
運
営
方
針
、
営
業
日
や
営
業
時
間
、
利
用
料
等
を
定
め
る
同
一
の
運
営
規
程
が
定

め
ら

れ
る

こ
と
。
 

⑤
 
人
事
、
給
与
・
福
利
厚
生
等
の
勤
務
条
件
等
に
よ
る
職
員
管
理
が
一
元
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
。
 

 
 
 
 

   第
三
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
 

三
 
訪
問
看
護
 

１
 

人
員
に
関
す
る
基
準
 

(
１

)
 

看
護
師
等
の
員
数
（
居
宅
基
準
第

6
0
条
）
 

①
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
（
居
宅
基
準
第

6
0
条
第
１
項
第
１
号
）
 

イ
 
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
職

員
」
と

い
う
。
）
の
員
数
に
つ
い
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で

2
.
5
人
以
上
と
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ

に
つ
い

て
は

、

職
員
の
支
援
体
制
等
を
考
慮
し
た
最
小
限
の
員
数
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
地
域

に
お

け
る

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況
や
利
用
者
数
及
び
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
業
務
量
を
考
慮
し
、
適
切

な
員

数
の

人
員
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ロ
 
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
不
定
期
な
看
護
師
等
に
つ
い
て
の
勤
務
延
時
間
数
の
算
定
に
つ
い
て

は
、
指

定
訪
問
介
護
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
 

ハ
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
及
び
言
語
聴
覚
士
に
つ
い
て
は
、
実
情
に
応
じ
た
適
当
数
を
配
置

す
る
も

の
と
す
る
（
配
置
し
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
）
。
 

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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2 
 

新
 

旧
 

ニ
 

出
張
所
等
が
あ
る
と
き
は
、

常
勤
換

算
を
行
う

際
の
事
業

所
の
看
護

職
員
の
勤
務
延
時
間
数
と
は
、
出

張
所
等

に
お
け

る
勤
務
延
時
間

数
も
含
め

る
も
の

と
す
る
。
 

②
 
指

定
訪

問
看
護
を
担
当
す
る
医

療
機
関
の
場

合
（
居
宅

基
準
第

6
0
条
第
１

項
第
２
号

）
 

指
定
訪

問
看
護

事
業
所
ご
と
に

、
指
定
訪

問
看
護

の
提
供
に

当
た
る
看

護
職
員
を

適
当
数
置
か
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
 

③
 
指

定
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
訪

問
介
護
看
護

又
は
指
定

複
合
型
サ

ー
ビ
ス

と
の
一
体

的
運
営
に
つ
い
て
（
居

宅
基

準
第

6
0
条
第
４
項
及
び
第
５

項
）
 

指
定
訪

問
看
護

事
業
者
が
、
指

定
定
期
巡

回
・
随
時

対
応
型
訪

問
介
護
看

護
事
業
者
又
は
指
定
複
合
型
サ

ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定
を
併
せ

て
受
け
、

か
つ
、
当

該
事
業
が

指
定
訪
問

看
護
事
業
所
と
同
じ
事
業
所
で
一

体
的

に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合

に
つ
い
て

は
、
指
定

定
期
巡
回

・
随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
又
は
指

定
複

合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
以

下
③
に
お

い
て
「
指

定
定
期
巡

回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
等
」

と
い

う
。
）
の
指
定

を
受
け
る
上
で

必
要
と
さ
れ

て
い
る
看

護
職
員
の

員
数
（
常
勤
換
算
方
法

で
2
.
5
）
を
配

置
し

て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、

指
定
訪
問

看
護
の
看

護
職
員
の

人
員
基
準

を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す

こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
 

な
お
、

指
定
訪

問
看
護

事
業
者

が
指
定
定

期
巡
回

・
随
時
対

応
型
訪
問

介
護
看
護

事
業
等
の
看
護
職
員
の

人
員

配
置
基
準
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
に

よ
り
指
定

訪
問
看
護

の
看
護
職

員
の
人
員
配
置
基
準
を
満
た
し
て

い
る

も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る

場
合
に
つ

い
て
は
、

当
該
指
定

訪
問
看
護

事
業
の
人
員
配
置
基
準
を
満
た
し

て
い

る
こ
と
を
も
っ
て
別
の
指

定
定
期
巡

回
・
随
時

対
応
型
訪

問
介
護
看

護
事
業
等
の
看
護
職
員
の
人
員
配

置
基

準
を
満
た
し
て
い
る
も
の

と
は
み
な

さ
れ
な
い

の
で
留
意

す
る
こ
と

。
 

(
２

)
 
指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

管
理
者

（
居
宅
基

準
第

6
1
条
）
 

①
 
訪

問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管

理
者
は
常
勤

で
あ
り
、

か
つ
、
原

則
と
し

て
専
ら
当
該
指

定
訪
問
看
護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン
の
管
理
業
務
に
従
事

す
る
も

の
と
す
る

。
た
だ
し

、
以
下
の

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
訪
問

看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
業
務

に
支
障

が
な
い
と

き
は
、
他

の
職
務
を

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。
 

イ
 

当
該
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

の
看
護
職

員
と
し
て

の
職
務
に

従
事
す
る
場
合
 

ロ
 

当
該
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

が
健
康
保

険
法
に
よ

る
指
定
を

受
け
た
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
る

場
合
に

、
当
該
訪
問
看

護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

の
管
理
者

又
は
看
護

職
員
と
し

て
の
職
務
に
従
事
す
る

場
合
 

ハ
 

同
一
敷
地
内
に
あ
る
又
は
道

路
を
隔

て
て
隣
接

す
る
等
、

特
に
当
該

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

管
理
業

務
に
支

障
が
な

い
と
認

め
ら
れ
る

範
囲
内

に
他
の
事

業
所
、
施

設
等
が
あ

る
場
合
に
、
当
該
他
の

事
業
所

等
の
管

理
者
又
は
従
業

者
と
し
て

の
職
務

に
従
事
す

る
場
合
（

こ
の
場
合

の
他
の
事
業
所
、
施
設

等
の
事

業
の
内

容
は
問
わ
な
い

が
、
例
え

ば
、
併

設
さ
れ
る

入
所
施
設

に
お
け
る

看
護
業
務
（
管
理
業
務

を
含
む

。
）
と

の
兼
務
は
管
理

者
の
業
務

に
支
障

が
あ
る
と

考
え
ら
れ

る
が
、
施

設
に
お
け
る
勤
務
時
間

が
極
め

て
限
ら

れ
て
い
る
職
員

の
場
合
に

は
、
例

外
的
に
認

め
ら
れ
る

場
合
も
あ

り
う
る
。
）
 

②
 
指

定
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
管
理
者
は

、
管
理
者

と
し
て
ふ

さ
わ
し

い
と
認
め

ら
れ
る
保
健
師
又
は

ニ
 
出
張
所
等
が
あ
る
と
き
は
、
常
勤
換
算
を
行
う
際
の
事
業
所
の
看
護
職
員
の
勤
務
延
時
間
数
と

は
、
出

張
所
等
に
お
け
る
勤
務
延
時
間
数
も
含
め
る
も
の
と
す
る
。

 

②
 

指
定
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
の
場
合
（
居
宅
基
準
第

6
0
条
第
１
項
第
２
号
）
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
と
に
、
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
に
当
た
る
看
護
職
員
を
適
当
数
置
か

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

③
 

指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
訪
問
介
護
看
護
又
は
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
と
の
一
体
的
運
営
に

つ
い
て
（

居

宅
基

準
第

6
0
条
第
４
項
及
び
第
５
項
）
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
者
又
は
指
定

複
合

型
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
当
該
事
業
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
と
同
じ
事
業

所
で
一

体
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業

又
は
指

定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
以
下
③
に
お
い
て
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事

業
等
」

と
い
う
。
）
の
指
定
を
受
け
る
上
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
看
護
職
員
の
員
数
（
常
勤
換
算
方
法
で

2
.
5
）
を

配

置
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
指
定
訪
問
看
護
の
看
護
職
員
の
人
員
基
準
を
満
た
し
て
い
る

も
の
と

み
な
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

な
お
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
等
の
看

護
職

員
の

人
員
配
置
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
指
定
訪
問
看
護
の
看
護
職
員
の
人
員
配
置
基
準
を
満

た
し
て

い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
の
人
員
配
置
基
準
を

満
た
し

て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
別
の
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
等
の
看
護
職
員
の

人
員
配

置
基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
の
で
留
意
す
る
こ
と
。
 

(
２

)
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
者
（
居
宅
基
準
第

6
1
条
）
 

①
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
者
は
常
勤
で
あ
り
、
か
つ
、
原
則
と
し
て
専
ら
当
該
指
定
訪

問
看
護

ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
業
務
に
従
事
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
指

定
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
業
務
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
他
の
職
務
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す

る
。
 

イ
 
当
該
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合

 

ロ
 
当
該
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
健
康
保
険
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

で
あ
る
場
合
に
、
当
該
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
者
又
は
看
護
職
員
と
し
て
の
職
務
に

従
事

す
る

場
合
 

ハ
 
同
一
敷
地
内
に
あ
る
又
は
道
路
を
隔
て
て
隣
接
す
る
等
、
特
に
当
該
指
定
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ

ョ
ン
の

管
理
業
務
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
他
の
事
業
所
、
施
設
等
が
あ
る
場
合
に
、

当
該

他
の

事
業
所
等
の
管
理
者
又
は
従
業
者
と
し
て
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
（
こ
の
場
合
の
他
の
事
業

所
、

施
設

等
の
事
業
の
内
容
は
問
わ
な
い
が
、
例
え
ば
、
併
設
さ
れ
る
入
所
施
設
に
お
け
る
看
護
業
務
（

管
理

業
務

を
含
む
。
）
と
の
兼
務
は
管
理
者
の
業
務
に
支
障
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
施
設
に
お
け
る

勤
務

時
間

が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
職
員
の
場
合
に
は
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
）
 

②
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
者
は
、
管
理
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
る
保

健
師
又

は

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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3 
 

新
 

旧
 

看
護

師
で
あ
っ
て
、
保
健
師
助
産

師
看
護

師
法
（
昭

和
23

年
法
律
第

2
0
3
号

）
第

14
条
第

３
項
の
規
定
に

よ
り

保
健
師
又
は
看
護
師
の
業
務

の
停
止

を
命
ぜ
ら

れ
、
業
務

停
止
の
期

間
終
了
後
２
年
を
経
過
し
な
い
者

に
該

当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

 

③
 
管

理
者

の
長
期
間
の
傷
病
又
は

出
張
等
の
や

む
を
得
な

い
理
由
が

あ
る
場

合
に
は
、

老
人
の
福
祉
の
向
上

に
関

し
相
当
の
知
識
、
経
験
及
び

熱
意
を

有
し
、
過

去
の
経
歴

等
を
勘
案

し
て
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の

管
理
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

と
都
道

府
県
知
事

に
認
め
ら

れ
た
者
で

あ
れ
ば
、
管
理
者
と
し
て
保
健
師

及
び

看
護
師
以
外
の
者
を
あ
て
る

こ
と
が

で
き
る
も

の
と
す
る

。
た
だ
し

、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
可
能

な
限

り
速
や
か
に
常
勤
の
保
健
師

及
び
看
護
師
の

管
理
者
が

確
保
さ
れ

る
よ
う

に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の

で
あ
る
。
 

④
 
指

定
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
管
理
者
は

、
医
療
機

関
に
お
け

る
看
護

、
訪
問
看

護
又
は
訪
問
指
導
の

業
務

に
従
事
し
た
経
験
の
あ
る
者

で
あ
る

必
要
が
あ

る
。
さ
ら

に
、
管
理

者
と
し
て
の
資
質
を
確
保
す
る
た

め
に

関
連
機
関
が
提
供
す
る
研
修

等
を
受

講
し
て
い

る
こ
と
が

望
ま
し
い

。
 

２
 
設

備
に

関
す
る
基
準
 

(
１

)
 
指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

場
合
（

居
宅
基
準

第
6
2
条
第
１
項
）
 

①
 
指

定
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
、
運
営

に
必
要
な

面
積
を
有

す
る
専

用
の
事
務

室
を
設
け
る
必
要
が

あ
る

。
た
だ
し
、
当
該
指
定
訪
問

看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
が
健
康

保
険
法
に

よ
る
指
定
を
受
け
た
訪
問
看
護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、

両
者
を

共
用
す
る

こ
と
は
差

し
支
え
な

い
。
ま
た
、
当
該
指
定
訪
問
看
護

ス
テ

ー
シ
ョ
ン
が
、
他
の
事
業
の

事
業
所

を
兼
ね
る

場
合
に
は

、
必
要
な

広
さ
の
専
用
の
区
画
を
有
す
る
こ

と
で

差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る

。
な
お

、
こ
の
場

合
に
、
区

分
さ
れ
て

い
な
く
て
も
業
務
に
支
障
が
な
い

と
き

は
、
指
定

訪
問
看

護
の
事

業
を
行
う

た
め
の

区
画
が
明

確
に
特
定

さ
れ
て
い

れ
ば
足
り

る
も
の
で
あ
る
。
 

②
 
事

務
室

に
つ
い
て

は
、
利
用
申

込
み
の
受
付

、
相
談
等

に
対
応
す

る
の
に

適
切
な
ス

ペ
ー
ス
を
確
保
す
る

も
の

と
す
る
。
 

③
 
指

定
訪

問
看
護
に
必
要
な
設
備

及
び
備
品
等

を
確
保
す

る
必
要
が

あ
る
。

特
に
、
感

染
症
予
防
に
必
要
な

設
備

等
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る

。
た
だ

し
、
他
の

事
業
所
、

施
設
等
と

同
一
敷
地
内
に
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、

指
定
訪
問
看
護
の
事
業
又
は

当
該
他

の
事
業
所

、
施
設
等

の
運
営
に

支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
他
の

事
業

所
、
施
設
等
に
備
え
付
け
ら

れ
た
設

備
及
び
備

品
等
を
使

用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
２

)
 
指
定

訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療

機
関
の

場
合
（
居

宅
基
準
第

6
2
条
第
２
項
）
 

①
 
指

定
訪

問
看
護
を
担
当
す
る
病

院
又

は
診
療

所
に
は
、

指
定
訪
問

看
護
の
事

業
を
行
う

た
め
に
必
要
な
専

用
の

区
画
を
設
け
る
必
要
が
あ
る

。
な
お

、
業
務
に

支
障
が
な

い
と
き
は

、
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
を
行
う

た
め

の
区
画
が
明
確
に
特
定
さ
れ

て
い
れ

ば
足
り
る

も
の
で
あ

る
。
 

②
 
指

定
訪

問
看
護
事
業
に
必
要
な

設
備
及
び
備

品
等
を
確

保
す
る
必

要
が
あ

る
。
た
だ

し
、
設
備
及
び
備
品

等
に

つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機
関

に
お
け

る
診
療
用

に
備
え
付

け
ら
れ
た

も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
る

も
の

で
あ
る
。
 

３
 
運

営
に

関
す
る
基
準
 

(
１

)
 
サ
ー

ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対
応
 

看
護
師
で
あ
っ
て
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

2
0
3
号
）
第

14
条
第
３
項

の
規
定

に

よ
り
保
健
師
又
は
看
護
師
の
業
務
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
業
務
停
止
の
期
間
終
了
後
２
年
を
経
過
し

な
い
者

に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

 

③
 

管
理
者
の
長
期
間
の
傷
病
又
は
出
張
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
老
人
の
福

祉
の
向

上

に
関
し
相
当
の
知
識
、
経
験
及
び
熱
意
を
有
し
、
過
去
の
経
歴
等
を
勘
案
し
て
指
定
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ

ン
の
管
理
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
都
道
府
県
知
事
に
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
れ
ば
、
管
理
者
と
し
て

保
健
師

及
び
看
護
師
以
外
の
者
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
も

、
可
能

な
限
り
速
や
か
に
常
勤
の
保
健
師
及
び
看
護
師
の
管
理
者
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

も
の
で
あ
る
。
 

④
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
者
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
看
護
、
訪
問
看
護
又
は
訪

問
指
導

の

業
務
に
従
事
し
た
経
験
の
あ
る
者
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
管
理
者
と
し
て
の
資
質
を
確
保

す
る
た

め
に
関
連
機
関
が
提
供
す
る
研
修
等
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

２
 

設
備
に
関
す
る
基
準
 

(
１

)
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
（
居
宅
基
準
第

6
2
条
第
１
項
）
 

①
 

指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
運
営
に
必
要
な
面
積
を
有
す
る
専
用
の
事
務
室
を
設
け

る
必
要

が

あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
健
康
保
険
法
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
訪
問

看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
場
合
に
は
、
両
者
を
共
用
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
ま
た
、
当
該
指
定
訪

問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
、
他
の
事
業
の
事
業
所
を
兼
ね
る
場
合
に
は
、
必
要
な
広
さ
の
専
用
の
区
画
を
有

す
る
こ

と
で
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
、
区
分
さ
れ
て
い
な
く
て
も
業
務
に
支
障

が
な
い

と
き
は
、
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
を
行
う
た
め
の
区
画
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る

も
の

で
あ
る

。
 

②
 

事
務
室
に
つ
い
て
は
、
利
用
申
込
み
の
受
付
、
相
談
等
に
対
応
す
る
の
に
適
切
な
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
す

る

も
の
と
す
る
。
 

③
 

指
定
訪
問
看
護
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
感
染
症
予
防

に
必
要

な

設
備
等
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
事
業
所
、
施
設
等
と
同
一
敷
地
内
に
あ
る
場
合

で
あ
っ

て
、
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
又
は
当
該
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
運
営
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当

該
他
の

事
業
所
、
施
設
等
に
備
え
付
け
ら
れ
た
設
備
及
び
備
品
等
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。
 

(
２

)
 

指
定
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
の
場
合
（
居
宅
基
準
第

6
2
条
第
２
項
）

 

①
 

指
定
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
病

院
又
は
診
療
所
に
は
、
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
を
行
う
た
め
に

必
要
な

専

用
の
区
画
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
業
務
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
指
定
訪
問
看
護
の
事
業

を
行
う

た
め
の
区
画
が
明
確
に
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
で
あ
る
。
 

②
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
設
備

及
び
備

品

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
機
関
に
お
け
る
診
療
用
に
備
え
付
け
ら
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
が

出
来
る

も
の
で
あ
る
。
 

３
 

運
営
に
関
す
る
基
準
 

(
１

)
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対
応
 

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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4 
 

新
 

旧
 

指
定

訪
問
看
護
事
業
者
が
、
指
定

訪
問
看

護
の
提
供

を
拒
否
す

る
正
当
な

理
由
と
し
て
は
、
第
３
の
一
の
３

の
(
２

)
に
示

し
た
理
由
の
ほ
か
、
利

用
申
込
者
の

病
状
等
に

よ
り
、
自

ら
適
切

な
訪
問
看

護
の
提
供
が
困
難
と

判
断
し

た
場

合
が
該
当
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
場

合
に
は

、
居
宅

基
準
第

6
3
条
の

規
定
に

よ
り
、
指
定
訪
問
看
護

事
業
者

は
、

主
治
医
及
び
居
宅
介
護

支
援
事
業
者

へ
の
連
絡

を
行
い
、

適
当
な

他
の
指
定

訪
問
看
護
事
業
者
等

を
紹
介

す
る

等
の
必
要
な
措
置
を
速

や
か
に
講
じ

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

(
２

)
 
利
用

料
の
受
領
 

①
 
居

宅
基

準
第

6
6
条

第
１
項
、
第

３
項
及
び

第
４
項
に

つ
い
て
は

、
第
３

の
一
の
３

の
(
1
0
)の

①
、
③
及
び

④
を

参
照
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

②
 
同

条
第

２
項
は
、
利
用
者
間
の

公
平
及
び
利

用
者
の
保

護
の
観
点

か
ら
、

法
定
代
理

受
領
サ
ー
ビ
ス
で
な

い
指

定
訪
問
看
護
を
提
供
し
た
際

に
そ
の

利
用
者
か

ら
支
払
を

受
け
る
利

用
料
の
額
及
び
法
定
代
理
受
領
サ

ー
ビ

ス
で
あ
る
指
定
訪
問
看
護
に

係
る
費

用
の
額
と

、
医
療
保

険
給
付
又

は
訪
問
看
護
療
養
費
の
対
象
と
な

る
健

康
保
険
法
上
の
指
定
訪
問
看

護
の
費

用
の
額
の

間
に
不
合

理
な
差
異

を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
も

の
で
あ
る
こ
と
。
 

な
お
、

そ
も
そ

も
介
護
保
険
給

付
、
医
療

保
険
給

付
又
は
訪

問
看
護
療

養
費
の
給

付
対
象
と
な
る
訪
問
看

護
と

明
確
に
区
分
さ
れ
る
サ
ー

ビ
ス
に
つ

い
て
は
、

第
３
の
一

の
３
の
(
1
0
)の

②
の
な
お
書
き
を
参
照
さ
れ

た
い

こ
と
。
 

(
３

)
 
指
定

訪
問
看
護
の
基
本
取
扱
方
針

及
び
具

体
的
取
扱

方
針
 

居
宅

基
準
第

6
7
条
及
び
第

6
8
条
に

い
う
指
定
訪

問
看
護

の
取
扱
方

針
に
お
い

て
、
特
に

留
意
す
べ
き
こ
と

は
、
次

の
と

お
り
で
あ
る
こ
と
。
 

①
 
指

定
訪

問
看
護
は
、
利
用
者
の

心
身
の
状
態

を
踏
ま
え

、
妥
当
適

切
に
行

う
と
と
も

に
そ
の
生
活
の
質
の

確
保

を
図
る
よ
う
、
主
治
医
と
の

密
接
な

連
携
の
も

と
に
訪
問

看
護
計
画

に
沿
っ
て
行
う
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ

る
こ
と
。
 

②
 
指

定
訪

問
看
護
の
提
供
に
つ
い

て
は
、
目
標

達
成
の
度

合
い
や
そ

の
効
果

等
に
つ
い

て
評
価
を
行
う
と
と

も
に

、
訪
問
看
護
計
画
の
修
正
を

行
い
改

善
を
図
る

等
に
努
め

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 
利

用
者

の
健
康
状
態
と
経
過
、

看
護
の
目
標

や
内
容
、

具
体
的
な

方
法
そ

の
他
療
養

上
必
要
な
事
項
に
つ

い
て

利
用
者
及
び
家
族
に
理
解
し

や
す
い

よ
う
指
導

又
は
説
明

を
行
う
こ

と
。
 

④
 
指

定
訪

問
看
護
の
提
供
に
当
た

っ
て
は
、
医

学
の
進
歩

に
沿
っ
た

適
切
な

看
護
技
術

を
も
っ
て
対
応
で
き

る
よ

う
、
新
し
い
技
術
の
習
得
等

、
研
鑽

を
積
む
こ

と
を
定
め

た
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

⑤
 
医

学
の

立
場
を
堅
持
し
、
広
く

一
般
に
認
め

ら
れ
て
い

な
い
看
護

等
に
つ

い
て
は
行

っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。
 

(
４

)
 
主
治

医
と
の
関
係
（
居
宅
基
準
第

6
9
条
）
 

①
 
指

定
訪

問
看
護
事
業
所
の
管
理

者
は
、
利
用

者
の
主
治

医
が
発
行

す
る
訪

問
看
護
指

示
の
文
書
（
以
下
、

第
３

の
三
に
お
い
て
「
指
示
書
」

と
い
う

。
）
に
基

づ
き
指
定

訪
問
看
護

が
行
わ
れ
る
よ
う
、
主
治
医
と
の

連
絡

調
整
、
指
定
訪
問
看
護
の
提

供
を
担

当
す
る
看

護
師
等
の

監
督
等
必

要
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

こ
と
。
な
お
、
主
治
医
と
は

、
利
用

申
込
者
の

選
定
に
よ

り
加
療
し

て
い
る
医
師
を
い
い
、
主
治
医
以

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
を
拒
否
す
る
正
当
な
理
由
と
し
て
は
、
第
３
の

一
の
３

の
(
２
)
に
示
し
た
理
由
の
ほ
か
、
利
用
申
込
者
の
病
状
等
に
よ
り
、
自
ら
適
切
な
訪
問
看
護
の
提
供

が
困
難

と

判
断
し
た
場
合
が
該
当
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
居
宅
基
準
第

6
3
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
訪

問
看
護

事
業
者
は
、
主
治
医
及
び
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
へ
の
連
絡
を
行
い
、
適
当
な
他
の
指
定
訪
問
看
護

事
業
者

等

を
紹
介
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
２

)
 

利
用
料
の
受
領
 

①
 

居
宅
基
準
第

6
6
条
第
１
項
、
第
３
項
及
び
第
４
項
に
つ
い
て
は
、
第
３
の
一
の
３
の

(
1
0
)の

①
、
③

及
び

④
を
参
照
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

②
 

同
条
第
２
項
は
、
利
用
者
間
の
公
平
及
び
利
用
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー

ビ
ス
で

な

い
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
し
た
際
に
そ
の
利
用
者
か
ら
支
払
を
受
け
る
利
用
料
の
額
及
び
法
定
代
理

受
領
サ

ー
ビ
ス
で
あ
る
指
定
訪
問
看
護
に
係
る
費
用
の
額
と
、
医
療
保
険
給
付
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
対

象
と
な

る
健
康
保
険
法
上
の
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額
の
間
に
不
合
理
な
差
異
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

な
お
、
そ
も
そ
も
介
護
保
険
給
付
、
医
療
保
険
給
付
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
給
付
対
象
と
な

る
訪

問
看

護
と
明
確
に
区
分
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
３
の
一
の
３
の

(
1
0
)の

②
の
な
お
書
き

を
参

照
さ
れ

た
い
こ
と
。
 

(
３

)
 

指
定
訪
問
看
護
の
基
本
取
扱
方
針
及
び
具
体
的
取
扱
方
針
 

居
宅
基
準
第

6
7
条
及
び
第

6
8
条
に
い
う
指
定
訪
問
看
護
の
取
扱
方
針
に
お
い
て
、
特
に
留
意
す

べ
き
こ

と

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
 

①
 

指
定
訪
問
看
護
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
態
を
踏
ま
え
、
妥
当
適
切
に
行
う
と
と
も
に
そ
の
生

活
の
質

の

確
保
を
図
る
よ
う
、
主
治
医
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
に
訪
問
看
護
計
画
に
沿
っ
て
行
う
こ
と
と
し

た
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

②
 

指
定
訪
問
看
護
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
目
標
達
成
の
度
合
い
や
そ
の
効
果
等
に
つ
い
て
評
価
を

行
う
と

と

も
に
、
訪
問
看
護
計
画
の
修
正
を
行
い
改
善
を
図
る
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

③
 

利
用
者
の
健
康
状
態
と
経
過
、
看
護
の
目
標
や
内
容
、
具
体
的
な
方
法
そ
の
他
療
養
上
必
要
な

事
項
に

つ

い
て
利
用
者
及
び
家
族
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
指
導
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
。
 

④
 

指
定
訪
問
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
医
学
の
進
歩
に
沿
っ
た
適
切
な
看
護
技
術
を
も
っ
て

対
応
で

き

る
よ
う
、
新
し
い
技
術
の
習
得
等
、
研
鑽
を
積
む
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

⑤
 

医
学
の
立
場
を
堅
持
し
、
広
く
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
看
護
等
に
つ
い
て
は
行
っ
て
は
な

ら
な
い

こ

と
。
 

(
４

)
 

主
治
医
と
の
関
係
（
居
宅
基
準
第

6
9
条
）
 

①
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
利
用
者
の
主
治
医
が
発
行
す
る
訪
問
看
護
指
示
の
文
書

（
以
下

、

第
３
の
三
に
お
い
て
「
指
示
書
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
指
定
訪
問
看
護
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
主
治

医
と
の

連
絡
調
整
、
指
定
訪
問
看
護
の
提
供
を
担
当
す
る
看
護
師
等
の
監
督
等
必
要
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら

な
い
こ
と
。
な
お
、
主
治
医
と
は
、
利
用
申
込
者
の
選
定
に
よ
り
加
療
し
て
い
る
医
師
を
い
い
、
主

治
医
以

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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5 
 

新
 

旧
 

外
の

複
数
の
医
師
か
ら
指
示
書
の

交
付
を

受
け
る
こ

と
は
で
き

な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
居

宅
基

準
第

6
9
条

第
２
項
は
、
指
定
訪
問

看
護
の
利

用
対
象
者

は
、
そ

の
主
治
医

が
指
定
訪
問
看
護
の
必

要
性

を
認
め
た
も
の
に
限
ら
れ
る

も
の
で

あ
る
こ
と

を
踏
ま
え

、
指
定
訪

問
看
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
看

護
の

提
供
の
開
始
に
際
し
て
は
、

指
示
書

の
交
付
を

受
け
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

③
 
指

定
訪

問
看
護
事
業
所
の
管
理

者
は
、
主
治

医
と
連
携

を
図
り
、

適
切
な

指
定
訪
問

看
護
を
提
供
す
る
た

め
、

定
期
的
に
訪
問
看
護
計
画
書

及
び
訪

問
看
護
報

告
書
を
主

治
医
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

④
 
指

定
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

が
主
治
医
に

提
出
す
る

訪
問
看
護

計
画
書

及
び
訪
問

看
護
報
告
書
に
つ
い

て
は

、
書
面

又
は
電
子
的
な
方
法

に
よ
り
主

治
医
に
提
出
で
き
る

も
の
と
す
る

。
た
だ
し

、
電
子
的
方
法
に

よ
っ

て
個
々
の
利
用
者
の
訪
問
看

護
に
関

す
る
計
画

等
を
主
治

医
に
提
出

す
る
場
合
は
、
厚
生
労
働
省
「
医

療
情

報
シ
ス
テ
ム
の
安
全
管
理
に

関
す
る

ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
を

遵
守
し
、

安
全
な
通
信
環
境
を
確
保
す
る
と

と
も

に
、
書
面
に
お
け
る
署
名
又

は
記
名

・
押
印
に

代
わ
り
、

厚
生
労
働

省
の
定
め
る
準
拠
性
審
査
基
準
を

満
た

す
保
健
医
療
福
祉
分
野
の
公

開
鍵
基

盤
（
HP
K
I
:
H
ea
l
h
c
a
r
e
 
P
ub
l
i
c
 
Ke
y
 
I
n
fr
a
s
t
r
u
c
t
u
re
）
に
よ

る
電

子
署
名
を
施
す
こ
と
。
 

⑤
 
指

定
訪

問
看
護
の
実
施
に
当
た

っ
て
は
、
特

に
医
療
施
設
内

の
場
合
と
異

な
り
、
看

護
師
等
が
単
独
で
行

う
こ

と
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も

に
慎
重

な
状
況
判

断
等
が
要

求
さ
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
主
治
医
と
の
密

接
か

つ
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と

。
 

⑥
 
保

険
医

療
機
関
が
指
定
訪
問
看

護
事
業
者
で

あ
る
場
合

に
は
、
主

治
医
の

指
示
は
診

療
録
に
記
載
さ
れ
る

も
の

で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
ま

た
、
訪

問
看
護
計

画
書
及
び

訪
問
看
護

報
告
書
に
つ
い
て
も
看
護
記
録
等

の
診

療
記
録
に
記
載
さ
れ
る
も
の

で
差
し

支
え
な
い

こ
と
。
 

(
５

)
 
訪
問

看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護

報
告
書

の
作
成
 

①
 
居

宅
基

準
第

7
0
条

は
、
看
護
師
等
（
准
看

護
師
を
除

く
。
）
が
利

用
者
ご
と
に
、
訪

問
看
護
計
画
書
及
び

訪
問

看
護
報

告
書
を

作
成
す
る
こ

と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
 

②
 
看

護
師

等
は
、
訪
問
看
護
計
画

書
に
は
、
利

用
者
の
希

望
及

び
心
身

の
状
況
、
主
治

医
の
指
示
等
を
踏
ま

え
て

、
看
護

目
標
、
具
体
的
な
サ

ー
ビ
ス
内

容
等
を
記
載
す
る
。

な
お
、
既
に

居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
等
が
作

成
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

計
画
に

沿
っ
て
訪

問
看
護
の

計
画
を
立

案
す
る
。
 

③
 
看

護
師

等
は
、
訪
問
看
護
計
画

書
の
目
標
や

内
容
等
に

つ
い
て
、

利
用
者

及
び
そ
の

家
族
に
理
解
し
や
す

い
方

法
で
説
明
を
行
う
と
と
も
に

、
そ
の

実
施
状
況

や
評
価
に

つ
い
て
も

説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

④
 
訪

問
看

護
計
画
書
は
、
居
宅
サ

ー
ビ
ス
計
画

に
沿
っ
て

作
成
さ
れ

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
こ
と
と
し
た
も
の

で
あ

る
。
 

な
お
、

訪
問
看

護
計
画
書
を
作

成
後
に
居

宅
サ
ー

ビ
ス
計
画

が
作
成
さ

れ
た
場
合

は
、
当
該
訪
問
看
護
計

画
書

が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に

沿
っ
た
も

の
で
あ
る

か
確
認
し

、
必
要
に

応
じ
て
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。
 

⑤
 
訪

問
看

護
計
画
書
は
、
利
用
者

の
希
望
、
主

治
医
の
指

示
及
び
心

身
の
状

況
を
踏
ま

え
て
作
成
さ
れ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
サ

ー
ビ
ス

内
容
等
へ

の
利
用
者

の
意
向
の

反
映
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、

看
護

師
等
は
、
訪
問
看
護
計
画
書

の
作
成

に
当
た
っ

て
は
、
そ

の
内
容
及
び
理

学
療
法
士

、
作
業
療
法
士
若

外
の
複
数
の
医
師
か
ら
指
示
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

②
 

居
宅
基
準
第

6
9
条
第
２
項
は
、
指
定
訪
問
看
護
の
利
用
対
象
者
は
、
そ
の
主
治
医
が
指
定
訪

問
看
護

の
必

要
性
を
認
め
た
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
指
定

訪
問
看

護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
て
は

、
指
示
書
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
こ

と
。
 

③
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
管
理
者
は
、
主
治
医
と
連
携
を
図
り
、
適
切
な
指
定
訪
問
看
護
を
提

供
す
る

た

め
、
定
期
的
に
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
を
主
治
医
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。
 

（
新
設
）
 

     

 

④
 

指
定
訪
問
看
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
医
療
施
設
内
の
場
合
と
異
な
り
、
看
護
師
等
が

単
独
で

行

う
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
慎
重
な
状
況
判
断
等
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
主
治
医

と
の
密

接
か
つ
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

⑤
 

保
険
医
療
機
関
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
主
治
医
の
指
示
は
診
療
録
に
記

載
さ
れ

る

も
の
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
ま
た
、
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
に
つ
い
て
も
看
護

記
録
等

の
診
療
記
録
に
記
載
さ
れ
る
も
の
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

 

(
５

)
 

訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
の
作
成
 

①
 

居
宅
基
準
第

7
0
条
は
、
看
護
師
等
（
准
看
護
師
を
除
く
。
）
が
利
用
者
ご
と
に
、
訪
問
看
護

計
画
書

及
び

訪
問
看
護
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

②
 

看
護
師
等
は
、
訪
問
看
護
計
画
書
に
は
、
利
用
者
の
希
望
、
主
治
医
の
指
示

及
び
看
護
目
標
、

具
体
的

な

サ
ー
ビ
ス
内
容
等
を
記
載
す
る
。
な
お
、
既

に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
等
が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当

該
計
画
に
沿
っ
て
訪
問
看
護
の
計
画
を
立
案
す
る
。
 

③
 

看
護
師
等
は
、
訪
問
看
護
計
画
書
の
目
標
や
内
容
等
に
つ
い
て
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
に
理

解
し
や

す

い
方
法
で
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
状
況
や
評
価
に
つ
い
て
も
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る

。
 

④
 

訪
問
看
護
計
画
書
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

し
た
も

の

で
あ
る
。
 

な
お
、
訪
問
看
護
計
画
書
を
作
成
後
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
作
成
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
訪

問
看

護
計

画
書
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
変
更
す
る
も
の
と

す
る
。
 

⑤
 

訪
問
看
護
計
画
書
は
、
利
用
者
の
希
望
、
主
治
医
の
指
示
及
び
心
身
の
状
況
を
踏
ま
え
て
作
成

さ
れ
な

け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
等
へ
の
利
用
者
の
意
向
の
反
映
の
機
会
を
保
障
す
る

た
め
、

看
護
師
等
は
、
訪
問
看
護
計
画
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
内
容
等
を
説
明
し
た
上
で
利
用
者

の
同
意

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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6 
 

新
 

旧
 

し
く

は
言
語

聴
覚
士
に
よ
る
指
定

訪
問
看
護

は
そ
の
訪
問
が
看
護

業
務
の
一
環

と
し
て
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン

を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る

場
合
に

、
看
護
職

員
の
代
わ

り
に
さ
せ

る
訪
問
で
あ
る
こ
と
等
を
説
明
し

た
上

で
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け

れ
ば
な

ら
ず
、
ま

た
、
当
該

訪
問
看
護

計
画
書
を
利
用
者
に
交
付
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
 

な
お
、
交
付
し

た
訪
問
看
護
計

画
書
は
、
居
宅
基

準
第

73
条
の

２
第
２
項
の

規
定
に
基

づ
き
、
２
年
間
保

存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑥
 
指

定
訪

問
看
護
事
業
所
が
保
険

医
療
機
関
で

あ
る
場
合

は
、
居
宅
基
準
第

6
9
条
第

４
項
に
よ
り
、
主
治
の

医
師

へ
の
訪
問
看
護
計
画
書
の
提

出
は
、

診
療
記
録

へ
の
記
載

を
も
っ
て

代
え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ

れ
て

い
る
た
め
、
居
宅
基
準
第

7
0
条

第
４
項

に
基
づ
く
訪

問
看
護
計

画
書
の

交
付
に
つ

い
て
は
、
「
訪
問
看

護
計

画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書

等
の
取

扱
い
に
つ

い
て
」
（
平
成

1
2
年

３
月

3
0
日
老

企
第

5
5
号
）
に
定

め
る

訪
問
看
護
計
画
書
を
参
考
に

各
事
業

所
ご
と
に

定
め
る
も

の
を
交
付

す
る
こ
と
で
差
し
支
え
な
い
。
 

⑦
 
看

護
師

等
は
、
訪
問
看
護
報
告

書
に
は
、
訪

問
を
行
っ

た
日
、
提

供
し
た

看
護
内
容

、
サ
ー
ビ
ス
提
供
結

果
等

を
記
載
す
る
。
な
お

、
居

宅
基
準
第

7
0
条
に

規
定
す
る

報
告
書
は
、
訪
問
の

都
度
記

載
す
る
記
録
と
は

異
な

り
、
主
治
医
に
定
期
的
に
提

出
す
る

も
の
を
い

い
、
当
該

報
告
書
の

記
載
と
先
に
主
治
医
に
提
出
し
た

訪
問

看
護
計
画
書
（
当

該
計
画

書
を
居
宅

基
準
第

6
9
条
第

４
項
に
お

い
て
診

療
記
録
の

記
載
を
も
っ
て
代
え

た
場

合
を
含
む
。
）
の
記
載
に
お

い
て
重

複
す
る
箇

所
が
あ
る

場
合
は
、

当
該
報
告
書
に
お
け
る
重
複
箇
所

の
記

載
を
省
略
し
て
も
差
し
支
え

な
い
こ

と
と
す
る

。
 

⑧
 
理

学
療

法
士
、
作
業
療
法
士

又
は
言

語
聴
覚
士

が
指
定
訪

問
看
護
を

提
供
し
て
い
る
利
用

者
に
つ
い
て
は
、

訪
問

看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護

報
告
書

は
、
理
学

療
法
士
、

作
業
療
法

士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
提
供
す
る

内
容

に
つ
い
て
も
、

一
体
的
に
含
む

も
の
と
し
、
看

護
職
員
（

准
看
護
師

を
除
く
。
）
と
理
学
療
法
士
、
作

業
療

法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士

が
連
携

し
作
成
す

る
こ
と

。
 

⑨
 
管

理
者

に
あ
っ
て
は
、
訪
問
看

護
計
画
に
沿

っ
た
実
施

状
況
を
把

握
し
、

計
画
書
及

び
報
告
書
に
関
し
、

助
言

、
指
導
等
必
要
な
管
理
を
行

わ
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。
 

⑩
 
指

定
訪

問
看
護
事
業
者
は
、
主

治
医
と
の
連

携
を
図
り

、
適
切
な

指
定
訪

問
看
護
を

提
供
す
る
た
め
、
訪

問
看

護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報

告
書
を

定
期
的
に

主
治
医
に

提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑪
 
居

宅
サ

ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
き

サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て

い
る
指
定

訪
問
看

護
事
業
者

に
つ
い
て
は
、
第
３

の
一

の
３
の

(
1
3
)の

⑥
を
準
用
す
る

。
こ
の
場
合

に
お
い
て

、
「
訪
問

介
護
計

画
」
と
あ

る
の
は
「
訪
問
看

護
計

画
」
と
読
み
替
え
る
。
 

(
６

)
 
記
録

の
整
備
 

指
定

訪
問
看

護
事
業
所
が
保
険
医

療
機
関
で

あ
る
場
合
は
、
居

宅
基
準

第
7
3
条

の
２
に
よ

り
整
備
す
べ
き
記

録
の
う

ち
、

指
示
書
、
訪
問
看
護
計

画
書
及
び
訪

問
看
護
報

告
書
に
つ

い
て
は

、
診
療
録

及
び
診
療
記
録
の
保

存
で
も

差
し

支
え
な
い
。
 

(
７

)
 
準
用
 

居
宅

基
準
第

7
4
条
の
規
定
に
よ
り

、
居
宅
基
準

第
８
条
、

第
９
条
、

第
1
1
条

か
ら
第

1
3
条
ま
で
、
第

1
5

条
か
ら

第
1
9
条

ま
で
、
第

2
1
条
、
第

2
6
条
、

第
3
0
条

か
ら
第

3
8
条

ま
で
及

び
第

5
2
条
の
規
定
は
、
指
定

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
訪
問
看
護
計
画
書
を
利
用
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
 

な
お
、
交
付
し
た
訪
問
看
護
計
画
書
は
、
居
宅
基
準
第

73
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
２

年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   

⑥
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
が
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
は
、
居
宅
基
準
第

6
9
条
第
４
項

に
よ

り
、
主

治
の

医
師
へ
の
訪
問
看
護
計
画
書
の
提
出
は
、
診
療
記
録
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
さ

れ
て
い
る
た
め
、
居
宅
基
準
第

7
0
条
第
４
項
に
基
づ
く
訪
問
看
護
計
画
書
の
交
付
に
つ
い
て

は
、
「

訪
問
看

護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成

1
2
年
３
月

3
0
日
老
企
第

5
5
号

）
に

定

め
る
訪
問
看
護
計
画
書
を
参
考
に
各
事
業
所
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
交
付
す
る
こ
と
で
差
し
支
え
な

い
。
 

⑦
 

看
護
師
等
は
、
訪
問
看
護
報
告
書
に
は
、
訪
問
を
行
っ
た
日
、
提
供
し
た
看
護
内
容
、
サ
ー
ビ

ス
提
供

結

果
等
を
記
載
す
る
。
な
お
、
居
宅
基
準
第

7
0
条
に
規
定
す
る
報
告
書
は
、
訪
問
の
都
度
記
載
す
る

記
録
と

は

異
な
り
、
主
治
医
に
定
期
的
に
提
出
す
る
も
の
を
い
い
、
当
該
報
告
書
の
記
載
と
先
に
主
治
医
に
提

出
し
た

訪
問
看
護
計
画
書
（
当
該
計
画
書
を
居
宅
基
準
第

6
9
条
第
４
項
に
お
い
て
診
療
記
録
の
記
載

を
も

っ
て
代

え

た
場
合
を
含
む
。
）
の
記
載
に
お
い
て
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
報
告
書
に
お
け
る
重

複
箇
所

の
記
載
を
省
略
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

    ⑧
 

管
理
者
に
あ
っ
て
は
、
訪
問
看
護
計
画
に
沿
っ
た
実
施
状
況
を
把
握
し
、
計
画
書
及
び
報
告
書

に
関
し

、

助
言
、
指
導
等
必
要
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

⑨
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
主
治
医
と
の
連
携
を
図
り
、
適
切
な
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
す
る

た
め
、

訪

問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
を
定
期
的
に
主
治
医
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

⑩
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
き
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て

は
、
第

３

の
一
の
３
の

(
1
3
)の

⑥
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
訪
問
介
護
計
画
」
と
あ
る
の
は
「

訪
問
看

護
計
画
」
と
読
み
替
え
る
。
 

(
６

)
 

記
録
の
整
備
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
が
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
は
、
居
宅
基
準
第

7
3
条
の
２
に
よ
り
整
備

す
べ
き

記

録
の
う
ち
、
指
示
書
、
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
診
療
録
及
び
診
療

記
録
の

保

存
で
も
差
し
支
え
な
い
。
 

(
７

)
 

準
用
 

居
宅
基
準
第

7
4
条
の
規
定
に
よ
り
、
居
宅
基
準
第
８
条
、
第
９
条
、
第

1
1
条
か
ら
第

1
3
条
ま
で

、
第

1
5

条
か
ら
第

1
9
条
ま
で
、
第

2
1
条
、
第

2
6
条
、
第

3
0
条
か
ら
第

3
8
条
ま
で
及
び
第

5
2
条
の
規

定
は
、

指
定

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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7 
 

新
 

旧
 

訪
問
看

護
の

事
業
に
つ
い
て
準
用
さ

れ
る
も
の
で

あ
る
た
め

、
第
３
の
一

の
３
の
(
１
)、

(
２
)
、
(
４

)か
ら

(
９
)

ま
で
、

(
1
1)
、

(
1
4)
及

び
(1
9
)
か
ら
(
2
6)
ま
で
並

び
に
第
３

の
二
の
３

の
(
４
)
を

参
照
さ

れ
た
い
。
こ
の
場
合

に
お
い

て
、

次
の
点
に
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。
 

①
 
居

宅
基

準
第

1
3
条
（
心
身
の
状
況

等
の
把

握
）
中
「

心
身
の

状
況
」
と
あ

る
の
は

、
「
心

身
の
状
況
、
病

歴
」

と
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

②
 
準

用
さ

れ
る
居
宅
基
準
第

3
0
条
に
つ

い
て
は

、
指
定

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
に
お

い
て
は
、
原
則
と
し

て
月

ご
と
の
勤
務
表
を
作
成
し
、

看
護
師

等
に
つ
い

て
は
、
日

々
の
勤
務

時
間
、
職
務
の
内
容
、
常
勤
・
非

常
勤

の
別
、
管
理
者
と
の
兼
務
関

係
等
を

明
確
に
す

る
こ
と
。

指
定
訪
問

看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
に
お

い
て

は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所

ご
と
に

、
指
定
訪

問
看
護
に

従
事
す
る

看
護
師
等
を
明
確
に
し
、
原
則
と

し
て

月
ご
と
の
勤
務
表
を
作
成
し

、
そ
れ

ら
の
者
の

職
務
の
内

容
、
常
勤

・
非
常
勤
の
別
等
を
明
確
に
す
る

こ
と

。
な
お
、
指
定
訪
問
看
護
事

業
所
の

看
護
師
等

に
つ
い
て

は
、
労
働

者
派
遣
法
に
規
定
す
る
派
遣
労
働

者
（

紹
介
予
定
派
遣

に
係
る
者
を
除

く
。
）
で
あ

っ
て
は
な

ら
な
い
も

の
で
あ

る
こ
と
。
 

第
四

 
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
 

三
 

介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的

な
支
援

の
方
法

に
関
す
る

基
準
 

３
 
介

護
予

防
訪
問
看
護
 

(
１

)
 
指
定

介
護
予
防
訪
問
看
護
の
基
本

取
扱
方

針
 

予
防

基
準
第

7
5
条
に
い
う
指
定
介

護
予
防
訪
問

看
護
の
基

本
取
扱
方

針
に
つ

い
て
、
特
に
留

意
す
べ
き
と
こ

ろ
は
、

次
の

と
お
り
で
あ
る
。

 

①
 
指

定
介

護
予
防
訪
問
看
護
は
、

利
用
者
の
心

身
の
状
態

を
踏
ま
え

て
、
妥

当
適
切
に

行
う
と
と
も
に
そ
の

生
活

の
質
の
確
保
を
図
る
よ
う
、

主
治
医

と
の
密
接

な
連
携
の

も
と
に
介

護
予
防
訪
問
看
護
計
画
に
沿
っ
て

行
う

も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

②
 
介

護
予

防
訪
問
看
護
計
画
の
作

成
に
当
た
っ

て
は
、
一

人
ひ
と
り

の
高
齢

者
が
で
き

る
限
り
要
介
護
状
態

に
な

ら
な
い
で
自
立
し
た
日
常
生

活
を
営

む
こ
と
が

で
き
る
よ

う
支
援
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の

で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ

行
う
こ

と
。
 

③
 
利

用
者

の
健
康
状
態
と
経
過
、

看
護
の
目
標

や
内
容
、

具
体
的
な

方
法
そ

の
他
療
養

上
必
要
な
事
項
に
つ

い
て

利
用
者
及
び
家
族
に
理
解
し

や
す
い

よ
う
指
導

又
は
説
明

を
行
う
こ

と
。
ま
た
、
介
護
予
防
の
十
分
な

効
果

を
高
め
る
観
点
か
ら
は
、
利

用
者
の

主
体
的
な

取
組
が
不

可
欠
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
当

た
っ
て
は
、
利
用
者
の
意
欲

が
高
ま

る
よ
う
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン

の
取
り
方
を
は
じ

め
、
様
々
な
工

夫
を

し
て
、
適
切
な
働
き
か
け
を

行
う
よ

う
努
め
る

こ
と
。
 

④
 
サ

ー
ビ

ス
の
提
供
に
当
た
っ
て

、
利
用
者
が

で
き
な
い

こ
と
を
単

に
補
う

形
で
の
サ

ー
ビ
ス
提
供
は
、
か

え
っ

て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
低

下
を
引

き
起
こ
し

、
サ
ー
ビ

ス
へ
の
依

存
を
生
み
出
し
て
い
る
場
合
が
あ

る
と

の
指
摘
を
踏
ま
え
、
「
利
用

者
の
自

立
の
可
能

性
を
最
大

限
引
き
出

す
支
援
を
行
う
」
こ
と
を
基
本
と

し
て

、
利
用
者
の
で
き
る
能
力
を

阻
害
す

る
よ
う
な

不
適
切
な

サ
ー
ビ
ス

提
供
を
し
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ

と
。
 

⑤
 
提

供
さ

れ
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て

は
、
介
護

予
防
訪
問

看
護
計

画
に
定
め

る
目
標
達
成
の
度
合

訪
問
看
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
第
３
の
一
の
３
の

(
１

)、
(
２
)
、
(
４
)か

ら
(
９

)

ま
で
、

(
1
1)
、
(
1
4)
及
び
(1
9
)
か
ら

(
2
6)
ま
で
並
び
に
第
３
の
二
の
３
の

(
４
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
場

合

に
お
い
て
、
次
の
点
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。
 

①
 

居
宅
基
準
第

1
3
条
（
心
身
の
状
況
等
の
把

握
）
中
「
心
身
の
状
況
」
と
あ
る
の
は
、
「
心
身
の

状
況
、
病

歴
」
と
読
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
。
 

②
 

準
用
さ
れ
る
居
宅
基
準
第

3
0
条
に
つ
い
て
は
、
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は

、
原
則

と
し

て
月
ご
と
の
勤
務
表
を
作
成
し
、
看
護
師
等
に
つ
い
て
は
、
日
々
の
勤
務
時
間
、
職
務
の
内
容
、
常

勤
・
非

常
勤
の
別
、
管
理
者
と
の
兼
務
関
係
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
。
指
定
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機

関
に
お

い
て
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
ご
と
に
、
指
定
訪
問
看
護
に
従
事
す
る
看
護
師
等
を
明
確
に
し
、

原
則
と

し
て
月
ご
と
の
勤
務
表
を
作
成
し
、
そ
れ
ら
の
者
の
職
務
の
内
容
、
常
勤
・
非
常
勤
の
別
等
を
明
確

に
す
る

こ
と
。
な
お
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
等
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
派
遣
法
に
規
定
す
る
派

遣
労
働

者
（
紹
介
予
定
派
遣
に
係
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

第
四
 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 

三
 
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
 

３
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
 

(
１

)
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
基
本
取
扱
方
針
 

予
防
基
準
第

7
5
条
に
い
う
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
基
本
取
扱
方
針
に
つ
い
て
、
特
に
留
意
す

べ
き
と

こ

ろ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

①
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
態
を
踏
ま
え
て
、
妥
当
適
切
に
行
う
と
と

も
に
そ

の

生
活
の
質
の
確
保
を
図
る
よ
う
、
主
治
医
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
に
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
に

沿
っ
て

行
う
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
一
人
ひ
と
り
の
高
齢
者
が
で
き
る
限
り
要

介
護
状

態

に
な
ら
な
い
で
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

わ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
行
う
こ
と
。
 

③
 

利
用
者
の
健
康
状
態
と
経
過
、
看
護
の
目
標
や
内
容
、
具
体
的
な
方
法
そ
の
他
療
養
上
必
要
な

事
項
に

つ

い
て
利
用
者
及
び
家
族
に
理
解
し

や
す
い
よ
う
指
導
又
は
説
明
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
介
護
予
防
の

十
分
な

効
果
を
高
め
る
観
点
か
ら
は
、
利
用
者
の
主
体
的
な
取
組
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス

の
提
供

に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
意
欲
が
高
ま
る
よ
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
を
は
じ
め
、
様

々
な
工

夫
を
し
て
、
適
切
な
働
き
か
け
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

 

④
 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
、
利
用
者
が
で
き
な
い
こ
と
を
単
に
補
う
形
で
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
は
、

か

え
っ
て
利
用
者
の
生
活
機
能
の
低
下
を
引
き
起
こ
し
、
サ
ー
ビ
ス
へ
の
依
存
を
生
み
出
し
て
い
る
場

合
が
あ

る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
「
利
用
者
の
自
立
の
可
能
性
を
最
大
限
引
き
出
す
支
援
を
行
う
」
こ
と
を

基
本
と

し
て
、
利
用
者
の
で
き
る
能
力
を
阻
害
す
る
よ
う
な
不
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
し
な
い
よ
う
配
慮

す
る
こ

と
。
 

⑤
 

提
供
さ
れ
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
に
定
め
る
目
標
達

成
の
度

合

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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8 
 

新
 

旧
 

い
や

利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
満

足
度
等
に

つ
い
て
常
に
評
価
を

行
う
な
ど
、

そ
の
改
善

を
図
ら
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

(
２

)
 
指
定

介
護
予
防
訪
問
看
護
の
具
体

的
取
扱

方
針
 

①
 
予

防
基

準
第

7
6
条

第
１
号
か
ら
第

３
号
は

、
看
護
師

等
は
、
介
護
予

防
訪
問
看
護

計
画
を
作
成
し
、
主
治

医
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と

し
た
も
の

で
あ
る
。

介
護
予
防

訪
問
看
護
計
画
の
作
成
に
当
た
っ

て
は

、
主
治
医
又
は
主
治
の
歯
科

医
師
か

ら
の
情
報

伝
達
や
サ

ー
ビ
ス
担

当
者
会
議
を
通
じ
る
等
の
適
切
な

方
法

に
よ
り
、
利
用
者
の
病
状
、

心
身
の

状
況
、
置

か
れ
て
い

る
環
境
等

を
把
握
・
分
析
し
、
介
護
予
防
訪

問
看

護
の
提
供
に
よ
っ
て
解
決
す

べ
き
問

題
状
況
を

明
ら
か
に

し
た
上
で
（
ア

セ
ス
メ
ン

ト
）
、
こ
れ
に
基

づ
き

、
支
援
の
方
向
性
や
目
標
を

明
確
に

し
、
提
供

す
る
サ
ー

ビ
ス
の
具

体
的
内
容
、
期
間
等
を
明
ら
か
に

す
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
既
に

介
護
予

防
サ
ー
ビ

ス
計
画
が

作
成
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
計
画
に

沿
っ

て
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
計

画
を
立

案
す
る
。
 

②
 
同

条
第

４
号
か
ら
第
７
号
は
、

サ
ー
ビ
ス
提

供
に
当
た

っ
て
の
利

用
者
又

は
そ
の
家

族
に
対
す
る
説
明
に

つ
い

て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
介

護
予
防
訪

問
看
護
計

画
は
、
利

用
者
の
日
常
生
活
全
般
の
状
況
及

び
希

望
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

も
の
で
あ

り
、
そ
の

内
容
及
び
理
学
療
法
士
、
作
業
療

法
士

若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
に
よ

る
指
定

介
護
予
防

訪
問
看
護

は
そ
の
訪

問
が
看
護
業
務
の
一
環
と
し
て
の

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と

し
た
も

の
で
あ
る

場
合
に
、

看
護
職
員

の
代
わ
り
に
さ
せ
る
訪
問
で
あ
る

こ
と

に
つ
い

て
説
明
を
行
っ
た
上

で
利
用
者

の
同
意
を
得
る
こ
と

を
義
務
づ
け

る
こ
と
に

よ
り
、
サ
ー
ビ
ス

内
容

等
へ
の
利
用
者
の
意
向
の
反

映
の
機

会
を
保
障

し
よ
う
と

す
る
も
の

で
あ
る
。
看
護
師
等
は
、
介
護
予

防
訪

問
看
護
計
画
の
目
標
や
内
容

等
に
つ

い
て
、
利

用
者
又
は

そ
の
家
族

に
、
理
解
し
や
す
い
方
法
で
説
明

を
行

う
と
と
も
に
、
そ
の
実
施
状

況
や
評

価
に
つ
い

て
も
説
明

を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

ま
た
、
介
護
予

防
訪
問

看
護
計

画
を
作
成

し
た
際
に

は
、
遅

滞
な
く
利

用
者
に
交

付
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、

当
該

介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画

は
、
予
防

基
準
第

7
3
条
第

２
項
の
規

定
に
基
づ

き
、
２

年
間
保
存
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る

。
 

③
 
同

条
第

８
号
及
び
第
９
号
は
、

指
定
介
護
予

防
訪
問
看

護
の
提
供

に
当
た

っ
て
は
、

医
学
の
進
歩
に
沿
っ

た
適

切
な
看
護
技
術
を
も
っ
て
対

応
で
き

る
よ
う
、

新
し
い
看

護
技
術
の

習
得
等
、
研
鑽
を
積
む
こ
と
を
定

め
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
９

号
に
お

い
て
は
、

医
学
の
立

場
を
堅
持

し
、
広
く
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い

な
い

看
護
等
に
つ
い
て
は
行
っ
て

は
な
ら

な
い
こ
と

と
し
て
い

る
。
 

④
 
同

条
第

1
0
号
か
ら
第

1
3
号
は
、
介

護
予
防

訪
問
看
護

計
画
に
定

め
る
計
画
期
間
終
了

後
の
当
該
計
画
の

実
施

状
況
の
把
握
（
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
）
、

当
該
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

の
結
果
も

踏
ま
え
た
介
護
予
防
訪
問
看
護
報

告
書

の
作
成
、
当
該
報
告
書
の
内

容
の
担

当
す
る
介

護
予
防
支

援
事
業
者

へ
の
報
告
及
び
主
治
医
へ
の
定
期

的
な

提
出
を
義
務
づ
け
た
も
の
で

あ
る
。
 

看
護
師

等
は
、

介
護
予
防
訪
問

看
護
報
告

書
に
、

訪
問
を
行

っ
た
日
、

提
供
し
た

看
護
内
容
、
介
護
予
防

訪
問

看
護
計
画
書
に
定
め
た
目

標
に
照
ら

し
た
サ
ー

ビ
ス
提
供

結
果
等
を

記
載
す
る
。
な
お
、
当
該
報
告
書

は
、

訪
問
の
都
度
記
載
す
る
記

録
と
は
異

な
り
、
主

治
医
に
定

期
的
に
提

出
す
る
も
の
を
い
い
、
当
該
報
告

書
の

記
載
と
先

に
主
治
医
に
提
出

し
た
介
護

予
防
訪
問
看
護
計
画

書
（
当

該
計
画
書

を
予
防
基

準
第

7
6
条
第

い
や
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
の
満
足
度
等
に
つ
い
て
常
に
評
価
を
行
う
な
ど
、
そ
の
改
善
を
図
ら
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

(
２

)
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
 

①
 

予
防
基
準
第

7
6
条
第
１
号
か
ら
第
３
号
は
、
看
護
師
等
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
を
作

成
し
、
主
治

医
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
の
作
成
に

当
た
っ

て
は
、
主
治
医
又
は
主
治
の
歯
科
医
師
か
ら
の
情
報
伝
達
や
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
通
じ
る
等
の

適
切
な

方
法
に
よ
り
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
を
把
握
・
分
析
し
、
介
護

予
防
訪

問
看
護
の
提
供
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
問
題
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
、
こ

れ
に
基

づ
き
、
支
援
の
方
向
性
や
目
標
を
明
確
に
し
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
具
体
的
内
容
、
期
間
等
を
明

ら
か
に

す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
既
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

計
画
に

沿
っ
て
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
計
画
を
立
案
す
る
。
 

②
 

同
条
第
４
号
か
ら
第
７
号
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
す

る
説
明

に

つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
は
、
利
用
者
の
日
常
生
活
全
般
の

状
況
及

び
希
望
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行

っ
た
上

で
利
用
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
等
へ
の
利
用
者
の
意

向
の
反

映
の
機
会
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
看
護
師
等
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
の
目
標

や
内
容

等
に
つ
い
て
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
に
、
理
解
し
や
す
い
方
法
で
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

実
施
状

況
や
評
価
に
つ
い
て
も
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
を
作
成
し
た
際
に
は
、
遅
滞
な

く
利
用
者
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な

ら
ず

、

当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
は
、
予
防
基
準
第

7
3
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
２
年
間

保
存

し
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 

 

③
 

同
条
第
８
号
及
び
第
９
号
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
医
学
の
進

歩
に
沿

っ

た
適
切
な
看
護
技
術
を
も
っ
て
対
応
で
き
る
よ
う
、
新
し
い
看
護
技
術
の
習
得
等
、
研
鑽
を
積
む
こ

と
を
定

め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
９
号
に
お
い
て
は
、
医
学
の
立
場
を
堅
持
し
、
広
く
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い

な
い
看
護
等
に
つ
い
て
は
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

④
 

同
条
第

1
0
号
か
ら
第

1
3
号
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
に
定
め
る
計

画
期
間
終
了
後
の
当

該
計

画
の

実
施
状
況
の
把
握
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）
、
当
該
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
も
踏
ま
え
た
介
護
予
防
訪
問

看
護
報

告
書
の
作
成
、
当
該
報
告
書
の
内
容
の
担
当
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業
者
へ
の
報
告
及
び
主
治
医
へ

の
定
期

的
な
提
出
を
義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
 

看
護
師
等
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
報
告
書
に
、
訪
問
を
行
っ
た
日
、
提
供
し
た
看
護
内
容
、

介
護

予
防

訪
問
看
護
計
画
書
に
定
め
た
目
標
に
照
ら
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
結
果
等
を
記
載
す
る
。
な
お
、
当
該

報
告
書

は
、
訪
問
の
都
度
記
載
す
る
記
録
と
は
異
な
り
、
主
治
医
に
定
期
的
に
提
出
す
る
も
の
を
い
い
、
当

該
報
告

書
の
記
載
と
先
に
主
治
医
に
提
出
し
た
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
（
当
該
計
画
書
を
予
防
基
準
第

7
6
条
第

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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9 
 

新
 

旧
 

1
5
号

に
お
い
て
診
療
記
録
の
記

載
を
も
っ

て
代
え
た
場
合
を
含

む
。
）
の
記

載
に
お
い

て
重
複
す
る
箇
所
が

あ
る

場
合
は
、
当
該
報
告
書
に

お
け
る
重

複
箇
所
の

記
載
を
省

略
し
て
も

差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

看
護
師

等
は
、

介
護
予
防
訪
問

看
護
報
告

書
に
記

載
す
る
内

容
に
つ
い

て
、
担
当

す
る
介
護
予
防
支
援
事

業
者

に
報
告
す
る
と
と
も
に
、

当
該
報
告

書
自
体
は

、
主
治
医

に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、

理
学
療

法
士
、
作
業
療

法
士
又
は

言
語
聴

覚
士
が
指

定
介
護
予

防
訪
問
看

護
を
提
供
し
て
い
る
利

用
者

に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防

訪
問
看
護

計
画
書
及

び
介
護

予
防
訪
問

看
護
報

告
書
は
、

理
学
療
法
士
、
作

業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が

提
供
す
る

内
容
に
つ

い
て
も
、
一

体
的
に
含
む
も
の
と
し
、
看
護
職
員
（
准

看
護

師
を
除
く
。
）
と
理
学
療

法
士
、
作

業
療
法
士

若
し
く
は

言
語
聴
覚

士
が
連
携
し
作
成
す
る
こ
と
。
な

お
、

管
理
者
に
あ
っ
て
は
、
介

護
予
防
訪

問
看
護
計

画
に
沿
っ

た
実
施
状

況
を
把
握
し
、
計
画
書
及
び
報
告

書
に

関
し
、
助
言
、
指
導
等
必

要
な
管
理

を
行
わ
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

⑤
 
同

条
第

1
5
号
は
、
指
定

介
護
予
防
訪
問
看

護
事
業
所

が
保
険
医

療
機
関

で
あ
る
場

合
は
、
主
治
医
へ
の
介

護
予

防
訪
問
看
護
計
画
書
の
提
出

は
、
診

療
記
録
へ

の
記
載
を

も
っ
て
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た

も
の

で
あ
り
、
「
訪

問
看
護
計
画
書

及
び
訪
問
看

護
報
告
書

等
の
取
扱

い
に
つ

い
て
」
（
平

成
12

年
３
月

3
0

日
老

企
第

5
5
号
）
に
定
め
る
訪
問

看
護
計
画
書

を
参
考
に

事
業
所
ご

と
に
定

め
る
も
の

で
差
し
支
え
な
い
。
 

⑥
 
介

護
予

防
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基

づ
き
サ
ー
ビ

ス
を
提
供

し
て
い
る

指
定
介

護
予
防
訪

問
看
護
事
業
者
に
つ

い
て

は
、
第
４
の

三
の
１

の
(
２
)
の

⑥
を
準

用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い

て
、
「

介
護
予
防

訪
問
介
護
計
画
」

と
あ

る
の
は

「
介
護
予
防
訪
問
看

護
計
画
」

と
読
み
替
え
る
。
 

(
３

)
 
主
治

医
と
の
関
係
 

①
 

指
定

介
護

予
防

訪
問

看
護

事
業

所
の
管

理
者

は
、

利
用

者
の

主
治
医

が
発

行
す

る
介

護
予
防

訪
問

看
護

指

示
の

文
書

（
以

下
、
第

４
の
三

の
３
に

お
い

て
「

指
示
書
」

と
い
う

。
）

に
基
づ

き
指
定

介
護
予

防
訪

問
看

護
が

行
わ

れ
る

よ
う
、

主
治
医

と
の
連

絡
調

整
、

指
定
介
護

予
防
訪

問
看

護
の
提

供
を
担

当
す
る

看
護

師
等

の
監

督
等

必
要

な
管
理

を
行
わ

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
こ
と
。

な
お
、

主
治

医
と
は

、
利
用

申
込
者

の
選

定
に

よ
り

加
療

し
て

い
る
医

師
を
い

い
、
主

治
医

以
外

の
複
数
の

医
師
か

ら
指

示
書
の

交
付
を

受
け
る

こ
と

は
で

き
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
予

防
基

準
第

7
7
条

第
２
項
は
、
指
定
介
護

予
防
訪
問

看
護
の
利

用
対
象

者
は
、
そ

の
主
治
医
が
指
定
介
護

予
防

訪
問
看
護
の
必
要
性
を
認
め

た
も
の

に
限
ら
れ

る
も
の
で

あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
指
定
介
護
予
防
訪
問

看
護

事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防

訪
問
看

護
の
提
供

の
開
始
に

際
し
て
は

、
利
用
者
の
主
治
医
が
発
行
す
る

指
示

書
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
と

し
た
も
の

で
あ
る
こ

と
。
 

③
 
指

定
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

が
主
治
医
に

提
出
す
る

介
護
予
防

訪
問
看

護
計
画
書

及
び
介
護
予
防
訪
問

看
護

報
告
書
に
つ
い
て
は
、
書
面

又
は
電

子
的
な
方

法
に
よ
り

主
治
医
に

提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
電

子
的
方

法
に
よ

っ
て
個

々
の
利
用

者
の
訪

問
看
護
に

関
す
る
計

画
等
を

主
治
医
に

提
出
す
る
場
合
は
、

厚
生

労
働
省
「
医
療
情
報
シ
ス
テ

ム
の
安

全
管
理
に

関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
遵
守
し
、
安
全
な
通
信
環

境
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
書
面

に
お
け

る
署
名
又

は
記
名
・

押
印
に
代

わ
り
、
厚
生
労
働
省
の
定
め
る
準

拠
性

審
査
基
準
を
満
た
す
保
健
医

療
福
祉

分
野
の
公

開
鍵
基
盤

（
H
P
KI
:
H
e
a
lh
c
a
r
e
 P
u
b
l
i
c
 
K
e
y 

I
n
f
r
a
s
t
r
uc
t
u
r
e）

に
よ
る
電
子
署

名
を
施
す
こ

と
。
 

1
5
号
に
お
い
て
診
療
記
録
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
た
場
合
を
含
む
。
）
の
記
載
に
お
い
て
重
複
す

る
箇
所

が

あ
る
場
合
は
、
当
該
報
告
書
に
お
け
る
重
複
箇
所
の
記
載
を
省
略
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す

る
。
 

看
護
師
等
は
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
報
告
書
に
記
載
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
担
当
す
る
介
護

予
防
支

援
事

業
者
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
報
告
書
自
体
は
、
主
治
医
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
管
理
者
に
あ
っ
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
に
沿
っ
た
実
施
状
況
を
把
握
し
、
計

画
書

及
び

報
告
書
に
関
し
、
助
言
、
指
導
等
必
要
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   

 

⑤
 

同
条
第

1
5
号
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
が
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
は
、
主

治
医
へ

の
介

護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
の
提
出
は
、
診
療
記
録
へ
の
記
載
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
た

も
の
で
あ
り
、
「
訪
問
看
護
計
画
書
及
び
訪
問
看
護
報
告
書
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」
（
平
成

12
年

３
月

3
0

日
老
企
第

5
5
号
）
に
定
め
る
訪
問
看
護
計
画
書
を
参
考
に
事
業
所
ご
と
に
定
め
る
も
の
で
差
し
支

え
な
い

。
 

⑥
 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
き
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事

業
者
に

つ

い
て
は
、
第
４
の
三
の
１
の
(
２

)
の
⑥
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
介
護
予
防
訪
問
介

護
計
画

」

と
あ
る
の
は
「
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
」
と
読
み
替
え
る
。
 

(
３

)
 

主
治
医
と
の
関
係
 

①
 

指
定

介
護

予
防

訪
問

看
護

事
業
所

の
管

理
者

は
、

利
用

者
の
主

治
医

が
発

行
す

る
介

護
予
防

訪
問

看
護

指

示
の

文
書

（
以

下
、
第

４
の
三

の
３
に

お
い

て
「
指

示
書
」

と
い
う

。
）

に
基
づ

き
指
定

介
護

予
防

訪
問

看

護
が

行
わ

れ
る

よ
う
、

主
治
医

と
の
連

絡
調

整
、
指

定
介
護

予
防
訪

問
看

護
の
提

供
を
担

当
す

る
看

護
師

等

の
監

督
等

必
要

な
管
理

を
行
わ

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

こ
と
。

な
お
、

主
治

医
と
は

、
利
用

申
込

者
の

選
定

に

よ
り

加
療

し
て

い
る
医

師
を
い

い
、
主

治
医

以
外
の

複
数
の

医
師
か

ら
指

示
書
の

交
付
を

受
け

る
こ

と
は

で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 

予
防
基
準
第

7
7
条
第
２
項
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
利
用
対
象
者
は
、
そ
の
主
治
医

が
指
定

介
護

予
防
訪
問
看
護
の
必
要
性
を
認
め
た
も
の
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
指
定
介
護
予

防
訪
問

看
護
事
業
者
は
、
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
て
は
、
利
用
者
の
主
治
医

が
発

行
す
る

指
示
書
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

     

 

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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10
 

 

新
 

旧
 

④
 
介

護
予

防
訪
問
看
護
の
実
施
に

当
た
っ
て
は

、
特
に
医

療
施
設
内

の
場
合

と
異
な
り

、
看
護
師
等
が
単
独

で
行

う
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
と

と
も
に

慎
重
な
状

況
判
断
等

が
要
求
さ

れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
主
治
医
と

の
密

接
か
つ
適
切
な
連
携
を
図
る

こ
と
。
 

 

③
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
医
療
施
設
内
の
場
合
と
異
な
り
、
看
護
師

等
が
単

独

で
行
う
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
慎
重
な
状
況
判
断
等
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
主

治
医
と

の
密
接
か
つ
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

 

 
 

 

○
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号

厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
） 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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【報酬告示に関する通知案】 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問

通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）

及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について 

 

 

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の

制定に伴う実施上の留意事項について 
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別
添

 

1 

新
 

旧
 

第
２

 
居
宅

サ
ー
ビ
ス
単
位
数
表
（
訪
問
介
護
費

か
ら
通
所

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン
費
ま

で
及
び
福

祉
用
具
貸
与
費
に

係
る
部

分
に
限

る
。
）

に
関
す

る
事
項
 

１
 
通

則
 

(
１

)
 
算
定

上
に
お
け
る
端
数
処
理
に
つ

い
て
 

①
 
単

位
数

算
定
の
際
の
端
数
処
理
 

単
位
数

の
算
定

に
つ
い
て
は
、

基
本
と
な

る
単
位

数
に
加
減

算
の
計
算

（
何
ら
か

の
割
合
を
乗
ず
る
計
算

に
限

る
。
）
を
行
う
度
に
、
小

数
点
以
下

の
端
数
処

理
（
四
捨

五
入
）
を

行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
つ
ま

り
、

絶
え
ず
整
数
値
に
割
合
を

乗
じ
て
い

く
計
算
に

な
る
。
 

（
例
）

訪
問

介
護
（
身
体
介
護
中
心

 
30

分
以
上

１
時
間

未
満
で

3
8
8
単
位
）
 

・
事

業
所
と
同
一
の

建
物
に
居
住
す

る
利
用
者
に

サ
ー
ビ
ス

を
行
う
場

合
、
所

定
単
位
数

の
9
0
％
を
算
定
 

3
8
8
×

0
.
9＝

3
4
9
.
2→

3
4
9
単

位
 

・
こ

の
事
業
所
が
特

定
事
業
所
加
算

(
Ⅰ
)
を
算
定

し
て
い
る

場
合
、
所

定
単
位

数
の

20
％
を
加
算
 

3
4
9
×

1
.
2＝

4
1
8
.
8→

4
1
9
単

位
 

＊
3
8
8
×

0
.9
×

1
.
2＝

4
1
9
.0
4
と

し
て
四

捨
五
入
す

る
の
で
は

な
い
。
 

②
 
金

額
換

算
の
際
の
端
数
処
理
 

算
定
さ

れ
た
単

位
数
か
ら
金
額

に
換
算
す

る
際
に

生
ず
る
１

円
未
満
（

小
数
点
以

下
）
の
端
数
に
つ
い
て

は
「

切
り
捨
て
」
と
す
る
。
 

（
例
）

前
記

①
の
事
例
で
、
こ
の
サ

ー
ビ
ス
を
月

に
６
回
提

供
し
た
場

合
（
地

域
区
分
は

１
級
地
）
 

4
1
9
単
位
×
６
回
＝

2
,
5
1
4
単

位
 

2
,
5
1
4
単
位

×
1
1
.4
0
円
／
単
位
＝

2
8
,6
5
9
.
60

円
→

28
,
6
5
9
円
 

な
お

、
サ
ー

ビ
ス
コ
ー
ド
に
つ
い
て

は
、
介
護
職

員
処
遇
改

善
加
算
を

除
く
加

算
等
を
加

え
た
一
体
型

の
合
成

コ
ー
ド

と
し
て

作
成
し

て
お
り
、

そ
の
合

成
単
位
数

は
、
既
に

端
数
処
理

を
し
た
単
位
数
（
整
数

値
）
で

あ
る
。
 

(
２

)
 
サ
ー

ビ
ス
種
類
相
互
の
算
定
関
係

に
つ
い

て
 

特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は

認
知
症

対
応
型
共

同
生
活
介

護
若
し
く

は
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介

護
を

受
け
て
い
る
間
に
つ
い

て
は
、
そ
の

他
の
指
定

居
宅
サ
ー

ビ
ス
又

は
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

に
係
る

介
護

給
付
費
（
居
宅
療
養
管

理
指
導
費
を

除
く
。
）

は
算
定
し

な
い
も

の
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
特

定
施
設

入
居

者
生
活
介
護
又
は
認
知

症
対
応
型
共

同
生
活
介

護
の
提
供

に
必
要

が
あ
る
場

合
に
、
当
該
事
業
者

の
費
用

負
担

に
よ
り
、
そ
の
利
用
者

に
対
し
て
そ

の
他
の
居

宅
サ
ー
ビ

ス
又
は

地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

さ
せ
る

こ
と

は
差
し
支
え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と

。
ま
た
、

短
期
入
所

生
活
介

護
又
は
短

期
入
所
療
養
介
護
を

受
け
て

い
る

間
に
つ
い

て
は
、
訪
問

介
護
費
、
訪

問
入
浴
介

護
費
、
訪

問
看
護

費
、
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
、
通
所

介
護
費

及
び
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
費
並
び
に

定
期
巡
回
・
随

時
対
応
型

訪
問
介
護
看
護
費
、

夜
間
対

応
型

訪
問
介
護
費
、
地
域
密

着
型
通
所
介

護
費
、
認

知
症
対
応

型
通
所

介
護
費
、

小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護

費
及

び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費

は
算
定
し
な

い
も
の
で

あ
る
こ
と

。
 

ま
た

、
同
一
時
間
帯
に
通
所
サ
ー

ビ
ス
と

訪
問
サ
ー

ビ
ス
を
利

用
し
た
場

合
は
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
所
定
単

第
２
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
単
位
数
表
（
訪
問
介
護
費
か
ら
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
ま
で
及
び
福
祉
用
具

貸
与
費
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
項
 

１
 

通
則
 

(
１

)
 

算
定
上
に
お
け
る
端
数
処
理
に
つ
い
て
 

①
 

単
位
数
算
定
の
際
の
端
数
処
理
 

単
位
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
基
本
と
な
る
単
位
数
に
加
減
算
の
計
算
（
何
ら
か
の
割
合
を
乗

ず
る

計
算

に
限
る
。
）
を
行
う
度
に
、
小
数
点
以
下
の
端
数
処
理
（
四
捨
五
入
）
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る

。
つ
ま

り
、
絶
え
ず
整
数
値
に
割
合
を
乗
じ
て
い
く
計
算
に
な
る
。

 

（
例
）
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心

 
30

分
以
上
１
時
間
未
満
で

3
8
8
単
位
）
 

・
事
業
所
と
同
一
の
建
物
に
居
住
す
る
利
用

者
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
場
合
、
所
定
単
位
数
の

9
0
％
を

算
定
 

3
8
8
×

0
.
9＝

3
4
9
.
2→

3
4
9
単
位
 

・
こ
の
事
業
所
が
特
定
事
業
所
加
算

(
Ⅰ
)
を
算
定
し
て
い
る
場
合
、
所
定
単
位
数
の

20
％
を

加
算
 

3
4
9
×

1
.
2＝

4
1
8
.
8→

4
1
9
単
位
 

＊
3
8
8
×

0
.9
×
1
.
2＝

4
1
9
.0
4
と
し
て
四
捨
五
入
す
る
の
で
は
な
い
。
 

②
 

金
額
換
算
の
際
の
端
数
処
理
 

算
定
さ
れ
た
単
位
数
か
ら
金
額
に
換
算
す
る
際
に
生
ず
る
１
円
未
満
（
小
数
点
以
下
）
の
端
数

に
つ

い
て

は
「
切
り
捨
て
」
と
す
る
。
 

（
例
）
前
記
①
の
事
例
で
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
月
に
６
回
提
供
し
た
場
合
（
地
域
区
分
は
１
級
地
）
 

4
1
9
単
位
×
６
回
＝

2
,
5
1
4
単
位
 

2
,
5
1
4
単
位
×

1
1
.4
0
円
／
単
位
＝

2
8
,6
5
9
.
60

円
→
28
,
6
5
9
円
 

な
お
、
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
除
く
加
算
等
を
加
え

た
一
体

型

の
合
成
コ
ー
ド
と
し
て
作
成
し
て
お
り
、
そ
の
合
成
単
位
数
は
、
既
に
端
数
処
理
を
し
た
単
位

数
（

整
数

値
）
で
あ
る
。
 

(
２

)
 

サ
ー
ビ
ス
種
類
相
互
の
算
定
関
係
に
つ
い
て
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
若
し
く
は
地
域
密
着
型
特
定
施
設

入
居
者

生
活
介
護
を
受
け
て
い
る
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ

ス

に
係
る
介
護
給
付
費
（
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
を
除
く
。
）
は
算
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、

特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当

該
事
業

者

の
費
用
負
担
に
よ
り
、
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
そ
の
他
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
を
利

用

さ
せ
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短
期
入
所
療

養
介
護

を

受
け
て
い
る

間
に
つ
い
て
は
、
訪
問
介
護
費
、
訪
問
入
浴
介
護
費
、
訪
問
看
護
費
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ

ン
費
、
通
所
介
護
費
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
並
び
に
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護

費
、

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
、
小
規
模
多

機
能
型

居

宅
介
護
費
及
び
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
は
算
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

ま
た
、
同
一
時
間
帯
に
通
所
サ
ー
ビ
ス
と
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
は
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の

所
定
単

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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2 
 

新
 

旧
 

位
数
は

算
定

で
き
な
い
。
例
え
ば
、

利
用
者
が
通

所
サ
ー
ビ

ス
を
受
け

て
い
る

時
間
帯
に

本
人
不
在
の
居
宅
を

訪
問
し

て
掃

除
等
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
訪

問
介
護
の

生
活
援
助

と
し
て

行
う
場
合

は
、
本
人
の
安
否
確

認
・
健

康
チ

ェ
ッ
ク
等
も
合
わ
せ
て

行
う
べ
き
も

の
で
あ
る

こ
と
か
ら

、
訪
問

介
護
（
生

活
援
助
が
中
心
の
場

合
）
の

所
定

単
位
数
は
算
定
で
き
な

い
（
利
用
者

不
在
時
の

訪
問
サ
ー

ビ
ス
の

取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
当
該
時

間
帯
に

通
所

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら

ず
、
同
様

で
あ
る

。
）
。
 

な
お

、
福
祉
用
具
貸
与
費
に
つ
い

て
は
、

短
期
入
所

生
活
介
護

又
は
短
期

入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
者

に
つ
い

て
も

算
定
が
可
能
で
あ
る

こ
と
。
 

(
３

)
 
施
設

入
所
日
及
び
退
所
日
等
に
お

け
る
居

宅
サ
ー
ビ

ス
の
算
定

に
つ
い
て
 

介
護

老
人
保
健
施
設

、
介
護
療
養
型

医
療
施
設
及
び

介
護
医
療

院
の
退

所
（
退

院
）
日
又

は
短
期
入
所
療
養

介
護
の

サ
ー

ビ
ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
つ
い
て
は
、
訪

問
看
護

費
、
訪

問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、

居
宅
療

養
管

理
指
導
費
及
び
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費

は
算
定
で

き
な
い

。
訪
問
介

護
等
の
福
祉
系
サ
ー

ビ
ス
は

別
に

算
定
で
き
る
が
、
施
設

サ
ー
ビ
ス
や

短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス

で
も
、

機
能
訓
練

や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
を

行
え

る
こ
と
か
ら
、
退
所
（

退
院
）
日
に

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス

を
機
械

的
に
組
み

込
む
と
い
っ
た
居
宅

サ
ー
ビ

ス
計

画
は
適
正

で
な
い

。
 

ま
た

、
入
所
（
入
院
）
当
日
で
あ

っ
て
も

当
該
入
所

（
入
院
）

前
に
利
用

す
る
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス
は
別
に

算
定
で

き
る

。
た
だ
し
、
入
所
（
入

院
）
前
に
通

所
介
護
又

は
通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
を
機
械
的
に
組
み

込
む
と

い
っ

た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

は
適
正
で
な

い
。
 

ま
た

、
施
設
入
所
（
入
院
）
者
が

外
泊
又

は
介
護
保

健
施
設
、
経
過
的

介
護
療

養
型
医
療

施
設
若
し
く
は
介

護
医
療

院
の

試
行
的
退
所
を
行
っ
て

い
る
場
合
に

は
、
外
泊

時
又
は
試

行
的
退

所
時
に
居

宅
サ
ー
ビ
ス
は
算
定

で
き
な

い
。
 

(
４

)
 
同
一

時
間
帯
に
複
数
種
類
の
訪
問

サ
ー
ビ

ス
を
利
用

し
た
場
合

の
取
扱
い

に
つ
い
て
 

利
用

者
は
同
一
時
間
帯
に
ひ
と
つ

の
訪
問

サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す

る
こ
と
を

原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
訪
問
介

護
と
訪

問
看

護
、
又
は
訪
問
介
護
と

訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ

ョ
ン
を
、

同
一
利

用
者
が
同

一
時
間
帯
に
利
用
す

る
場
合

は
、

利
用
者
の
心
身
の
状
況

や
介
護
の
内

容
に
応
じ

て
、
同
一

時
間
帯

に
利
用
す

る
こ
と
が
介
護
の
た

め
に
必

要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
り
、

そ
れ
ぞ
れ

の
サ
ー
ビ

ス
に
つ

い
て
そ
れ

ぞ
れ
の
所
定
単
位
数

が
算
定

さ
れ

る
。
例
え
ば
、
家
庭
の

浴
槽
で
全
身

入
浴
の
介

助
を
す
る

場
合
に

、
適
切
な

ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
利

用
者
に

つ
い

て
、
そ
の
有
す
る
能
力

、
既
に
提
供

を
受
け
て

い
る
指
定

居
宅
サ

ー
ビ
ス
等

の
そ
の
置
か
れ
て
い

る
環
境

等
の

評
価
を
通
じ
て
利
用
者

が
現
に
抱
え

る
問
題
点

を
明
ら
か

に
し
、
利

用
者
が
自

立
し
た
日
常
生
活

を
営
む

こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
支
援

す
る
上
で
解

決
す
べ
き

課
題
を
把

握
す
る

こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

を
通
じ

て
、

利
用
者
の
心
身
の
状
況

や
介
護
の
内

容
か
ら
同

一
時
間
帯

に
訪
問

看
護
を
利

用
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る

と
判

断
さ
れ
、

3
0
分
以

上
１
時

間
未
満
の

訪
問
介
護

（
身
体
介

護
中
心
の
場
合
）
と

訪
問
看
護
（
指
定

訪
問
看

護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
）

を
同
一
時
間

帯
に
利
用

し
た
場
合

、
訪
問

介
護
に
つ

い
て
は

3
8
8
単
位
、

訪
問
看

護
に

つ
い
て
は

8
16

単
位
が
そ
れ

ぞ
れ
算

定
さ
れ
る

こ
と
と
な

る
。
 

(
５

)
 
複
数

の
要
介
護
者
が
い
る
世
帯
に

お
い
て

同
一
時
間

帯
に
訪
問

サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し

た
場
合
の
取
扱
い
に

つ
い
て
 

位
数
は
算
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
利
用
者
が
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
時
間
帯
に
本
人
不
在

の
居
宅

を

訪
問
し
て
掃
除
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
訪
問
介
護
の
生
活
援
助
と
し
て
行
う
場
合
は
、
本
人

の
安
否

確

認
・
健
康
チ
ェ
ッ
ク
等
も
合
わ
せ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
が

中
心
の

場

合
）
の
所
定
単
位
数
は
算
定
で
き
な
い
（
利
用
者
不
在
時
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
当
該

時

間
帯
に
通
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
様
で
あ
る
。
）
。
 

な
お
、
福
祉
用
具
貸
与
費
に
つ
い
て
は
、
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短
期
入
所
療
養
介
護
を
受
け
て

い
る
者

に
つ
い
て
も
算
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
 

(
３

)
 

施
設
入
所
日
及
び
退
所
日
等
に
お
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
算
定
に
つ
い
て
 

介
護
老
人
保
健
施
設

及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
退
所
（
退
院
）
日

又
は
短
期
入
所
療
養
介

護
の

サ
ー
ビ

ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
つ
い
て
は
、
訪
問
看
護
費
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
居

宅
療
養

管

理
指
導
費
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
は
算
定
で
き
な
い
。
訪
問
介
護
等
の
福
祉
系
サ
ー
ビ

ス
は
別

に

算
定
で
き
る
が
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
で
も
、
機
能
訓
練
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行

え

る
こ
と
か
ら
、
退
所
（
退
院
）
日
に
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
機
械
的
に
組
み
込
む
と
い
っ
た
居
宅
サ

ー
ビ
ス

計

画
は
適
正
で
な
い
。
 

ま
た
、
入
所
（
入
院
）
当
日
で
あ
っ
て
も
当
該
入
所
（
入
院
）
前
に
利
用
す
る
訪
問
通
所
サ
ー
ビ
ス

は
別
に

算
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
入
所
（
入
院
）
前
に
通
所
介
護
又
は

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
機
械

的
に
組

み

込
む
と
い
っ
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
は
適
正
で
な
い
。
 

ま
た
、
施
設
入
所
（
入
院
）
者
が
外
泊
又
は
介
護
保
健
施
設

若
し
く
は
経
過
的
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
試

行
的
退
所
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
外
泊
時
又
は
試
行
的
退
所
時
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
算
定
で
き

な
い
。
 

(
４

)
 

同
一
時
間
帯
に
複
数
種
類
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

利
用
者
は
同
一
時
間
帯
に
ひ
と
つ
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、

訪
問
介

護
と
訪
問
看
護
、
又
は
訪
問
介
護
と
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
同
一
利
用
者
が
同
一
時
間
帯

に
利
用

す

る
場
合
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状

況
や
介
護
の
内
容
に
応
じ
て
、
同
一
時
間
帯
に
利
用
す
る
こ
と
が

介
護
の

た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所

定
単
位

数

が
算
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
家
庭
の
浴
槽
で
全
身
入
浴
の
介
助
を
す
る
場
合
に
、
適
切
な
ア
セ
ス
メ

ン
ト
（

利

用
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有
す
る
能
力
、
既
に
提
供
を
受
け
て
い
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
そ
の
置

か
れ
て

い

る
環
境
等
の
評
価
を
通
じ
て
利
用
者
が
現
に
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
利
用
者
が
自
立
し
た

日
常
生

活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
上
で
解
決
す
べ
き
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下

同
じ
。

）

を
通
じ
て
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
介
護

の
内
容
か
ら
同
一
時
間
帯
に
訪
問
看
護
を
利
用
す
る
こ

と
が
必

要

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、

3
0
分
以
上
１
時
間
未
満
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
と
訪
問

看
護
（

指
定

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
）
を
同
一
時
間
帯
に
利
用
し
た
場
合
、
訪
問
介
護
に
つ
い
て
は

3
8
8
単
位

、

訪
問
看
護
に
つ
い
て
は

8
14

単
位
が
そ
れ
ぞ
れ
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 

(
５

)
 

複
数
の
要
介
護
者
が
い
る
世
帯
に
お
い
て
同
一
時
間
帯
に
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合

の
取
扱

い
に

つ
い
て
 

そ
れ
ぞ
れ
に
標
準
的
な
所
要
時
間
を
見
込
ん
で
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
に
位
置
づ
け
る
。
例
え
ば
、

要
介
護

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分

 

22



3 
 

新
 

旧
 

そ
れ

ぞ
れ
に
標
準
的
な
所
要
時
間

を
見
込

ん
で
居
宅

サ
ー
ビ
ス

計
画
上
に

位
置
づ
け
る
。
例
え
ば
、
要
介
護

高
齢
者

夫
婦

の
み
の
世
帯
に

1
0
0
分
間

訪
問
し
、
夫
に

5
0
分

の
訪
問
介
護
（
身
体

介
護
中
心

の
場
合
）
、
妻
に

5
0
分

の
訪
問

介
護
（

身
体
介

護
中
心
の
場
合
）

を
提
供
し

た
場
合
、

夫
、
妻

そ
れ
ぞ
れ

3
8
8
単
位
ず
つ
算
定
さ

れ
る
。

た
だ

し
、
生
活
援
助
に
つ
い

て
は
、
要
介

護
者
間
で

適
宜
所
要

時
間
を

振
り
分
け

る
こ
と
と
す
る
。
 

(
６

)
 
訪
問

サ
ー
ビ
ス
の
行
わ
れ
る
利
用

者
の
居

宅
に
つ
い

て
 

訪
問

介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
訪

問
看
護

、
訪
問
リ

ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン

は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法

律
第

1
2
3
号

）
第
８
条

の
定
義
上
、

要
介
護
者
の

居
宅
に
お

い
て
行
わ

れ
る
も

の
と
さ
れ

て
お
り
、
要
介
護
者

の
居
宅

以
外

で
行
わ
れ
る
も
の
は
算

定
で
き
な
い

。
例
え
ば

、
訪
問
介

護
の
通

院
・
外
出

介
助
に
つ
い
て
は
、

利
用
者

の
居

宅
か
ら
乗
降
場
ま
で
の

移
動
、
バ
ス

等
の
公
共

交
通
機
関

へ
の
乗

降
、
移
送

中
の
気
分
の
確
認
、

（
場
合

に
よ

り
）
院
内
の
移
動
等
の

介
助
な
ど
は

要
介
護
者

の
居
宅
以

外
で
行

わ
れ
る
が

、
こ
れ
は
居
宅
に
お

い
て
行

わ
れ

る
目
的
地
（
病
院
等
）

に
行
く
た
め

の
準
備
を

含
む
一
連

の
サ
ー

ビ
ス
行
為

と
み
な
し
得
る
た
め

で
あ
る

。
居

宅
以
外
に
お
い
て
行
わ

れ
る
バ
ス
等

の
公
共
交

通
機
関
へ

の
乗
降

、
院
内
の

移
動
等
の
介
助
な
ど

の
サ
ー

ビ
ス

行
為
だ
け
を
も
っ

て
し
て
訪

問
介
護

と
し
て
算

定
す
る
こ

と
は
で
き

な
い
。
 

(
７

)
 
「
認

知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
」

の
決
定
方

法
に
つ
い

て
 

①
 
加

算
の

算
定
要
件
と
し
て
「
「
認

知
症
高

齢
者
の
日
常

生
活
自
立

度
判
定

基
準
」
の
活
用

に
つ
い
て
」
（
平

成
５

年
1
0
月

2
6
日

老
健
第

1
3
5
号
厚

生
省
老

人
保
健
福

祉
局
長
通

知
）
に
規

定
す
る
「

認
知
症
高
齢
者
の

日
常

生
活
自
立
度
」
（
以
下
「
日

常
生
活

自
立
度
」

と
い
う
。

）
を
用
い

る
場
合
の
日
常
生
活
自
立
度
の
決

定
に

当
た
っ
て
は
、
医
師
の
判
定

結
果
又

は
主
治
医

意
見
書
（

以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
判
定
結
果
」
と
い

う
。

）
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

②
 
①

の
判

定
結
果
は
、
判
定
し
た

医
師
名
、
判

定
日
と
共

に
、
居
宅

サ
ー
ビ

ス
計
画
又

は
各
サ
ー
ビ
ス
の
サ

ー
ビ

ス
計
画
に
記
載
す
る
も
の
と

す
る
。

ま
た
、
主

治
医
意
見

書
と
は
、

「
要
介
護
認
定
等
の
実
施
に
つ
い

て
」
（

平
成

2
1
年
９
月

30
日
老

発
0
93
0
第
５
号

厚
生
労
働

省
老
健
局

長
通
知
）
に
基
づ

き
、
主
治
医
が
記

載
し

た
同
通
知
中
「
３

 
主
治
医
の

意
見
の
聴
取

」
に
規
定

す
る
「
主

治
医
意

見
書
」
中

「
３
．
心
身
の
状

態
に

関
す
る
意
見
 

(
１
) 

日
常
生

活
の
自
立
度

等
に
つ
い

て
 
・
認

知
症
高

齢
者
の
日

常
生
活
自
立
度
」

欄
の

記
載
を
い
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、

複
数
の
判

定
結
果
が

あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
最
も
新
し
い
判
定

を
用

い
る
も

の
と
す

る
。
 

③
 
医

師
の

判
定
が
無
い
場
合
（
主

治
医
意
見
書

を
用
い
る

こ
と
に
つ

い
て
同

意
が
得
ら

れ
て
い
な
い
場
合
を

含
む

。
）
に
あ
っ
て
は
、
「
要
介

護
認
定

等
の
実
施

に
つ
い
て

」
に
基
づ

き
、
認
定
調
査
員
が
記
入
し
た
同

通
知

中
「
２

(
４
) 

認
定
調
査
員
」

に
規
定
す
る

「
認
定
調

査
票
」
の

「
認
定

調
査
票
（

基
本
調
査
）
」
７

の
「

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活

自
立
度

」
欄
の
記

載
を
用
い

る
も
の
と

す
る
。
 

４
 
訪

問
看

護
費
 

(
１

)
 
「
通

院
が
困
難
な
利
用
者
」
に
つ

い
て
 

訪
問

看
護
費
は
「
通
院
が
困
難
な

利
用
者

」
に
対
し

て
給
付
す

る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
が
、
通
院
の
可
否
に

か
か
わ

ら
ず

、
療
養
生
活
を
送
る
上

で
の
居
宅
で

の
支
援
が

不
可

欠
な
者

に
対
し
て
、
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の

結
果
、

訪
問

看
護
の
提
供
が
必
要
と

判
断
さ
れ
た

場
合
は
訪

問
看
護
費

を
算
定

で
き
る
も

の
で
あ
る
。
「
通
院

高
齢
者
夫
婦
の
み
の
世
帯
に

1
0
0
分
間
訪
問
し
、
夫
に

5
0
分
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合

）
、
妻
に

5
0
分
の
訪
問
介
護
（
身
体
介
護
中
心
の
場
合
）
を
提
供
し
た
場
合
、
夫
、
妻
そ
れ
ぞ
れ

3
8
8
単
位

ず
つ
算

定
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
生
活
援
助
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
者
間
で
適
宜
所
要
時
間
を
振
り
分
け
る
こ
と
と

す
る
。
 

(
６

)
 

訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
行
わ
れ
る
利
用
者
の
居
宅
に
つ
い
て
 

訪
問
介
護
、
訪
問
入
浴
介
護
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成

９
年
法

律
第

1
2
3
号
）
第
８
条
の
定
義
上
、
要
介
護
者
の
居
宅
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

要
介
護

者

の
居
宅
以
外
で
行
わ
れ
る
も
の
は
算
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
訪
問
介
護
の
通
院
・
外
出
介
助
に
つ

い
て
は

、

利
用
者
の
居
宅
か
ら
乗
降
場
ま
で
の
移
動
、
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関
へ
の
乗
降
、
移
送
中
の
気
分

の
確
認

、

（
場
合
に
よ
り
）
院
内
の
移
動
等
の
介
助
な
ど
は
要
介
護
者
の
居
宅
以
外
で
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は

居
宅
に

お

い
て
行
わ
れ
る
目
的
地
（
病
院
等
）
に
行
く
た
め
の
準
備
を
含
む
一
連
の
サ
ー
ビ
ス
行
為
と
み
な
し

得
る
た

め

で
あ
る
。
居
宅
以
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関
へ
の
乗
降
、
院
内
の
移
動
等
の

介
助
な

ど

の
サ
ー
ビ
ス
行
為
だ
け
を
も
っ
て
し
て
訪
問
介
護
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 

(
７

)
 

「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
 

①
 

加
算
の
算
定
要
件
と
し
て
「
「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基
準
」
の
活
用
に
つ

い
て
」
（
平

成
５
年

1
0
月

2
6
日
老
健
第

1
3
5
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
長
通
知
）
に
規
定
す
る
「
認
知
症

高
齢
者

の

日
常
生
活
自
立
度
」
（
以
下
「
日
常
生
活
自
立
度
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
場
合
の
日
常
生
活
自
立

度
の
決

定
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
の
判
定
結
果
又
は
主
治
医
意
見
書
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
判
定
結
果

」
と
い

う
。
）
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

②
 

①
の
判
定
結
果
は
、
判
定
し
た
医
師
名
、
判
定
日
と
共
に
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
各
サ
ー

ビ
ス
の

サ

ー
ビ
ス
計
画
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
主
治
医
意
見
書
と
は
、
「
要
介
護
認
定
等
の

実
施

に
つ
い

て
」
（
平
成

2
1
年
９
月

30
日
老
発

0
93
0
第
５
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
主

治
医

が
記

載
し
た
同
通
知
中
「
３

 
主
治
医
の
意
見
の
聴
取
」
に
規
定
す
る
「
主
治
医
意
見
書
」
中
「
３

．
心

身
の
状

態
に
関
す
る
意
見
 

(
１

) 
日
常
生
活
の
自
立
度
等
に
つ
い
て

 
・
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
」

欄
の
記
載
を
い
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
複
数
の
判
定
結
果
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
も
新
し

い
判
定

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

③
 

医
師
の
判
定
が
無
い
場
合
（
主
治
医
意
見
書
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら
れ
て
い
な

い
場
合

を

含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
「
要
介
護
認
定
等
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
認
定
調
査
員
が

記
入

し
た
同

通
知
中
「
２

(
４

) 
認
定
調
査
員
」
に
規
定
す
る
「
認
定
調
査
票
」
の
「
認
定
調
査
票
（
基
本

調
査

）
」
７

の
「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
欄
の
記
載
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 

訪
問
看
護
費
 

(
１

)
 

「
通
院
が
困
難
な
利
用
者
」
に
つ
い
て
 

訪
問
看
護
費
は
「
通
院
が
困
難
な
利
用
者
」
に
対
し
て
給
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
通
院
の

可
否
に

か
か
わ
ら
ず
、
療
養
生
活
を
送
る
上
で
の
居
宅
で
の
支
援
が
不
可
欠
な
者
に
対
し
て
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

の

結
果
、
訪
問
看
護
の
提
供
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
訪
問
看
護
費
を
算
定
で
き
る
も
の
で
あ
る

。
「
通

院

が
困
難
な
利
用
者
」
の
趣
旨
は
、
通

院
に
よ
り
、
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

通
院
サ

ー

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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4 
 

新
 

旧
 

が
困
難

な
利

用
者
」
の
趣
旨
は
、
通

院
に
よ
り
、

同
様
の
サ

ー
ビ
ス
が

担
保
さ

れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
通
院
サ
ー

ビ
ス
を

優
先

す
べ
き
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
 

(
２

)
 
訪
問

看
護
指
示
の
有
効
期
間
に
つ

い
て
 

訪
問

看
護
費
は
、
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ

ン
に
あ
っ

て
は
、
主

治
の
医
師

の
判
断
に
基
づ
い
て
交
付
（
２
か

所
以
上

の
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

か
ら
の
訪
問

看
護
の
場

合
は
各
訪

問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
ご
と
に
交
付
）

さ
れ
た

指
示

書
の
有
効
期
間
内
に
訪

問
看
護
を
行

っ
た
場
合

に
算
定
す

る
。
 

な
お

、
医
療

機
関
に
あ
っ
て
は
、

指
示
を
行

う
医
師
の
診
療
の
日

か
ら
１
月
以

内
に
行
わ

れ
た
場
合
に
算
定

す
る
。

別
の

医
療
機
関
の
医
師
か
ら

診
療
情
報
提

供
を
受
け

て
、
訪
問

看
護
を

実
施
し
た

場
合
に
は
、
診
療
情

報
提
供

を
行

っ
た
医
療
機
関
の
医
師

に
よ
る
当
該

情
報
提
供

の
基
礎
と

な
る
診

療
の
日
か

ら
１
月
以
内
に
行
わ

れ
た
場

合
に

算
定
す
る
。
 

(
３

)
 
訪
問

看
護
の
所
要
時
間
に
つ
い
て
 

①
 
2
0
分
未

満
の
訪
問
看
護

費
の
算
定

に
つ
い
て
 

2
0
分
未

満
の
訪

問
看
護
は
、

短
時
間
か

つ
頻
回
な

医
療
処
置

等
が
必
要

な
利
用
者
に
対
し
、
日
中
等
の
訪

問
看

護
に
お
け
る
十
分
な
観
察

、
必
要
な

助
言
・
指

導
が
行
わ

れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る

。
し
た
が
っ
て
、
居
宅
サ

ー
ビ
ス
計

画
又
は
訪

問
看
護
計

画
に
お
い

て
2
0
分

未
満
の

訪
問
看
護
の
み
が

設
定

さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
く
、

20
分

以
上
の

保
健
師

又
は
看
護

師
に
よ
る
訪
問
看
護

を
週
１
回
以
上

含
む

設
定
と
す
る
こ
と
。
な
お

2
0
分

未
満
の

訪
問
看
護
は

、
訪
問
看

護
を

2
4
時
間
行

う
こ
と
が
で
き
る
体

制
を

整
え
て
い
る
事
業
所
と
し

て
緊
急
時

訪
問
看
護

加
算
の
届

け
出
を
し

て
い
る
場
合
に
算
定
可
能
で
あ

る
。
 

②
 
訪

問
看

護
は
在
宅
の
要
介
護
者

の
生
活
パ
タ

ー
ン
や
看

護
の
必
要

性
に
合

わ
せ
て
提

供
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
こ

と
か
ら
、
単
に
長
時
間
の

訪
問
看
護

を
複
数
回

に
区
分
し

て
行
う
こ

と
は
適
切
で
は
な
い

。
そ
の
た
め
、

次
の

よ
う
な
取
扱
い
と
し
て
行
う

こ
と
。
 

(
一

)
 

前
回

提
供
し

た
訪
問
看
護

か
ら
お
お

む
ね
２
時
間
未
満
の

間
隔
で
訪
問

看
護
を
行

う
場
合
（
2
0
分
未

満
の

訪
問
看
護
費
を
算

定
す
る

場
合
及
び

利
用
者
の

状
態
の
変

化
等
に
よ

り
緊
急
の
訪
問
看
護
を
行
う
場

合
を

除
く
。
）
は
、
そ

れ
ぞ
れ

の
所
要
時

間
を
合
算

す
る
も
の

と
す
る
。
 

(
二

)
 

一
人

の
看
護

職
員
（
保
健

師
、
看

護
師
又
は
准

看
護
師

を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
が

訪
問
看
護
を
行
っ

た
後

に
、
続
い
て
別
の
看

護
職
員

が
訪
問
看

護
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
当
該
訪
問

看
護
の

所
要
時
間
を
合
算

す
る

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
当
該

訪
問
看

護
の
提
供

時
間
を
合

算
し
た
場

合
に
、
准
看
護

師
に
よ
る
訪
問
看

護
が

含
ま
れ
る
場
合
に

は
、
当

該
訪
問
看

護
費
は
、

准
看
護
師

に
よ
る
訪

問
看
護
費
を
算
定
す
る
。
 

(
三

)
 

一
人

の
看
護

職
員
又
は
理

学
療
法
士

、
作
業

療
法
士
若

し
く
は
言

語
聴
覚
士
が
訪
問
看

護
を
行
っ
た
後

に
、
続
い
て
他
の
職
種
の

看
護
職

員
又
は
理

学
療
法
士

、
作

業
療
法
士

若
し
く

は
言
語
聴

覚
士
が
訪
問
看
護

を
実

施
し
た
場
合
（
看
護

職
員
が

訪
問
看
護

を
行
っ
た
後
に
続
い

て
別
の
理
学

療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し

く
は

言
語
聴
覚
士
が
訪
問
看
護

を
行
う
場

合
な
ど
）

は
職
種
ご

と
に
算
定

で
き
る
。
 

(
四

)
 

な
お

、
一

人
の
利
用
者

に
対
し
て

、
連

続
し
て

訪
問
看
護

を
提
供
す
る

必
要
性
に

つ
い
て
は
、
適
切
な

ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

基
づ
き

判
断
す
る

こ
と
。
 

ビ
ス
を
優
先
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

(
２

)
 

訪
問
看
護
指
示
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
 

訪
問
看
護
費
は
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
主
治
の
医
師
の
判
断
に
基
づ
い
て
交
付

（
２
か

所
以
上
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
訪
問
看
護
の
場
合
は
各
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ご
と

に
交
付

）

さ
れ
た
指
示
書
の
有
効
期
間
内
に
訪
問
看
護
を
行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

な
お
、
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
指
示
を
行
う
医
師
の
診
療
の
日
か
ら
１
月
以
内
に
行
わ
れ
た
場
合

に
算
定

す
る
。
別
の
医
療
機
関
の
医
師
か
ら
診
療
情
報
提
供
を
受
け
て
、
訪
問
看
護
を
実
施
し
た
場
合

に
は

、
診
療

情

報
提
供
を
行
っ
た
医
療
機
関
の
医
師
に
よ
る
当
該
情
報
提
供
の
基
礎
と
な
る
診
療
の
日
か
ら
１
月
以

内
に
行

わ

れ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

(
３

)
 

訪
問
看
護
の
所
要
時
間

の
算
定
に
つ
い
て
 

①
 

2
0
分
未
満
の
訪
問
看
護
の
算
定
に
つ
い
て
 

2
0
分
未
満
の
訪
問
看
護
は
、
短
時
間
か
つ
頻
回
な
医
療
処
置
等
が
必
要
な
利
用
者
に
対
し
、
日
中

等
の
訪

問
看
護
に
お
け
る
十
分
な
観
察
、
必
要
な
助
言
・
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る

も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
訪
問
看
護
計
画
に
お
い
て

2
0
分
未
満
の
訪
問
看

護
の
み

が

設
定
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、

20
分
以
上
の
訪
問
看
護
を
週
１
回
以
上
含
む
設
定
と
す
る

こ
と
。

な

お
2
0
分
未
満
の
訪
問
看
護
は
、
訪
問
看
護
を

2
4
時
間
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る

事
業
所

と

し
て
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
の
届
け
出
を
し
て
い
る
場
合
に
算
定
可
能
で
あ
る
。
 

②
 

訪
問
看
護
は
在
宅
の
要
介
護
者
の
生

活
パ
タ
ー
ン
や
看
護
の
必
要
性
に
合
わ
せ
て
提
供
さ
れ
る

べ
き
で

あ

る
こ
と
か
ら
、
単
に
長
時
間
の
訪
問
看
護
を
複
数
回
に
区
分
し
て
行
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
そ

の
た
め

、

次
の
よ
う
な
取
扱
い
と
し
て
行
う
こ
と
。
 

(
一
)
 
前
回
提
供
し
た
訪
問
看
護
か
ら
お
お
む
ね
２
時
間
未
満
の
間
隔
で
訪
問
看
護
を
行
う
場

合
（

2
0
分
未

満
の
訪
問
看
護
費
を
算
定
す
る
場
合
及
び
利
用
者
の
状
態
の
変
化
等
に
よ
り
緊
急
の
訪
問
看

護
を
行

う
場

合
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
要
時
間
を
合
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
二
)
 
一
人
の
看
護
職
員
が
訪
問
看
護
を
行
っ
た
後
に
、
続
い
て
別
の
看
護
職
員
が
訪
問
看
護

を
行

っ
た
場

合

に
は
、
当
該
訪
問
看
護
の
所
要
時
間
を
合
算
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
当
該
訪
問
看
護
の
提

供
時

間
を
合

算
し
た
場
合
に
、
准
看
護
師
に
よ
る
訪
問
看
護
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
訪
問
看
護
費

は
、
准
看

護
師

に
よ
る
訪
問
看
護
費
を
算
定
す
る
。
 

 (
三
)
 
一
人
の
看
護
職
員
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
訪
問
看

護
を

行
っ
た

後

に
、
続
い
て
他
の
職
種
の
看
護
職
員
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚

士
が
訪

問
看
護

を
実
施
し
た
場
合
（
看
護
職
員
が
訪
問
看
護
を
行
っ
た
後
に
続
い
て
別
の
理
学
療

法
士
、
作

業
療

法
士

若
し

く
は
言
語
聴
覚
士
が
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
な
ど
）
は
職
種
ご
と
に
算
定
で
き
る
。
 

(
四
)
 
な
お
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
て
、
連
続
し
て
訪
問
看
護
を
提
供
す
る
必
要
性
に
つ
い

て
は

、
適

切
な

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
き
判
断
す
る
こ
と
。
 

(
４

)
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
訪
問
に
つ
い
て
 

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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5 
 

新
 

旧
 

(
４

)
 
理
学

療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は

言
語
聴

覚
士
の
訪

問
に
つ
い

て
 

①
 

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又

は
言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問

看
護
は

、
そ

の
訪

問
が

看
護

業
務
の

一
環

と

し
て

の
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

を
中
心

と
し

た
も

の
で
あ
る

場
合
に

、
看

護
職
員

の
代
わ

り
に
訪

問
さ

せ
る

と
い

う
位
置
付
け
の
も
の
で
あ
る

。
 

な
お
、

言
語
聴

覚
士
に
よ
る
訪

問
に
お
い

て
提
供

さ
れ
る
も

の
は
、
あ

く
ま
で
看

護
業
務
の
一
部
で
あ
る

こ
と

か
ら
、
言
語
聴
覚
士
の
業

務
の
う
ち

保
健
師
助

産
師
看
護

師
法
（

昭
和

23
年

法
律
第

2
0
3
号
）
の
規
定

に
か

か
わ
ら
ず

業
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
診
療
の

補
助
行
為
（

言
語
聴
覚

士
法
（
平
成
９
年

法
律

第
1
32

号
）
第

4
2
条
第
１
項

）
に
限
る
。
 

②
 
理

学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語

聴
覚
士
に
よ
る
訪
問

看
護
は
、
１
回
当
た
り

2
0
分
以
上
訪
問
看
護

を
実

施
す
る
こ
と
と
し
、
一
人
の

利
用
者

に
つ
き
週

に
６
回
を

限
度
と
し

て
算
定
す
る
。
 

③
 
理

学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚

士
が
訪
問

看
護
を
提

供
し
て

い
る
利
用

者
に
つ
い
て
は
、
毎

回
の

訪
問
時
に
お
い
て
記
録
し
た

訪
問
看

護
記
録
書

等
を
用
い

、
適
切

に
訪
問

看
護
事
業

所
の
看
護
職
員
及

び
理

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若

し
く
は

言
語
聴
覚

士
間
で
利

用
者
の
状

況
、
実
施
し
た
内
容
を
共
有
す
る

と
と

も
に
、
訪
問
看
護
計
画
書
（

以
下
、

「
計
画
書

」
と
い
う

。
）
及
び

訪
問
看
護
報
告
書
（
以
下
、
「
報

告
書

」
と
い
う
。
）
は
、
看
護
職

員
（
准

看
護
師
を

除
く
）
と

理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語

聴
覚

士
が
連
携
し
作
成
す
る
こ
と

。
ま
た

、
主
治
医

に
提
出
す

る
計
画
書

及
び
報
告
書
は
理
学
療
法
士
、
作

業
療

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
実

施
し
た

内
容
も
一

体
的
に
含

む
も
の
と

す
る
こ
と
。
 

④
 
複

数
の

訪
問
看
護
事
業
所
か
ら

訪
問
看
護
を

受
け
て
い

る
利
用
者

に
つ
い

て
、
計
画

書
及
び
報
告
書
の
作

成
に

あ
た
っ
て
は
当
該
複
数
の
訪

問
看
護

事
業
所
間

に
お
い
て

十
分
な
連

携
を
図
っ
た
う
え
で
作
成
す
る
こ

と
。
 

 
 

 
⑤
 
計
画

書
及
び
報
告
書

の
作
成

に
あ
た

っ
て
は
、

訪
問
看
護

サ
ー
ビ
ス

の
利
用
開

始
時
及
び

利
用
者
 

の
状

態
の
変
化
等
に
合
わ
せ
、

定
期
的
な

看
護
職
員

に
よ
る
訪

問
に
よ
り

利
用
者
の
状
態
の
適
切
な
評
価
を

行
う

こ
と
。
 

⑥
 
⑤

お
け

る
、
訪
問
看
護
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
開

始
時
と
は

、
利
用
者

が
過
去

２
月
間
（

歴
月
）
に
お
い
て
当

該
訪

問
看
護
事
業
所
か
ら
訪
問
看

護
（
医

療
保
険
の

訪
問
看
護

を
含
む
。

）
の
提
供
を
受
け
て
い
な
い
場
合

で
あ

っ
て
、
新
た
に
計
画
書
を
作

成
す
る

場
合
を
い

う
。
ま
た

、
利
用
者

の
状
態
の
変
化
等
に
合
わ
せ
た
定

期
的

な
訪
問
と
は
、
主
治
医
か
ら

の
訪
問

看
護
指
示

書
の
内
容

が
変
化
す

る
場
合
や
利
用
者
の
心
身
状
態
や

家
族

等
の
環
境
の
変
化
等
の
際
に

訪
問
す

る
こ
と
を

い
う
。
 

(
５

)
 
定
期

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護

事
業
所
と

の
連
携
 

①
 
定

期
巡

回
・
随

時
対
応
型
訪
問

介
護
看

護
事
業
所
と
の
連
携

に
つ
い
て
は

、
訪
問
看
護
を

2
4
時
間
行
う
こ

と
が

で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る

事
業
所

と
し
て
、

緊
急
時
訪

問
看
護
加

算
の
届
け
出
を
し
て
い
る
こ
と
が

必
要

で
あ
る
。
 

②
 
定

期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問

介
護
看
護
の

報
酬
は
月

額
定
額
報

酬
で
あ

る
が
、
次

の
よ
う
な
場
合
に
は

次
の

よ
う
な
取
扱
い
と
す
る
。

 

(
一

)
 

月
の

途
中

か
ら

訪
問

看
護

を
利

用
し

た
場

合
又

は
月

の
途

中
で

訪
問

看
護

の
利

用
を

終
了

し
た

場
合

①
 

理
学

療
法

士
、

作
業

療
法

士
又
は

言
語

聴
覚

士
に

よ
る

訪
問
看

護
は

、
そ

の
訪

問
が

看
護

業
務

の
一

環
と

し
て

の
リ

ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

を
中
心

と
し

た
も
の

で
あ
る

場
合
に

、
看

護
職
員

の
代
わ

り
に

訪
問

さ
せ

る

と
い
う
位
置
付
け
の
も
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
看
護
業
務
の

一
部
で

あ
る

こ
と
か
ら
、
言
語
聴
覚
士
の
業
務
の
う
ち
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

2
0
3
号

）
の
規

定

に
か
か
わ
ら
ず

業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
補
助
行
為
（
言
語
聴
覚
士
法
（
平

成
９
年

法
律
第

1
32

号
）
第

4
2
条
第
１
項
）
に
限
る
。
 

②
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
看
護
は
、
１
回
当
た
り

2
0
分

以
上

訪
問
看

護

を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
一
人
の
利
用
者
に
つ
き
週
に
６
回
を
限
度
と
し
て
算
定
す
る
。

 

 
 
（
新
設
）
 

                  (
５

)
 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
の
連
携
 

①
 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事
業
所
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
訪
問
看
護
を

2
4
時

間
行
う

こ

と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
事
業
所
と
し
て
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
の
届
け
出
を
し
て
い
る

こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
 

②
 

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
報
酬
は
月
額
定
額
報
酬
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な

場
合
に

は

次
の
よ
う
な
取
扱
い
と
す
る
。

 

(
一

)
 

月
の

途
中

か
ら

訪
問

看
護

を
利

用
し

た
場

合
又

は
月

の
途

中
で

訪
問

看
護

の
利

用
を

終
了

し
た

場
合

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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6 
 

新
 

旧
 

に
は

、
利
用
期
間
（
訪
問
看
護
の
利

用
を
開
始
し

た
日
か
ら

月
末
日
ま

で
又
は

当
該
月
の

初
日
か
ら
利
用
を

終
了

し
た
日
ま
で
）
に

対
応
し

た
単
位
数

を
算
定
す

る
（
以
下

４
に
お
い

て
「
日
割
り
計
算
」
と
い
う
。
）

こ
と

と
す
る
。
 

(
二

)
 

月
の

途
中
に

短
期
入
所
生

活
介
護
又

は
短
期
入
所
療
養
介

護
を
利
用
し

て
い
る
場

合
は
、
そ
の
期
間
に

つ
い

て
日
割
り
計
算
に

よ
り
算

定
す
る
。
 

(
三

)
 

月
の

途
中
で

要
介
護
５
か

ら
他
の
要

介
護
度
に
変
更
と
な

っ
た
場
合

、
及

び
他
の
要

介
護
度
か
ら
要
介

護
５

に
変
更
に
な
っ
た

場
合
は

日
割
り
計

算
に
よ
り

算
定
す
る

。
 

(
四

)
 

月
途

中
で
、
末

期
の
悪
性
腫

瘍
又
は
別
に

厚
生
労
働

大
臣
が
定

め
る
疾

病
の
状
態
（

利
用
者
等
告
示
第

４
号

を
参
照
の
こ
と
。
）
と
な
っ

た
場
合

は
、
そ

の
状
態
に

あ
る
期
間

に
つ
い

て
日
割
り

計
算
に
よ
り
算
定

す
る

。
 

(
６

)
 
末
期

の
悪
性
腫
瘍
の
患
者
等
の
取

扱
い
に
つ

い
て
 

末
期

の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
厚
生
労

働
大
臣

が
定
め
る

疾
病
等
（

利
用
者
等

告
示
第
４
号
を
参
照
の
こ
と
。
）

の
患
者

に
つ

い
て
は
、
医
療
保
険
の

給
付
の
対
象

と
な
る
も

の
で
あ
り

、
訪
問

看
護
費
は

算
定
し
な
い
。
 

（
７
）

 
精
神

科
訪
問

看
護
・

指
導
料
等
に
係
る

訪
問
看
護

の
利
用
者

の
取
扱

い
に
つ
い

て
 

精
神

科
訪
問
看
護
・
指
導
料
又
は

精
神
科

訪
問
看
護

基
本
療
養

費
の
算
定

に
係
る
医
療
保
険
に
よ
る
訪
問
看

護
（
以

下
、

「
精
神
科

訪
問
看
護
」

と
い
う
。
）

の
利
用
者

に
つ
い
て

は
、
医

療
保
険
の

給
付
の
対
象
と
な
る

も
の
で

あ
り

、
同
一
日
に
介
護
保
険

の
訪
問
看
護

費
を
算
定

す
る
こ
と

は
で
き

な
い
。
な

お
、
月
の
途
中
で
利

用
者
の

状
態

が
変
化
し
た
こ
と
に
よ

り
、
医

療
保
険

の
精
神
科

訪
問
看
護

か
ら
介
護
保
険
の
訪

問
看
護
に
変
更
、

又
は
介

護
保

険
の
訪
問
看
護
か
ら
医

療
保
険
の
精

神
科
訪
問

看
護
に
変

更
す
る

こ
と
は
可

能
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
事

情
に

よ
ら
ず
恣
意
的
に
医
療

保
険
と
介
護

保
険
の
訪

問
看
護
を

変
更
す

る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と

。
 

(
８
)
 

居
宅

サ
ー
ビ
ス
計
画
上
准
看

護
師
の

訪
問
が
予
定
さ
れ
て

い
る
場
合
に

准
看
護
師

以
外
の
看
護
師
等
に
よ
り

訪
問

看
護
が

行
わ
れ
た
場
合
の
取

扱
い
 

①
 
居

宅
サ

ー
ビ
ス
計
画
上
、
准
看

護
師
が
訪
問

す
る
こ
と

と
さ
れ
て

い
る
場

合
に
、
事

業
所
の
事
情
に
よ
り

准
看

護
師
で

は
な
く

保
健
師
又
は
看

護
師
が

訪
問
す
る
場
合
に
つ

い
て
は
、
所
定

単
位
数
に

1
0
0
分
の

9
0
を

乗
じ

て
得
た
単
位
数
を
算
定
す
る

こ
と
。

ま
た
、
居

宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
上

、
准
看
護
師
で
は

な
く
保
健
師
又

は
看

護
師
が

訪
問
す

る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る

場
合
に
、
准
看
護
師

が
訪
問
す
る

場
合
に
つ

い
て
は
、
准
看
護

師
が

訪
問
す
る
場
合
の
単
位
数
（

所
定
単

位
数
の

1
0
0
分
の

9
0
）
を
算

定
す
る

こ
と
。
 
 

②
 
居

宅
サ

ー
ビ
ス
計
画
上
、
准
看

護
師
が
訪
問

す
る
こ
と

と
さ
れ
て

い
る
場

合
に
、
事

業
所
の
事
情
に
よ
り

准
看

護
師
で
は
な
く
理
学
療
法
士

、
作
業

療
法
士
又

は
言
語
聴

覚
士
が
訪

問
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
理
学
療

法
士

、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴

覚
士
の

場
合
の
所

定
単
位
数

を
算
定
す

る
こ
と
。
ま
た
、

居
宅
サ
ー
ビ
ス

計
画

上
、
准
看
護
師
で
は
な
く
、

理
学
療

法
士
、
作

業
療
法
士

又
は
言
語

聴
覚
士
が
訪
問
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い

る
場
合
に
、
准
看
護
師
が
訪

問
す
る

場
合
に
つ

い
て
は

、
理
学
療

法
士
、

作
業
療
法

士
又
は
言
語
聴
覚

士
の

場
合
の
所
定
単
位
数
を
算
定

す
る
こ

と
。
 

(
削

る
) 

に
は
、
利
用
期
間
（
訪
問
看
護
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
月
末
日
ま
で
又
は
当
該
月
の
初

日
か
ら

利
用
を

終
了
し
た
日
ま
で
）
に
対
応
し
た
単
位
数
を
算
定
す
る
（
以
下
４
に
お
い
て
「
日
割
り
計
算

」
と
い

う
。

）

こ
と
と
す
る
。
 

(
二
)
 
月
の
途
中
に
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
短
期
入
所
療
養
介
護
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は

、
そ
の

期
間
に

つ
い
て
日
割
り
計
算
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

(
三
)
 
月
の
途
中
で
要
介
護
５
か
ら
他
の
要
介
護
度
に
変
更
と
な
っ
た
場
合
、
及
び
他
の
要
介

護
度

か
ら
要

介

護
５
に
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
日
割
り
計
算
に
よ
り
算
定
す
る
。
 

(
四
)
 
月
途
中
で
、
末
期
の
悪
性
腫
瘍
又
は
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
の
状
態
（
利

用
者
等

告
示
第

４
号
を
参
照
の
こ
と
。
）
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
状
態
に
あ
る
期
間
に
つ
い
て
日
割
り
計
算

に
よ

り
算
定

す
る
。
 

(
６

)
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
患
者
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
（
利
用
者
等
告
示
第
４
号
を
参
照
の
こ

と
。
）

の
患
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
給
付
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
訪
問
看
護
費
は
算
定
し
な

い
。
 

(
７

)
 

指
定
訪
問
看
護
事
業
所
と
同
一
の
敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
に
居
住
す
る

利
用
者

に
対

す
る
取
扱
い
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２

(
1
1)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

     (
８

)
 

二
人
の
看
護
師
等
が
同
時
に
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
の
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

二
人
の
看
護
師
等
が
同
時
に
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
の
加
算
は
、
体
重
が
重
い
利
用
者
を
一
人

が
支
持

し

な
が
ら
、
必
要
な
処
置
を
行
う
場
合
等
、
一
人
で
看
護
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
算
定
を
認
め

る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
な
い
場
合
に
、
単
に
２
人
の
看
護
師
等
が
同
時
に
訪
問
看
護
を
行
っ
た

こ
と
の

み
を
も
っ
て
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

②
 

訪
問
を
行
う
の
は
、
両
名
と
も
保
健
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
若
し

く

は
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
 

       

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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7 
 

新
 

旧
 

     

 

(
９

)
 
早
朝

・
夜
間
、
深
夜
の
訪
問
看
護

の
取
扱

い
 

訪
問

介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、

２
(
1
3)
を

参
照
さ
れ
た
い
。
な

お
、
2
0
分
未
満
の
訪

問
の
場
合
に
つ
い
て

も
、
同

様
の

取
扱
い
と
す
る
。

 

 
(
1
0
)
 
複
数

名
訪
問

加
算
に

つ
い
て
 

①
 

二
人
の

看
護
師
等
又
は
一
人

の
看
護

師
等
と
一

人
の
看
護

補
助
者
が

同
時
に
訪
問
看
護
を

行
う
場
合
の
複

数
名
訪

問
加
算

は
、
体

重
が
重

い
利
用
者

を
一
人

が
支
持
し

な
が
ら
、

必
要
な
処

置
を
行
う

場
合
等
、
一
人

で
看
護

を
行
う

こ
と
が

困
難
な

場
合
に
算

定
を
認

め
る
も
の

で
あ
り
、

こ
れ
ら
の

事
情
が
な

い
場
合
に
、
単

に
二
人

の
看
護

師
等
（

う
ち
一

人
が
看
護

補
助
者

の
場
合
も

含
む
。
）

が
同
時
に

訪
問
看
護

を
行
っ
た
こ
と

の
み
を

も
っ
て

算
定
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
 

②
 

複
数
名

訪
問
加
算
（
Ⅰ
）
に

お
い
て

訪
問
を
行

う
の
は
、

両
名
と
も

看
護
師
等
で
あ
る
こ

と
と
し
、
複
数

名
訪
問

加
算
（

Ⅱ
）
に

お
い
て

訪
問
を
行

う
の
は

、
訪
問
看

護
を
行
う

一
人
が
看

護
師
等
で

あ
り
、
同
時
に

訪
問
す

る
一
人

が
看
護

補
助
者

で
あ
る
こ

と
を
要

す
る
。
 

③
 
複

数
名

訪
問
加
算
（
Ⅱ
）
に
お

け
る
看
護
補

助
者
と
は

、
訪
問
看

護
を
担

当
す
る
看

護
師
等
の
指
導
の
下

に
、

療
養
生
活
上
の
世
話
（
食
事

、
清
潔

、
排
泄
、

入
浴
、
移

動
等
）
の

他
、
居
室
内
の
環
境
整
備
、
看
護

用
品

及
び
消
耗
品
の
整
理
整
頓
等

と
い
っ

た
看
護
業

務
の
補
助

を
行
う
者

の
こ
と
で
あ
り
、
資
格
は
問
わ
な

い
が

、
秘
密
保
持
や
安
全
等
の
観

点
か
ら

、
訪
問
看

護
事
業
所

に
雇
用
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
す

る
。
 

(
1
1
)
 
長
時

間
訪
問
看
護
へ
の
加
算
に
つ

い
て
 

①
 
「

指
定

訪
問
看
護
に
関
し
特
別

な
管
理
を
必

要
と
す
る

利
用
者
」

に
つ
い

て
は
(1
6
)
を
参

照
の
こ
と
。
 

②
 
当

該
加

算
に
つ
い
て
は
、
保
健

師
又
は
看
護

師
が
行
う

場
合
で
あ

っ
て
も
、

准
看
護
師

が
行
う
場
合
で
あ

っ
て

も
、
同
じ
単
位
を
算
定
す
る

も
の
と

す
る
。
 

(
1
2
)
 
指
定

訪
問
看
護
事
業
所
と
同
一
の

敷
地
内

若
し
く
は

隣
接
す
る

敷
地
内
の

建
物
に
居

住
す
る
利
用
者
に
対

す
る
取

扱
い
 

訪
問

介
護
と

同
様
で
あ
る
の
で
、

２
(
○
1
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

(
1
3
)
 
特
別

地
域
訪
問
看
護
加
算
の
取
扱

い
 

訪
問

介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、

２
(
○
)
を

参
照
さ
れ
た
い
。
 

な
お

、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数

の
1
5％

加
算
と
し
て
い

る
が
、
こ

の
場
合

の
所
定
単

位
数
に
は
緊
急
時
訪

問
看
護

加
算

、
特
別
管
理
加
算
及
び

タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
加
算

を
含
ま
な

い
こ
と

。
 

(
1
4
)
 
注
８

に
つ
い
て
 

(
９

)
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
准
看
護
師
の
訪
問
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
准
看
護
師
以
外
の
看

護
師
等

に
よ

り
訪
問
看
護
が
行
わ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
、
准
看
護
師
が
訪
問
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
事
業
所
の
事
情
に

よ
り
准

看
護
師
以
外
の
看
護
師
等
が
訪
問
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に

1
0
0
分
の

9
0
を
乗

じ
て

得
た
単

位

数
を
算
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
、
准
看
護
師
以
外
の
看
護
師
等
が
訪
問
す
る

こ
と
と

さ

れ
て
い
る
場
合
に
、
准
看
護
師
が
訪
問
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
准
看
護
師
が
訪
問
す
る
場
合
の
単

位
数
（

所

定
単
位
数
の

1
0
0
分
の

9
0）

を
算
定
す
る
こ
と
。
 

(
1
0
)
 

早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
訪
問
看
護
の
取
扱
い
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２

(
1
3)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、

2
0
分
未
満
の
訪
問
の
場
合

に
つ
い

て

も
、
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
。

 

(
新
設

) 

             

（
新
設
）
 

   

  
（
新
設
）
 

 

 (
1
1
)
 

特
別
地
域
訪
問
看
護
加
算
の
取
扱
い
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２

(
1
4)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数
の

1
5％

加
算
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
所
定
単
位
数
に
は

緊
急
時

訪

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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8 
 

新
 

旧
 

訪
問

介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、

２
(
○
1
5
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

な
お

、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数

の
1
0％

加
算
と
し
て
い

る
が
、
こ

の
場
合

の
所
定
単

位
数
に
は
緊
急
時
訪

問
看
護

加
算

、
特
別
管
理
加
算
及
び

タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
加
算

を
含
ま
な

い
こ
と

。
 

(
1
5
)
 
注
９

に
つ
い
て
 

訪
問

介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、

２
(
○
1
6
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

な
お

、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数

の
５
％

加
算
と
し

て
い
る
が

、
こ
の
場

合
の
所
定
単
位
数
に
は
緊
急
時
訪

問
看
護

加
算

、
特
別
管
理
加
算
及
び

タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
加
算

を
含
ま
な

い
こ
と

。
 

 
（

削
る
）
 

    (
1
6
)
 
緊
急

時
訪
問
看
護
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
緊

急
時

訪
問
看
護
加
算
に
つ
い

て
は
、
利
用

者
又
は
そ

の
家
族
等

か
ら
電

話
等
に
よ

り
看
護
に
関
す
る
意

見
を

求
め
ら
れ
た
場
合
に
常
時
対

応
で
き

る
体
制
に

あ
る
事
業

所
に
お
い

て
、
当
該
事
業
所
の
看
護
師
等
が

訪
問

看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
対
し

て
、
当
該

体
制
に
あ

る
旨
及
び

計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い

な
い
緊
急
時
訪
問
を
行
う

体
制

に
あ
る
場
合
に
は
当
該
加
算

を
算
定
す
る

旨
を
説
明

し
、
そ
の
同
意
を

得
た

場
合
に
加
算
す
る
。
 

②
 
緊

急
時

訪
問
看
護
加
算
に
つ
い

て
は
、
当
該

月
の
第
１

回
目
の
介

護
保
険

の
給
付
対

象
と
な
る
訪
問
看
護

を
行

っ
た
日
の
所
定
単
位
数
に
加

算
す
る

も
の
と
す

る
。
な
お

当
該
加
算

を
介
護
保
険
で
請
求
し
た
場
合
に

は
、

同
月
に
定
期
巡
回
・
随
時
対

応
型
訪

問
介
護
看

護
及
び
看

護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
を
利
用
し
た

場
合

の
当
該
各
サ
ー
ビ
ス
に
お
け

る
緊
急

時
訪
問
看

護
加
算
並

び
に
同
月

に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪
問
看
護

を
利

用
し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看

護
に
お

け
る

2
4
時

間
対
応

体
制
加
算

は
算
定
で
き
な
い
こ

と
。
 

③
 
当

該
月

に
お
い
て
計
画
的
に
訪

問
す
る
こ
と

と
な
っ
て

い
な
い
緊

急
時
訪

問
を
行
っ

た
場
合
に
つ
い
て

は
、

当
該
緊
急
時
訪
問
の
所
要
時

間
に
応

じ
た
所
定

単
位
数
（

准
看
護
師

に
よ
る
緊
急
時
訪
問
の
場
合
は
所

定
単

位
数
の

1
0
0
分

の
9
0）

を
算
定
す

る
。
こ

の
場
合
、

居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画

の
変
更
を

要
す
る
。
 

な
お
、

当
該
緊

急
時
訪

問
を
行
っ

た
場
合
に

は
、
早
朝
・
夜
間
、

深
夜
の
訪
問

看
護
に
係
る
加
算
は
算
定

で
き

な
い
が
、

１
月
以
内
の
２
回

目
以
降
の

緊
急
時
訪
問
に
つ
い

て
は
、
早
朝

・
夜
間
、

深
夜
の
訪
問
看
護

に
係

る
加
算
を
算
定
で
き
る
も

の
と
す
る

。
 

④
 
緊

急
時

訪
問
看
護
加
算
は
、
一

人
の
利
用
者

に
対
し
、

１
か
所
の

事
業
所

に
限
り
算

定
で
き
る
。
こ
の
た

め
、

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
に
係

る
訪
問

看
護
を
受

け
よ
う
と

す
る
利
用

者
に
説
明
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

当
該

利
用
者
に
対
し
て
、
他
の
事

業
所
か

ら
緊
急
時

訪
問
看
護

加
算
に
係

る
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
な
い
か

確
認

す
る
こ
と
。
 

⑤
 
訪

問
看

護
を
担
当
す
る
医
療
機

関
に
あ
っ
て

は
、
緊
急

時
訪
問
看

護
加
算

の
届
出
は
利
用

者
や
居
宅
介
護

支
援

事
業
所
が
訪
問
看
護
事
業
所

を
選
定

す
る
上
で

必
要
な
情

報
と
し
て

届
け
出
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
訪

問
看
護
加
算
、
特
別
管
理
加
算
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
を
含
ま
な
い
こ
と
。
 

(
1
2
)
 

注
８
に
つ
い
て
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２

(
1
5)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数
の

1
0％

加
算
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
所
定
単
位
数
に
は

緊
急
時

訪

問
看
護
加
算
、
特
別
管
理
加
算
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
を
含
ま
な
い
こ
と
。
 

(
1
3
)
 

注
９
に
つ
い
て
 

訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２

(
1
6)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

な
お
、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数
の
５
％
加
算
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
所
定
単
位
数
に
は
緊

急
時
訪

問
看
護
加
算
、
特
別
管
理
加
算
及
び
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
を
含
ま
な
い
こ
と
。
 

(
1
4
)
 

長
時
間
訪
問
看
護
へ
の
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

「
指
定
訪
問
看
護
に
関
し
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
」
に
つ
い
て
は

(1
6
)
を
参
照
の

こ
と
。
 

②
 

当
該
加
算
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
准
看
護
師
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て

も
、
同

じ

単
位
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
5
)
 

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ
り
看
護
に

関
す
る

意

見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
常
時
対
応
で
き
る
体
制
に
あ
る
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
の
看
護

師
等
が

訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
体
制
に
あ
る
旨
及
び
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と

と
な
っ

て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
行
う
場

合
に
は
当
該
加
算
を
算
定
す
る
旨
を
説
明
し
、
そ
の
同
意
を
得
た

場
合
に

加
算
す
る
。
 

②
 

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
月
の
第
１
回
目
の
介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る

訪
問
看

護

を
行
っ
た
日
の
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
当
該
加
算
を
介
護
保
険
で
請
求
し
た

場
合
に

は
、
同
月
に
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
利

用
し
た

場
合
の
当
該
各
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
並
び
に
同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪

問
看
護

を
利
用
し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看
護
に
お
け
る

2
4
時
間
連
絡
体
制
加
算
及
び

2
4
時
間
対
応
体
制

加
算
は

算

定
で
き
な
い
こ
と
。
 

③
 

当
該
月
に

お
い
て
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た
場
合
に

つ
い
て

は
、
当
該
緊
急
時
訪
問
の
所
要
時
間
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
（
准
看
護
師
に
よ
る
緊
急
時
訪
問
の
場

合
は
所

定
単
位
数
の

1
0
0
分
の

9
0）

を
算
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
を
要
す
る

。
 

な
お
、
当
該
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
訪
問
看
護
に
係
る
加

算
は

算
定

で
き
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
状
態
の
者
に
対
す
る

１
月
以
内
の
２
回
目

以
降

の
緊
急

時
訪
問
に
つ
い
て
は
、
早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
訪
問
看
護
に
係
る
加
算
を
算
定
す
る
。
 

④
 

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
は
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１

か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る

。
こ
の

た

め
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
に
係
る
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
利
用
者
に
説
明
す
る
に
当
た
っ

て
は
、

当
該
利
用
者
に
対
し
て
、
他
の
事
業
所
か
ら
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
に
係
る
訪
問
看
護
を
受
け
て
い

な
い
か

確
認
す
る
こ
と
。
 

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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9 
 

新
 

旧
 

問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る

緊
急
時

訪
問
看
護

加
算
の
算

定
に
当
た

っ
て
は
、
第
１
の
１
(
５
)
に
よ
ら

ず
、

届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
算

定
す
る

も
の
と
す

る
。
 

(
1
7
)
 
特
別

管
理
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
特

別
管

理
加
算
に
つ
い
て
は
、

利
用
者
や
居

宅
介
護
支

援
事
業
所

が
訪
問

看
護
事
業

所
を
選
定
す
る
上
で

必
要

な
情
報
と
し
て
届
け
出
さ
せ

る
こ
と

。
 

②
 
特

別
管

理
加
算
は
、
当
該
月
の

第
１
回
目
の

介
護
保
険

の
給
付
対

象
と
な

る
訪
問
看

護
を
行
っ
た
日
の
所

定
単

位
数
に
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。
な

お
、
当
該

加
算
を
介

護
保
険
で

請
求
し
た
場
合
に
は
、
同
月
に
定

期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護
及

び
看
護
小

規
模
多
機

能
型
居
宅

介
護
を
利
用
し
た
場
合
の
当
該
各

サ
ー

ビ
ス
に
お
け
る
特
別
管
理
加

算
並
び

に
同
月
に

医
療
保
険

に
お
け
る

訪
問
看
護
を
利
用
し
た
場
合
の
当

該
訪

問
看
護
に
お
け
る
特
別
管
理

加
算
は

算
定
で
き

な
い
こ
と

。
 

③
 
特

別
管

理
加
算
は
、
一
人
の
利

用
者
に
対
し

、
１
か
所

の
事
業
所

に
限
り

算
定
で
き

る
。
な
お
、
２
か
所

以
上

の
事
業
所
か
ら
訪
問
看
護
を

利
用
す

る
場
合
に

つ
い
て
は
、
そ
の

分
配
は

事
業
所
相

互
の
合
議
に
委
ね

ら
れ

る
。
 

④
 
「
真
皮

を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態
」
と
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｕ
Ａ
Ｐ
（
N
at
i
o
n
a
l 

P
r
e
ss
u
r
e 

U
l
c
e
r
 
o
f
 
A
dv
i
s
or
y 

P
a
n
e
l
）
分

類
Ⅲ
度

若
し
く
は
Ⅳ

度
又
は
Ｄ

Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
分
類
（

日
本
褥
瘡

学
会
に

よ
る
も
の

）
Ｄ
３
、
Ｄ
４

若
し

く
は
Ｄ
５
に
該
当
す
る
状
態

を
い
う

。
 

⑤
 
「

真
皮

を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態

に
あ
る
者
」

に
対
し
て

特
別
管
理

加
算
を

算
定
す
る

場
合
に
は
、
定
期
的

（
１

週
間
に
１
回
以
上
）
に
褥
瘡

の
状
態

の
観
察
・

ア
セ
ス
メ

ン
ト
・
評

価
（
褥
瘡
の
深
さ
、
滲
出
液
、
大

き
さ

、
炎
症
・
感
染
、
肉
芽
組
織

、
壊
死

組
織
、
ポ

ケ
ッ
ト
）

を
行
い
、
褥
瘡

の
発
生
部

位
及
び
実
施
し
た

ケ
ア

（
利
用
者
の
家
族
等
に
行
う

指
導
を

含
む
）
に

つ
い
て
訪

問
看
護
記

録
書
に
記
録
す
る
こ
と
。
 

⑥
 
「

点
滴

注
射
を
週
３
日
以
上
行

う
必
要
が
あ

る
と
認
め

ら
れ
る
状

態
」
と

は
、
主
治

の
医
師
が
点
滴
注
射

を
週

３
日
以
上
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る

旨
の
指
示

を
訪
問
看

護
事
業
所

に
対
し
て
行
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
、

か
つ
、
当
該
事
業
所
の
看
護

職
員
が

週
３
日
以

上
点
滴
注

射
を
実
施

し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
 

⑦
 
⑥

の
状

態
に
あ
る
者
に
対
し
て

特
別
管
理
加

算
を
算
定

す
る
場
合

は
、
点

滴
注
射
が

終
了
し
た
場
合
そ
の

他
必

要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

、
主
治

の
医
師
に

対
し
て
速

や
か
に
当

該
者
の
状
態
を
報
告
す
る
と
と
も

に
、

訪
問
看
護
記
録
書
に
点
滴
注

射
の
実

施
内
容
を

記
録
す
る

こ
と
。
 

⑧
 
訪

問
の

際
、
症
状
が
重
篤
で
あ

っ
た
場
合
に

は
、
速
や

か
に
医
師

に
よ
る

診
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う

必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
と

す
る
。
 

(
1
8
)
 
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
タ

ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
加
算
に
つ
い

て
は
、
在
宅

で
死
亡
し

た
利
用
者

の
死
亡

月
に
加
算

す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る

が
、
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
を

最
後
に
行

っ
た
日

の
属
す
る

月
と
、
利

用
者
の

死
亡
月
が

異
な
る
場
合
に
は
、

死
亡

月
に
算
定
す
る
こ
と
と
す
る

。
 

②
 
タ

ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
加
算
は
、
一

人
の
利
用
者

に
対
し
、

１
か
所
の

事
業
所

に
限
り
算

定
で
き
る
。
な
お
、

当
該

加
算
を
介
護
保
険

で
請
求
し
た

場
合
に
は
、

同
月
に
定

期
巡
回
・

随
時
対

応
型
訪
問

介
護
看
護
及
び
看

護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を

利
用
し

た
場
合
の

当
該
各
サ

ー
ビ
ス
に

お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
並

⑤
 

訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
の
届
出
は
利
用
者
や

居
宅
介

護

支
援
事
業
所
が
訪
問
看
護
事
業
所
を
選
定
す
る
上
で
必
要
な
情
報
と
し
て
届
け
出
さ
せ
る
こ
と
。
な

お
、
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
第
１
の
１

(
５
)
に

よ
ら

ず
、
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
6
)
 

特
別
管
理
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

特
別
管
理
加
算
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
や
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
が
訪
問
看
護
事
業
所
を
選
定

す
る
上

で

必
要
な
情
報
と
し
て
届
け
出
さ
せ
る
こ
と
。
 

②
 

特
別
管
理
加
算
は
、
当
該
月
の
第
１
回
目
の
介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
訪
問
看
護
を
行
っ

た
日
の

所

定
単
位
数
に
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
加
算
を
介
護
保
険
で
請
求
し
た
場
合
に
は
、
同

月
に
定

期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
及
び
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
利
用
し
た
場
合
の

当
該
各

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
特
別
管
理
加
算
並
び
に
同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
場

合
の
当

該
訪
問
看
護
に
お
け
る
特
別
管
理
加
算
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
。
 

③
 

特
別
管
理
加
算
は
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る
。
な
お

、
２
か

所

以
上
の
事
業
所
か
ら
訪
問
看
護
を
利
用
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
そ
の
分
配
は
事
業
所
相
互
の
合
議

に
委
ね

ら
れ
る
。
 

④
 
「
真
皮
を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態
」
と
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｕ
Ａ
Ｐ
（

N
at
i
o
n
a
l 

P
r
e
ss
u
r
e 

U
l
c
e
r
 
o
f
 
A
dv
i
s
or
y 

P
a
n
e
l
）
分
類
Ⅲ
度
若
し
く
は
Ⅳ
度
又
は
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
分
類
（
日
本
褥
瘡
学
会
に
よ
る
も
の

）
Ｄ

３
、
Ｄ

４

若
し
く
は
Ｄ
５
に
該
当
す
る
状
態
を
い
う
。
 

⑤
 

「
真
皮
を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態
に
あ
る
者
」
に
対
し
て
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
場
合
に
は

、
定
期

的

（
１
週
間
に
１
回
以
上
）
に
褥
瘡
の
状
態
の
観
察
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
評
価
（
褥
瘡
の
深
さ
、
滲
出

液
、
大

き
さ
、
炎
症
・
感
染
、
肉
芽
組
織
、
壊
死
組
織
、
ポ
ケ
ッ
ト
）
を
行
い
、

褥
瘡
の
発
生
部
位
及

び
実

施
し
た

ケ
ア
（
利
用
者
の
家
族
等
に
行
う
指
導
を
含
む
）
に
つ
い
て
訪
問
看
護
記
録
書
に
記
録
す
る
こ
と
。
 

⑥
 

「
点
滴
注
射
を
週
３
日
以
上
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
」
と
は
、
主
治
の
医
師
が

点
滴
注

射

を
週
３
日
以
上
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
指
示
を
訪
問
看
護
事
業
所
に
対
し
て
行
っ
た
場
合
で

あ
っ

て
、
か
つ
、
当
該
事
業
所
の
看
護
職
員
が
週
３
日
以
上
点
滴
注
射
を
実
施
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
 

⑦
 

⑥
の
状
態
に
あ
る
者
に
対
し
て
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
場
合
は
、
点
滴
注
射
が
終
了
し
た

場
合
そ

の

他
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
主
治
の
医
師
に
対
し
て
速
や
か
に
当
該
者
の
状
態
を
報
告
す
る

と
と
も

に
、
訪
問
看
護
記
録
書
に
点
滴
注
射
の
実
施
内
容
を
記
録
す
る
こ
と
。
 

⑧
 

訪
問
の
際
、
症
状
が
重
篤
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
医
師
に
よ
る
診
療
を
受
け
る
こ
と

が
で
き

る

よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

(
1
7
)
 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
に
つ
い
て
は
、
在
宅
で
死
亡
し
た
利
用
者
の
死
亡
月
に
加
算
す
る
こ
と

と
さ
れ

て

い
る
が
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
最
後
に
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
と
、
利
用
者
の
死
亡
月
が
異
な
る
場

合
に
は

、

死
亡
月
に
算
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

②
 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
は
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る

。
な
お

、

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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10
 

 

新
 

旧
 

び
に

同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る

訪
問
看

護
を
利
用

し
た
場
合

の
訪
問
看

護
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
療
養
費
及
び

訪
問

看
護
・
指
導
料
に
お
け
る
在

宅
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ

ア
加
算
（

以
下
、
「

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
等
」
と
い

う
。

）
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
。
 

③
 
１

の
事

業
所
に
お
い
て
、
死

亡
日
及

び
死
亡
日

前
14

日
以
内
に

医
療
保
険

又
は
介
護

保
険
の
給
付
の
対
象

と
な

る
訪
問
看
護
を
そ
れ
ぞ
れ
１

日
以
上

実
施
し
た

場
合
は
、

最
後
に
実

施
し
た
保
険
制
度
に
お
い
て
タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ
ア

加
算
等
を
算
定
す
る

こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
他

制
度
の
保
険

に
よ
る
タ

ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加

算
等

は
算
定
で
き
な
い
こ
と
。

 

④
 
タ

ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
の
提
供
に
お

い
て
は
、
次

に
掲
げ
る

事
項
を
訪

問
看
護

記
録
書
に

記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
 

ア
 

終
末
期
の
身
体
症
状
の
変
化

及
び
こ

れ
に
対
す

る
看
護
に

つ
い
て
の

記
録
 

イ
 

療
養
や
死
別
に
関
す
る
利
用

者
及
び

家
族
の
精

神
的
な
状

態
の
変
化

及
び
こ
れ
に
対
す
る
ケ
ア
の
経
過

に
つ
い

て
の
記

録
 

ウ
 

看
取
り
を
含
め
た
タ
ー
ミ
ナ

ル
ケ
ア

の
各
プ
ロ

セ
ス
に
お

い
て
利
用

者
及
び
家
族
の
意
向
を
把
握
し
、

そ
れ
に

基
づ
く

ア
セ
ス
メ
ン
ト

及
び
対
応

の
経
過

の
記
録
 

エ
 

ウ
に
つ
い
て
は
、
「
人
生
の

最
終
段

階
に
お
け

る
医
療
・

ケ
ア
の
決

定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」

等
の
内

容
を
踏
ま
え
、

利
用
者
本

人
及
び

そ
の
家
族

等
と
話
し

合
い
を
行

い
、
利
用
者
本
人
の
意

思
決
定

を
基
本

に
、
他
の
関
係

者
と
の
連

携
の
上

対
応
す
る

こ
と
。
 

⑤
 
タ

ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
を
実
施
中
に

、
死
亡
診
断

を
目
的
と

し
て
医
療

機
関
へ

搬
送
し
、
2
4
時
間
以
内
に
死
亡

が
確

認
さ
れ
る
場
合
等
に
つ
い
て

は
、
タ

ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
加
算

を
算
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

⑥
 
タ

ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
の
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、

他
の
医
療

及
び
介
護

関
係
者

と
十
分
な

連
携
を
図
る
よ
う
努

め
る

こ
と
。
 

(
1
9
)
 
主
治

の
医
師
の
特
別
な
指
示
が
あ

っ
た
場

合
の
取
扱

い
 

利
用

者
が
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一

時
的
に

頻
回
の
訪

問
看
護
を

行
う
必
要

が
あ
る
旨
の
特
別
指
示
（
訪
問
看

護
ス
テ

ー
シ

ョ
ン
に
お
い
て
は
特
別

指
示
書
の
交

付
）
が
あ
っ
た

場
合
は
、
交
付
の
日
か
ら

1
4
日
間
を
限
度
と

し
て
医

療
保

険
の
給
付
対
象
と
な
る

も
の
で
あ
り

、
訪
問
看

護
費
は
算

定
し
な

い
。
な
お

、
医
療
機
関
の
訪
問

看
護
の

利
用

者
に
つ
い
て
、
急
性
増

悪
等
に
よ
り

一
時
的
に

頻
回
の
訪

問
看
護

を
行
う
必

要
が
あ
っ
て
、
医
療

保
険
の

給
付

対
象
と
な
る
場
合
に
は

、
頻
回
の
訪

問
看
護
が

必
要
な
理

由
、
そ

の
期
間
等

に
つ
い
て
は
、
診
療

録
に
記

載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
2
0
)
 
介
護

老
人
保
健
施
設
、

介
護

療
養
型

医
療
施
設
及
び

介
護
医
療

院
を
退
所
・
退
院
し
た

日
の
訪
問
看
護
の

取
り

扱
い
 

介
護

老
人
保
健
施
設

、
指
定
介
護

療
養
型
医

療
施
設
及
び
介

護
医
療
院
を

退
所
・
退
院
し

た
日
に
つ
い
て
は
、

第
２
の

１
の

(
３

)に
関

わ
ら
ず
、
厚
生

労
働
大

臣
が
定
め
る

状
態
（

利
用
者

等
告
示
第
６

号
を
参
照
の
こ
と
。
）

に
あ
る

利
用

者
に
限
り
、
訪
問
看
護

費
を
算
定
で

き
る
こ
と

と
す
る
。
 

な
お

、
短
期
入
所
療
養
介
護
の
サ

ー
ビ
ス

終
了
日
（

退
所
・
退

院
日
）
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 

(
2
1
)
 
初
回

加
算
に
つ
い
て
 

当
該
加
算
を
介
護
保
険

で
請
求
し
た
場
合
に
は
、
同
月
に
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護

看
護

及
び
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
利
用
し
た
場
合
の
当
該
各
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

加
算
並

び
に
同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
場
合
の
訪
問
看
護
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
療
養

費
及
び

訪
問
看
護
・
指
導
料
に
お
け
る
在
宅
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
（
以
下
、
４
に
お
い
て
「
タ
ー
ミ

ナ
ル

ケ
ア
加

算
等
」
と
い
う
。
）
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
。
 

③
 

１
の
事
業
所
に
お
い
て
、
死
亡
日
及
び
死
亡
日
前

14
日
以
内
に
医
療
保
険
又
は
介
護
保
険
の

給
付
の

対
象

と
な
る
訪
問
看
護
を
そ
れ
ぞ
れ
１
日
以
上
実
施
し
た
場
合
は
、
最
後
に
実
施
し
た
保
険
制
度
に
お
い

て
タ
ー

ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
等
を
算
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
他
制
度
の
保
険
に
よ
る
タ
ー
ミ
ナ
ル

ケ
ア
加

算
等
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
。

 

④
 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
提
供
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
訪
問
看
護
記
録
書
に
記
録
し
な

け
れ
ば

な

ら
な
い
。
 

ア
 
終
末
期
の
身
体
症
状
の
変
化
及
び
こ
れ
に
対
す
る
看
護
に
つ
い
て
の
記
録
 

イ
 
療
養
や
死
別
に
関
す
る
利
用
者
及
び
家
族
の
精
神
的
な
状
態
の
変
化
及
び
こ
れ
に
対
す
る
ケ
ア

の
経
過

に
つ
い
て
の
記
録
 

ウ
 
看
取
り
を
含
め
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
各
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
利
用
者
及
び
家
族
の
意
向
を
把

握
し
、

そ
れ
に
基
づ
く
ア
セ
ス
メ
ン
ト
及
び
対
応
の
経
過
の
記
録
 

（
新
設
）
 

  ⑤
 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
実
施
中
に
、
死
亡
診
断
を
目
的
と
し
て
医
療
機
関
へ
搬
送
し
、

2
4
時
間
以

内
に
死

亡

が
確
認
さ
れ
る
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。
 

（
新
設
）
 

 (
1
8
)
 

主
治
の
医
師
の
特
別
な
指
示
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
 

利
用
者
が
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的
に
頻
回
の
訪
問
看
護
を
行
う
必
要
が
あ
る
旨
の
特
別
指
示
（

訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
特
別
指
示
書
の
交
付
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
交
付
の
日
か
ら

1
4
日
間

を
限
度

と

し
て
医
療
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
訪
問
看
護
費
は
算
定
し
な
い
。
な
お
、
医
療
機

関
の
訪

問

看
護
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
急

性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的
に
頻
回
の
訪
問
看
護
を
行
う
必
要
が
あ
っ

て
、
医

療

保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
頻
回
の
訪
問
看
護
が
必
要
な
理
由
、
そ
の
期
間
等
に
つ
い
て

は
、
診

療

録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
9
)
 

介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
退
所
・
退
院
し
た
日
の
訪
問
看
護
の
取

り
扱
い
 

介
護
老
人
保
健
施
設

及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
退
所
・
退
院
し
た
日
に
つ
い
て
は
、

第
２

の
１
の

(
３

)
に
関
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
（
利
用
者
等
告
示
第
６
号
を
参
照
の
こ
と
。
）

に
あ
る

利

用
者
に
限
り
、
訪
問
看
護
費
を
算
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

 

な
お
、
短
期
入
所
療
養
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
終

了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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新
 

旧
 

本
加

算
は
、
利
用
者
が
過
去
２
月

間
（
暦

月
）
に
お

い
て
、
当

該
訪
問
看

護
事
業
所
か
ら
訪
問
看
護
（
医
療

保
険
の

訪
問

看
護
を
含
む
。
）
の
提

供
を
受
け
て

い
な
い
場

合
で
あ
っ

て
新
た

に
訪
問
看

護
計
画
書
を
作
成
し

た
場
合

に
算

定
す
る
。
 

(
2
2
)
 
退
院

時
共
同
指
導
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

退
院

時
共

同
指

導
加

算
は

、
病

院
、
診

療
所

又
は

介
護

老
人

保
健
施

設
若

し
く

は
介

護
医
療

院
に

入
院

中

又
は

入
所

中
の

者
が
退

院
又
は

退
所
す

る
に

当
た

り
、
訪
問

看
護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

の
看
護

師
等
が

、
退

院
時

共
同

指
導

を
行

っ
た
後

に
当
該

者
の
退

院
又

は
退

所
後
、
初

回
の
訪

問
看

護
を
実

施
し
た

場
合
に

、
一

人
の

利
用

者
に

当
該

者
の
退

院
又
は

退
所
に

つ
き

１
回

（
厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

状
態
（
利

用
者
等

告
示

第
６

号
を

参
照
の
こ
と
。
）
に
あ
る

利
用
者
に

つ
い
て
、
複
数
日

に
退
院
時

共
同
指
導

を
行
っ
た

場
合
に
は
２
回
）

に
限

り
、

当
該

加
算
を

算
定
で

き
る
こ

と
。

こ
の

場
合
の
当

該
加
算

は
、

初
回
の

訪
問
看

護
を
実

施
し

た
日

に
算

定
す
る
こ
と
。
 

な
お
、

当
該
加

算
を
算
定
す
る

月
の
前
月

に
退
院

時
共
同
指

導
を
行
っ

て
い
る
場

合
に
お
い
て
も
算
定
で

き
る

こ
と
。
 

②
 

２
回

の
当

該
加

算
の

算
定

が
可

能
で
あ

る
利

用
者

（
①

の
厚

生
労
働

大
臣

が
定

め
る

状
態
の

者
）

に
対

し

て
複

数
の

訪
問

看
護
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
、

定
期

巡
回

・
随
時
対

応
型
訪

問
介

護
看
護

事
業
所

又
は
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事

業
所
が

退
院
時

共
同

指
導

を
行
う
場

合
に
あ

っ
て

は
、
１

回
ず
つ

の
算
定

も
可

能
で

あ
る

こ
と
。
 

③
 

複
数

の
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
等
が

退
院

時
共

同
指

導
を

行
う
場

合
に

は
、

主
治

の
医
師

の
所

属
す

る

保
険

医
療

機
関

又
は
介

護
老
人

保
健
施

設
若

し
く

は
介
護
医

療
院
に

対
し

、
他

の
訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

等
に

お
け
る
退
院
時
共
同
指
導
の

実
施
の

有
無
に
つ

い
て
確
認

す
る
こ
と

。
 

④
 

退
院

時
共

同
指

導
加

算
を

介
護

保
険
で

請
求

し
た

場
合

に
は

、
同
月

に
定

期
巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介

護
看

護
及

び
看

護
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介

護
を

利
用
し
た

場
合
の

当
該

各
サ
ー

ビ
ス
に

お
け
る

退
院

時
共

同
指

導
加

算
並

び
に
同

月
に
医

療
保
険

に
お

け
る

訪
問
看
護

を
利
用

し
た

場
合

の
当
該

訪
問

看
護

に
お

け
る

当
該

加
算
は
算
定
で
き
な
い
こ
と

（
②
の

場
合
を
除

く
。
）
。
 

⑤
 
退

院
時

共
同
指
導
を
行
っ
た
場

合
は
、
そ
の

内
容
を
訪

問
看
護
記

録
書
に

記
録
す
る

こ
と
。
  

(
2
3
)
 
看
護

・
介
護
職
員
連
携

強
化
加
算

に
つ
い

て
 

①
 

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加

算
は
、

訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護
職

員
が

、
訪

問
介

護
事
業

所
の

訪
問

介

護
員

等
に

対
し

、
た
ん

の
吸
引

等
の
業

務
が

円
滑

に
行
わ
れ

る
よ
う

、
た

ん
の
吸

引
等
に

係
る
計

画
書

や
報

告
書

の
作

成
及

び
緊
急

時
等
の

対
応
に

つ
い

て
の

助
言
を
行

う
と
と

も
に

当
該
訪

問
介
護

員
等
に

同
行

し
、

利
用

者
の

居
宅

に
お
い

て
業
務

の
実
施

状
況

に
つ

い
て
確
認

し
た
場

合
、

又
は
利

用
者
に

対
す
る

安
全

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
整
備

や
連
携

体
制
確

保
の

た
め

の
会
議
に

出
席
し

た
場

合
に
算

定
す
る

。
な
お

、
訪

問
介

護
員

等
と

同
行

訪
問
し

た
場
合

や
会
議

に
出

席
し

た
場
合
は

、
そ
の

内
容

を
訪
問

看
護
記

録
書
に

記
録

す
る

こ
と

。
 

②
 

当
該

加
算

は
、

①
の

訪
問

介
護

員
等
と

同
行

訪
問

を
実

施
し

た
日
又

は
会

議
に

出
席

し
た
日

の
属

す
る

月

の
初

日
の
訪
問
看
護
の
実
施
日
に

加
算
す

る
。
 

(
2
0
)
 

初
回
加
算
に
つ
い
て
 

本
加
算
は
、
利
用
者
が
過
去
２
月
間
（
暦
月
）
に
お
い
て
、
当
該
訪
問
看
護
事
業
所
か
ら
訪
問
看
護

（
医
療

保
険
の
訪
問
看
護
を
含
む
。
）
の
提
供
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
新
た
に
訪
問
看
護
計
画
書

を
作
成

し

た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

(
2
1
)
 

退
院
時
共
同
指
導
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

退
院

時
共

同
指

導
加

算
は

、
病
院

、
診

療
所

又
は

介
護

老
人
保

健
施

設
に

入
院

中
又

は
入
所

中
の

者
が

退

院
又

は
退

所
す

る
に
当

た
り
、

訪
問
看

護
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
の

看
護
師

等
が

、
退
院

時
共
同

指
導

を
行

っ
た

後

に
当

該
者

の
退

院
又
は

退
所
後

、
初
回

の
訪

問
看
護

を
実
施

し
た
場

合
に

、
一
人

の
利
用

者
に

当
該

者
の

退

院
又

は
退

所
に

つ
き
１

回
（
厚

生
労
働

大
臣

が
定
め

る
状
態

（
利
用

者
等

告
示
第

６
号
を

参
照

の
こ

と
。

）

に
あ

る
利

用
者

に
つ
い

て
、
複

数
日
に

退
院

時
共
同

指
導
を

行
っ
た

場
合

に
は
２

回
）
に

限
り

、
当

該
加

算

を
算
定
で
き
る
こ
と
。
こ
の
場
合
の
当
該
加
算
は
、
初
回
の
訪
問
看
護
を
実
施
し
た
日
に
算
定
す
る

こ
と
。
 

な
お
、
当
該
加
算
を
算
定
す
る
月
の
前
月
に
退
院
時
共
同
指
導
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
も
算

定
で

き
る
こ
と
。
 

②
 

２
回

の
当

該
加

算
の

算
定

が
可
能

で
あ

る
利

用
者

（
①

の
厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

状
態
の

者
）

に
対

し

て
複

数
の

訪
問

看
護
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
、

定
期

巡
回
・

随
時
対

応
型
訪

問
介

護
看
護

事
業
所

又
は

看
護

小
規

模

多
機

能
型

居
宅

介
護
事

業
所
が

退
院
時

共
同

指
導
を

行
う
場

合
に
あ

っ
て

は
、
１

回
ず
つ

の
算

定
も

可
能

で

あ
る
こ
と
。
 

③
 

複
数

の
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

等
が

退
院

時
共

同
指

導
を
行

う
場

合
に

は
、

主
治

の
医
師

の
所

属
す

る

保
険

医
療

機
関

又
は
介

護
老
人

保
健
施

設
に

対
し
、

他
の
訪

問
看
護

ス
テ

ー
シ
ョ

ン
等
に

お
け

る
退

院
時

共

同
指
導
の
実
施
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。
 

④
 

退
院

時
共

同
指

導
加

算
を

介
護
保

険
で

請
求

し
た

場
合

に
は
、

同
月

に
定

期
巡

回
・

随
時
対

応
型

訪
問

介

護
看

護
及

び
看

護
小
規

模
多
機

能
型
居

宅
介

護
を
利

用
し
た

場
合
の

当
該

各
サ
ー

ビ
ス
に

お
け

る
退

院
時

共

同
指

導
加

算
並

び
に
同

月
に
医

療
保
険

に
お

け
る
訪

問
看
護

を
利
用

し
た

場
合
の

当
該
訪

問
看

護
に

お
け

る

当
該
加
算
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
（
②
の
場
合
を
除
く
。
）
。
 

⑤
 

退
院
時
共
同
指
導
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
訪
問
看
護
記
録
書
に
記
録
す
る
こ
と
。
 

(
2
2
)
 

看
護
・
介
護
職
員
連
携
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

看
護

・
介

護
職

員
連

携
強

化
加
算

は
、

訪
問

看
護

事
業

所
の
看

護
職

員
が

、
訪

問
介

護
事
業

所
の

訪
問

介

護
員

等
に

対
し

、
た
ん

の
吸
引

等
の
業

務
が

円
滑
に

行
わ
れ

る
よ
う

、
た

ん
の
吸

引
等
に

係
る

計
画

書
や

報

告
書

の
作

成
及

び
緊
急

時
等
の

対
応
に

つ
い

て
の
助

言
を
行

う
と
と

も
に

当
該
訪

問
介
護

員
等

に
同

行
し

、

利
用

者
の

居
宅

に
お
い

て
業
務

の
実
施

状
況

に
つ
い

て
確
認

し
た
場

合
、

又
は
利

用
者
に

対
す

る
安

全
な

サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
整
備

や
連
携

体
制
確

保
の

た
め
の

会
議
に

出
席
し

た
場

合
に
算

定
す
る

。
な

お
、

訪
問

介

護
員

等
と

同
行

訪
問
し

た
場
合

や
会
議

に
出

席
し
た

場
合
は

、
そ
の

内
容

を
訪
問

看
護
記

録
書

に
記

録
す

る

こ
と
。
 

②
 

当
該

加
算

は
、

①
の

訪
問

介
護
員

等
と

同
行

訪
問

を
実

施
し
た

日
又

は
会

議
に

出
席

し
た
日

の
属

す
る

月

の
初
日
の
訪
問
看
護
の
実
施
日
に
加
算
す
る
。
 

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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新
 

旧
 

③
 
当

該
加

算
は
訪
問
看
護
が

2
4
時

間
行
え

る
体
制
を
整

え
て
い
る

事
業
所

と
し
て
緊

急
時
訪
問
看
護
加
算
の

届
け

出
を
し
て
い
る
場
合
に
算
定

可
能
で

あ
る
。
 

④
 

訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護

職
員

が
、
訪

問
介

護
員

等
と

同
行

し
、
た

ん
の

吸
引

等
の

実
施
状

況
を

確
認

す

る
際

、
通

常
の

訪
問
看

護
の
提

供
以
上

に
時

間
を

要
し
た
場

合
で
あ

っ
て

も
、
ケ

ア
プ
ラ

ン
上
に

位
置

づ
け

ら
れ

た
訪
問
看
護
費
を
算
定
す
る

。
 

⑤
 

当
該

加
算

は
訪

問
介

護
員

等
の

た
ん
の

吸
引

等
の

技
術

不
足

を
補
う

た
め

に
同

行
訪

問
を
実

施
す

る
こ

と

を
目

的
と

し
た

も
の
で

は
な
い

た
め
、

訪
問

介
護

員
等
の
た

ん
の
吸

引
等

に
係
る

基
礎
的

な
技
術

取
得

や
研

修
目

的
で

、
訪

問
看
護

事
業
所

の
看
護

職
員

が
同

行
訪
問
を

実
施
し

た
場

合
は
、

当
該
加

算
及
び

訪
問

看
護

費
は

算
定
で
き
な
い
。
 

(
2
4
)
 
看
護

体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
大

臣
基

準
告
示
第
９
号
イ

(
1
)
の
基
準

に
お
け

る
利
用
者

の
割
合
に

つ
い
て
は
、
以

下
の
ア
に
掲
げ
る
数
を

イ
に

掲
げ
る
数
で
除
し
て
、
算
定

日
が
属

す
る
月
の

前
６
月

間
当
た
り

の
割
合
を

算
出
す
る

こ
と
。
 

 
 

ア
 
指

定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け

る
緊
急

時
訪
問
看

護
加
算
を

算
定
し
た

実
利
用
者

数
 

 
 

イ
 
指

定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け

る
実
利

用
者
の
総

数
 

②
 
大

臣
基

準
告
示
第
９
号
ロ

(
2
)
の
基
準

に
お
け

る
利
用
者

の
割
合
に

つ
い
て
は
、
以

下
の
ア
に
掲
げ
る
数
を

イ
に

掲
げ
る
数
で
除
し
て
、
算
定

日
が
属

す
る
月
の

前
６
月

間
当
た
り

の
割
合
を

算
出
す
る

こ
と
。
 

 
 

ア
 
指

定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け

る
特
別

管
理
加
算

を
算
定
し

た
実
利
用

者
数
 

 
 

イ
 
指

定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け

る
実
利

用
者
の
総

数
 

③
 
①

及
び

②
に
規
定
す
る
実
利
用

者
数
は
、
前

６
月
間
に

お
い
て
、

当
該
事

業
所
が
提

供
す
る
訪
問
看
護
を

２
回

以
上
利
用
し
た
者
又
は
当
該

事
業
所

で
当
該
加

算
を
２
回

以
上
算
定

し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
１
と
し
て

数
え

る
こ
と
。

そ
の

た
め
、
①
及

び
②
に
規

定
す
る
割
合
の
算
出

に
お
い
て
、

利
用
者
に

は
、
当
該
指
定
訪

問
看

護
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て

い
な
い

者
も
含
む

こ
と
に
留

意
す
る
こ

と
。
 

④
 
看

護
体

制
強
化
加
算
を
算
定
す

る
に
当
た
っ

て
は
、
当

該
指
定
訪

問
看
護

事
業
所
の

看
護
師
等
が
、
当
該

加
算

の
内
容
に
つ
い
て
利
用
者
又

は
そ
の

家
族
へ
の

説
明
を
行

い
、
同
意

を
得
る
こ
と
。
 

⑤
 
看

護
体

制
強
化
加
算
を
算
定
す

る
に
当
た
っ

て
は
、
医

療
機
関
と

連
携
の

も
と
、
看

護
職
員
の
出
向
や
研

修
派

遣
な
ど
の
相
互
人
材
交
流
を

通
じ
て

在
宅
療
養

支
援
能
力

の
向
上
を

支
援
し
、
地
域
の
訪
問
看
護
人
材

の
確

保
・
育
成
に
寄
与
す
る
取
り

組
み
を

実
施
し
て

い
る
こ
と

が
望
ま
し

い
。
 

⑥
 
看

護
体

制
強
化
加
算
を
算
定
す

る
に
当
た
っ

て
は
、
大

臣
基
準
告

示
第
９

号
イ
(1
)
、
イ

(
2
)の

割
合
及
び

イ
(
3
)
若
し
く
は

ロ
(
2
)
の
人
数
に
つ

い
て
、
継
続
的
に
所
定
の
基

準
を
維
持
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
お
、

そ
の

割
合
及
び
人
数
に
つ
い
て
は

、
台
帳

等
に
よ
り

毎
月
記
録

す
る
も
の

と
し
、
所
定
の
基
準
を
下
回
っ
た

場
合

に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
第
一

の
５
に

規
定
す
る

届
出
を
提

出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

⑦
 
看

護
体

制
強
化
加
算
は
、
訪
問

看
護
事
業
所

の
利
用
者

に
よ
っ
て

（
Ⅰ
）

又
は
（
Ⅱ

）
を
選
択
的
に
算
定

す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
当

該
訪
問
看

護
事
業
所

に
お
い
て

い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
届
出
す
る

こ
と

。
 

(
2
4
)
 
サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に

つ
い
て
 

③
 

当
該
加
算
は
訪
問
看
護
が

2
4
時
間
行
え
る
体
制
を
整
え
て
い
る
事
業
所
と
し
て
緊
急
時
訪
問

看
護
加

算
の

届
け
出
を
し
て
い
る
場
合
に
算
定
可
能
で
あ
る
。
 

④
 

訪
問

看
護

事
業

所
の

看
護

職
員
が

、
訪

問
介

護
員

等
と

同
行
し

、
た

ん
の

吸
引

等
の

実
施
状

況
を

確
認

す

る
際

、
通

常
の

訪
問
看

護
の
提

供
以
上

に
時

間
を
要

し
た
場

合
で
あ

っ
て

も
、
ケ

ア
プ
ラ

ン
上

に
位

置
づ

け

ら
れ
た
訪
問
看
護
費
を
算
定
す
る
。
 

⑤
 

当
該

加
算

は
訪

問
介

護
員

等
の
た

ん
の

吸
引

等
の

技
術

不
足
を

補
う

た
め

に
同

行
訪

問
を
実

施
す

る
こ

と

を
目

的
と

し
た

も
の
で

は
な
い

た
め
、

訪
問

介
護
員

等
の
た

ん
の
吸

引
等

に
係
る

基
礎
的

な
技

術
取

得
や

研

修
目

的
で

、
訪

問
看
護

事
業
所

の
看
護

職
員

が
同
行

訪
問
を

実
施
し

た
場

合
は
、

当
該
加

算
及

び
訪

問
看

護

費
は
算
定
で
き
な
い
。
 

(
2
3
)
 

看
護
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

大
臣
基
準
告
示
第
９
号
イ

の
基
準
に
お
け
る
利
用
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ア
に
掲
げ

る
数
を

イ

に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
、
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前

３
月
間
当
た
り
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と

。
 

 
 
ア

 
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
を
算
定
し
た
実
利
用
者
数
 

 
 
イ

 
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
実
利
用
者
の
総
数
 

②
 

大
臣
基
準
告
示
第
９
号
ロ

の
基
準
に
お
け
る
利
用
者
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ア
に
掲
げ

る
数
を

イ

に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
、
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前

３
月
間
当
た
り
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と

。
 

 
 
ア

 
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
特
別
管
理
加
算
を
算
定
し
た
実
利
用
者
数
 

 
 
イ

 
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
実
利
用
者
の
総
数
 

③
 

①
及
び
②
に
規
定
す
る
実
利
用
者
数
は
、
前
３
月
間
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
が
提
供
す
る
訪

問
看
護

を

２
回
以
上
利
用
し
た
者
又
は
当
該
事
業
所
で
当
該
加
算
を
２
回
以
上
算
定
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
１

と
し
て

数
え
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
①
及
び
②
に
規
定
す
る
割
合
の
算
出
に
お
い
て
、
利
用
者
に
は
、
当
該

指
定
訪

問
看
護
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
な
い
者
も
含
む
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

④
 

看
護
体
制
強
化
加
算
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
等

が
、
当

該

加
算
の
内
容
に
つ
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
る
こ
と
。

 

（
新
設
）
 

  ⑤
 

看
護
体
制
強
化
加
算
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
臣
基
準
告
示
第
９
号

イ
、
ロ

の
割
合
及

び
ハ
の

人

数
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
所
定
の
基
準
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
そ
の
割
合
及
び
人

数
に
つ

い
て
は
、
台
帳
等
に
よ
り
毎
月
記
録
す
る
も
の
と
し
、
所
定
の
基
準
を
下
回
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は

、
直
ち

に
第
一
の
５
に
規
定
す
る
届
出
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

 

(
新
設

) 

  

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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13
 

 

新
 

旧
 

①
 
３

(
７
)
①

か
ら
⑥

ま
で
を
参
照

の
こ
と
。
 

②
 
勤

続
年

数
と
は
、
各
月
の
前
月

の
末
日
時
点

に
お
け
る

勤
続
年
数

を
い
う

も
の
と
す

る
。
具
体
的
に
は
、

平
成

2
1
年
４
月
に
お
け
る
勤
続
年

数
３
年

以
上
の
者
と
は
、
平
成

2
1
年

３
月

3
1
日
時
点

で
勤
続
年
数
が
３

年
以

上
で
あ
る
者
を
い
う
。
 

③
 
勤

続
年

数
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
事

業
所
に
お

け
る
勤
務

年
数
に

加
え
、
同

一
法
人
の
経
営
す
る

他
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
病

院
、
社

会
福
祉
施

設
等
に
お

い
て
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る

職
員

と
し
て
勤
務
し
た
年
数
を
含

め
る
こ

と
が
で
き

る
も
の
と

す
る
。
 

(
2
4
)
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

３
(
７
)
①
か
ら
⑥
ま
で
を
参
照
の
こ
と
。
 

②
 

勤
続
年
数
と
は
、
各
月
の
前
月
の
末
日
時
点
に
お
け
る
勤
続
年
数
を
い
う
も
の
と
す
る
。
具
体

的
に
は

、

平
成

2
1
年
４
月
に
お
け
る
勤
続
年
数
３
年
以
上
の
者
と
は
、
平
成

2
1
年
３
月

3
1
日
時
点
で
勤
続

年
数
が

３

年
以
上
で
あ
る
者
を
い
う
。
 

③
 

勤
続
年
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
年
数
に
加
え
、
同
一
法
人
の

経
営
す

る

他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
に
直
接
提

供
す
る

職
員
と
し
て
勤
務
し
た
年
数
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

 

○
（

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス
に

要
す
る

費
用

の
額

の
算
定

に
関
す

る
基

準
（

訪
問
通

所
サ
ー

ビ
ス

、
居

宅
療
養

管
理
指

導
及

び
福

祉
用
具

貸
与
に

係
る

部
分

）
及
び

指
定
居

宅
介

護
支

援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
2
年
３
月
１
日
老
企
第

3
6
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 
傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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別
添

 

1 

新
 

旧
 

第
２

 
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
単
位
数
表
に
関

す
る
事
項

 

１
 
通

則
 

(
１

)
 
算
定

上
に
お
け
る
端
数
処
理
に
つ

い
て
 

単
位

数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
基

本
と
な

る
単
位
数

に
加
減
算

の
計
算
（

何
ら
か
の
割
合
を
乗
ず
る
計
算
に

限
る
。

）
を

行
う
度
に
、
小
数
点
以

下
の
端
数
処

理
（
四
捨

五
入
）
を

行
っ
て

い
く
こ
と

と
す
る
。
つ
ま
り
、

絶
え
ず

整
数

値
に
割
合
を
乗
じ
て
い

く
計
算
に
な

る
。
 

な
お

、
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
に
つ

い
て
は
、
加
算
等

を
加
え
た

一
体
型
の

合
成
コ
ー

ド
と
し
て

作
成
し
て
お
り
、

そ
の
合

成
単

位
数
は
、
既
に
端
数
処

理
を
し
た
単

位
数
（
整

数
値
）
で

あ
る
。
 

(
２

)
 
サ
ー

ビ
ス
種
類
相
互
の
算
定
関
係

に
つ
い

て
 

介
護

予
防
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介

護
又
は
介
護

予
防
認
知

症
対
応
型

共
同
生

活
介
護
費

を
受
け
て
い
る
間

に
つ
い

て
は

、
そ
の
他
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費

又
は
地
域

密
着
型
介

護
予
防

サ
ー
ビ
ス

費
（
介
護
予
防
居
宅

療
養
管

理
指

導
費
を
除
く
。
）
は
算

定
し
な
い
も

の
で
あ
る

こ
と
。
た

だ
し
、

指
定
介
護

予
防
特
定
施
設
入
居

者
生
活

介
護

の
提
供
に
必
要
が
あ
る

場
合
に
、
当

該
事
業
者

の
費
用
負

担
に
よ

り
、
そ
の

利
用
者
に
対
し
て
そ

の
他
の

介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
地

域
密
着
型
介

護
予
防
サ

ー
ビ
ス
を

利
用
さ

せ
る
こ
と

は
差
し
支
え
な
い
も

の
で
あ

る
こ

と
。
ま
た
、
介
護
予
防

短
期
入
所
生

活
介
護
又

は
介
護
予

防
短
期

入
所
療
養

介
護
を
受
け
て
い
る

間
に
つ

い
て

は
、
介
護
予
防
訪
問
介

護
費

、
介
護

予
防
訪
問

入
浴
介
護

費
、
介
護

予
防
訪
問

看
護
費
、
介
護
予

防
訪
問

リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、

介
護
予
防
通

所
介
護
費

及
び
介
護

予
防
通

所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
並

び
に
介

護
予

防
認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
費
及
び

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型

居
宅
介
護

費
は
算
定
し
な
い
も

の
で
あ

る
こ

と
。
 

な
お

、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

費
に
つ

い
て
は
、

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入

所
療
養

介
護

を
受
け
て
い
る
者
に
つ

い
て
も
算
定

が
可
能
で

あ
る
こ
と

。
 

(
３

)
 
退
所

日
等
に
お
け
る
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス

費
の
算
定

に
つ
い
て
 

介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の

サ
ー
ビ

ス
終
了
日

（
退
所
・

退
院
日
）

に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
看

護
費
、

介
護

予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
費

、
介
護
予

防
居
宅
療

養
管
理

指
導
費
及

び
介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン
費
は
算
定
で
き

な
い
。
介
護

予
防
訪
問

介
護
等
の

福
祉
系

サ
ー
ビ
ス

は
別
に
算
定
で
き
る

が
、
介

護
予

防
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
も

機
能
訓
練

や
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を

行
え
る
こ
と
か
ら
、

退
所
（

退
院

日
）
に
介
護
予
防
通
所

介
護
を
機
械

的
に
組
み

込
む
と
い

っ
た
介

護
予
防
サ

ー
ビ
ス
計
画
は
適
正

で
な
い

。
 

な
お

、
入
所
（
入
院
）
当
日
で
あ

っ
て
も

当
該
入
所

（
入
院
）

前
に
利
用

す
る
介
護
予
防
訪
問
通
所
サ
ー
ビ

ス
は
別

に
算

定
で
き
る
。
た
だ
し
、

入
所
（
入
院

）
前
に
介

護
予
防
通

所
介
護

又
は
介
護

予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン

を
機
械
的
に
組
み
込
む

と
い
っ
た
介

護
予
防
サ

ー
ビ
ス
計

画
は
適

正
で
は
な

い
。
 

(
４

)
 
同
一

時
間
帯
に
複
数
種
類
の
介
護

予
防
訪

問
サ
ー
ビ

ス
を
利
用

し
た
場
合

の
取
扱
い

に
つ
い
て
 

利
用

者
は
同
一
時
間
帯
に
ひ
と
つ

の
介
護

予
防
訪
問

サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
 

  

第
２
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
単
位
数
表
に
関
す
る
事
項

 

１
 

通
則
 

(
１

)
 

算
定
上
に
お
け
る
端
数
処
理
に
つ
い
て
 

単
位
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
基
本
と
な
る
単
位
数
に
加
減
算
の
計
算
（
何
ら
か
の
割
合
を
乗
ず
る

計
算
に

限
る
。
）
を
行
う
度
に
、
小
数
点
以
下
の
端
数
処
理
（
四
捨
五
入
）
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

つ
ま
り

、

絶
え
ず
整
数
値
に
割
合
を
乗
じ
て
い
く
計
算
に
な
る
。
 

な
お
、
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
加
算
等
を
加
え
た
一
体
型
の
合
成
コ
ー
ド
と
し
て
作
成
し

て
お
り

、

そ
の
合
成
単
位
数
は
、
既
に
端
数
処
理
を
し
た
単
位
数
（
整
数
値
）
で
あ
る
。
 

(
２

)
 

サ
ー
ビ
ス
種
類
相
互
の
算
定
関
係
に
つ
い
て
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
を
受
け
て

い
る
間

に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
（
介
護

予
防
居

宅

療
養
管
理
指
導
費
を
除
く
。
）
は
算
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
介
護
予
防
特
定

施
設
入

居

者
生
活
介
護
の
提
供
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
事
業
者
の
費
用
負
担
に
よ
り
、
そ
の
利
用
者
に

対
し
て

そ

の
他
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
は
差
し
支

え
な
い

も

の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
受

け
て
い

る

間
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費

、
介
護

予

防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
介
護
予
防
通

所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費

並

び
に
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
は
算
定

し
な
い

も

の
で
あ
る
こ
と
。
 

な
お
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防

短
期
入

所
療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
算
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
 

(
３

)
 

退
所
日
等
に
お
け
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
算
定
に
つ
い
て
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防

訪
問
看

護
費
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
及
び
介
護
予

防
通
所

リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
は
算
定
で
き
な
い
。
介
護
予
防
訪
問
介
護
等
の
福
祉
系
サ
ー
ビ
ス
は
別
に
算

定
で
き

る

が
、
介
護
予
防
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
も
機
能
訓
練
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
え
る
こ

と
か
ら

、

退
所
（
退
院
日
）
に
介
護
予
防
通
所
介
護
を
機
械
的
に
組
み
込
む
と
い
っ
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計

画
は
適

正

で
な
い
。
 

な
お
、
入
所
（
入
院
）
当
日
で
あ
っ
て
も
当
該
入
所
（
入
院
）
前
に
利
用
す
る
介
護
予
防
訪
問
通
所

サ
ー
ビ

ス
は
別
に
算
定
で
き
る
。
た
だ
し
、
入
所
（
入
院
）
前
に
介
護
予
防
通
所
介
護
又
は
介
護
予
防
通
所

リ
ハ
ビ

リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
機
械
的
に
組
み
込
む
と
い
っ
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
は
適
正
で
は
な
い
。
 

(
４

)
 

同
一
時
間
帯
に
複
数
種
類
の
介
護
予
防
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い

て
 

利
用
者
は
同
一
時
間
帯
に
ひ
と
つ
の
介
護
予
防
訪
問
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た

だ
し

、

介
護
予
防
訪
問
介
護
と
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
又
は
介
護
予
防
訪
問
介
護
と
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ

ョ
ン
を
、
同
一
利
用
者
が
同
一
時
間
帯
に
利
用
す
る
場
合
は
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
や
介
護
の
内

容
に
応

じ

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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2 
 

新
 

旧
 

  (
５

)
 
介
護

予
防
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
行
わ

れ
る
利

用
者
の
居

宅
に
つ
い

て
 

介
護

予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防

訪
問
入

浴
介
護
、

介
護
予
防

訪
問
看
護

、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

は
、

介
護
保
険
法
（
平
成
９

年
法
律
第

1
2
3
号
）
第
８
条

の
２
の
定
義

上
、
要
支

援
者
の
居
宅
に
お
い

て
行
わ

れ
る

も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

要
支
援
者
の

居
宅
以
外

で
行
わ
れ

る
も
の

は
算
定
で

き
な
い
。
 

(
６

)
 
「
認

知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
」

の
決
定
方

法
に
つ
い

て
 

①
 
加

算
の

算
定
要
件
と
し
て
「
「
認

知
症
高

齢
者
の
日
常

生
活
自
立

度
判
定

基
準
」
の
活
用

に
つ
い
て
」
（
平

成
５

年
1
0
月

2
6
日

老
健
第

1
3
5
号
厚

生
省
老

人
保
健
福

祉
局
長
通

知
）
に
規

定
す
る
「

認
知
症
高
齢
者
の

日
常

生
活
自
立
度
」
（
以
下
「
日

常
生
活

自
立
度
」
と
い
う
。
）

を
用
い
る
場

合
の
日
常

生
活
自
立
度
の
決

定
に

当
た
っ
て
は
、
医
師
の
判
定

結
果
又

は
主
治
医

意
見
書
（

以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
判
定
結
果
」
と
い

う
。

）
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

②
 
①

の
判

定
結
果
は
、
判
定
し
た

医
師
名
、
判

定
日
と
共

に
、
介
護

予
防
サ

ー
ビ
ス
計

画
又
は
各
サ
ー
ビ
ス

の
サ

ー
ビ
ス
計
画
に
記
載
す
る
も

の
と
す

る
。
ま
た

、
主
治
医

意
見
書
と

は
、
「
要
介
護
認
定
等
の
実
施
に

つ
い

て
」
（
平
成

2
1
年
９
月

3
0
日

老
発

0
9
30

第
５
号
厚
生

労
働
省
老

健
局
長
通
知
）
に

基
づ
き
、
主
治
医

が
記

載
し
た
同
通
知
中
「
３
 
主
治

医
の
意
見
の

聴
取
」
に

規
定
す
る

「
主
治

医
意
見
書

」
中
「
３
．
心
身

の
状

態
に
関
す
る
意
見

 
(１

)
 
日

常
生
活
の
自

立
度
等

に
つ
い
て
 
・
認

知
症
高
齢

者
の
日
常
生
活
自
立

度
」

欄
の
記
載
を
い
う
も
の
と
す

る
。
な

お
、
複
数

の
判
定
結

果
が
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
も
新
し
い

判
定

を
用
い

る
も
の

と
す
る
。

 

③
 
医

師
の

判
定
が
無
い
場
合
（
主

治
医
意
見
書

を
用
い
る

こ
と
に
つ

い
て
同

意
が
得
ら

れ
て
い
な
い
場
合
を

含
む

。
）
に
あ
っ
て
は
、
「
要
介

護
認
定

等
の
実
施

に
つ
い
て

」
に
基
づ

き
、
認
定
調
査
員
が
記
入
し
た
同

通
知

中
「
２

(
４
) 

認
定
調
査
員
」

に
規
定
す
る

「
認
定
調

査
票
」
の

「
認
定

調
査
票
（

基
本
調
査
）
」
７

の
「

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活

自
立
度

」
欄
の
記

載
を
用
い

る
も
の
と

す
る
。
 

(
７

)
 
栄
養

管
理
に
つ
い
て
 

介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用

者
に
対

し
、
各
利

用
者
の
年

齢
、
心
身

の
状
況
に
応
じ
た
栄
養
状
態
の
管

理
を
適

切
に

実
施
す
る
こ
と
。
特
に

、
介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

及
び
介

護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
に

お
い
て

は
、

常
勤
の
管
理
栄
養
士
又

は
栄
養
士
が

、
各
利
用

者
の
年
齢

等
に
応

じ
て
適
切

な
栄
養
量
及
び
内
容

の
食
事

提
供

を
行
う
体
制
を
整
備
し

、
各
利
用
者

の
栄
養
状

態
に
あ
っ

た
栄
養

管
理
を
行

う
こ
と
。
 

３
 
介

護
予

防
訪
問
看
護
費
 

(
１

)
 
「
通

院
が
困
難
な
利
用
者
」
に
つ

い
て
 

介
護

予
防
訪
問
看
護
費
は
「
通
院

が
困
難

な
利
用
者

」
に
対
し

て
給
付
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
通
院

の
可
否

に
か

か
わ
ら
ず
、
療
養
生
活

を
送
る
上
で

の
居
宅
で

の
支
援
が

不
可
欠

な
者
に
対

し
て
、
介
護
予
防
ケ

ア
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
の
結
果
、
介
護
予

防
訪
問
看
護

の
提
供
が

必
要
と
判

断
さ
れ

た
場
合
は

介
護
予
防
訪
問
看
護

費
を
算

定
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 

「
通

院
が
困
難
な
利
用
者
」
の
趣

旨
は
、

通
院
に
よ

り
、
同
様

の
サ
ー
ビ

ス
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

て
、
同
一
時
間
帯
に
利
用
す
る
こ
と
が
介
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、

そ
れ
ぞ

れ

の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
定
単
位
数
が
算
定
さ
れ
る
。
 

(
５

)
 

介
護
予
防
訪
問
サ
ー
ビ
ス
の
行
わ
れ
る
利
用
者
の
居
宅
に

つ
い
て
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

1
2
3
号
）
第
８
条
の
２
の
定
義
上
、
要
支
援
者
の
居

宅
に
お

い

て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
要
支
援
者
の
居
宅
以
外
で
行
わ
れ
る
も
の
は
算
定
で
き
な
い
。
 

(
６

)
 

「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
 

①
 

加
算
の
算
定
要
件
と
し
て
「
「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
判
定
基
準
」
の
活
用
に
つ

い
て
」
（
平

成
５
年

1
0
月

2
6
日
老
健
第

1
3
5
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
長
通
知
）
に
規
定
す
る
「
認
知
症

高
齢
者

の

日
常
生
活
自
立
度
」
（
以
下
「
日
常
生
活
自
立
度
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
場
合
の
日
常
生
活
自
立

度
の
決

定
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
の
判
定
結
果
又
は
主
治
医
意
見
書
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
判
定
結
果

」
と
い

う
。
）
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

②
 

①
の
判
定
結
果
は
、
判
定
し
た
医
師
名
、
判
定
日
と
共
に
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
各

サ
ー
ビ

ス

の
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
主
治
医
意
見
書
と
は
、
「
要
介
護
認
定

等
の

実
施
に

つ
い
て
」
（
平
成

2
1
年
９
月

3
0
日
老
発

0
9
30

第
５
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
長
通
知
）
に
基
づ

き
、
主
治

医

が
記
載
し
た
同
通
知
中
「
３
 
主
治
医
の
意
見
の
聴
取
」
に
規
定
す
る
「
主
治
医
意
見
書
」
中
「
３

．
心
身

の
状
態
に
関
す
る
意
見

 
(１

)
 

日
常
生
活
の
自
立
度
等
に
つ
い
て

 
・
認
知
症
高
齢
者
の
日
常

生
活
自

立

度
」
欄
の
記
載
を
い
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
複
数
の
判
定
結
果
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
最
も

新
し
い

判
定
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

 

③
 

医
師
の
判
定
が
無
い
場
合
（
主
治
医
意
見
書
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
が
得
ら
れ
て
い
な

い
場
合

を

含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
「
要
介
護
認
定
等
の
実
施
に
つ
い
て

」
に
基
づ
き
、
認
定
調
査
員
が
記
入

し
た
同

通
知
中
「
２

(
４

) 
認
定
調
査
員
」
に
規
定
す
る
「
認
定
調
査
票
」
の
「
認
定
調
査
票
（
基
本

調
査

）
」
７

の
「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
欄
の
記
載
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
 

(
７

)
 

栄
養
管
理
に
つ
い
て
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
し
、
各
利
用
者
の
年
齢
、
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
栄
養
状

態
の
管

理
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。
特
に
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護

に

お
い
て
は
、
常
勤
の
管
理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
が
、
各
利
用
者
の
年
齢
等
に
応
じ
て
適
切
な
栄
養
量

及
び
内

容

の
食
事
提
供
を
行
う
体
制
を
整
備
し
、
各
利
用
者
の
栄
養
状
態
に
あ
っ

た
栄
養
管
理
を
行
う
こ
と
。
 

４
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
費
 

(
１

)
 

「
通
院
が
困
難
な
利
用
者
」
に
つ
い
て
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
費
は
「
通
院
が
困
難
な
利
用
者
」
に
対
し
て
給
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が

、
通
院

の
可
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
生
活
を
送
る
上
で
の
居
宅
で
の
支
援
が
不
可
欠
な
者
に
対
し
て
、
介

護
予
防

ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
結
果
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
提
供
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
介
護
予
防

訪
問
看

護

費
を
算
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 

「
通
院
が
困
難
な
利
用
者
」
の
趣
旨
は
、
通
院
に
よ
り
、
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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3 
 

新
 

旧
 

通
院
サ

ー
ビ

ス
を
優
先
す
べ
き
と
い

う
こ
と
で
あ

る
。
 

(
２

)
 
介
護

予
防
訪
問
看
護
指
示
の
有
効

期
間
に

つ
い
て
 

介
護

予
防
訪
問
看
護
費
は
、
介
護

予
防
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
に
あ
っ

て
は
、
主
治
の
医
師
の
判
断
に
基

づ
い
て

交
付

（
２
か
所
以
上
の
介
護

予
防
訪
問
看

護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か

ら
の
介

護
予
防
訪

問
看
護
の
場
合
は
各

介
護
予

防
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ご
と
に
交
付

）
さ
れ
た

指
示
書
の

有
効
期

間
内
に
介

護
予
防
訪
問
看
護
を

行
っ
た

場
合

に
算
定
す
る
。
 

な
お

、
当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護

に
係
る

指
示
料
は

、
医
療
保

険
に
請
求

す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

な
お

、
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、

指
示
を

行
う
医
師

の
診
療
の

日
か
ら
１

月
以
内
に
行
わ
れ
た
場
合
に
算
定

す
る
。
別
の

医
療
機

関
の
医
師
か
ら

診
療
情

報
提
供
を
受
け
て
、
介
護
予

防
訪
問
看
護
を
実
施

し
た
場
合
に
は
、

診
療
情

報
提

供
を
行
っ
た
医
療
機
関

の
医
師
に
よ

る
当
該
情

報
提
供
の

基
礎
と

な
る
診
療

の
日
か
ら
１
月
以
内

に
行
わ

れ
た

場
合
に
算
定
す
る
。
 

(
３

)
 
介
護

予
防
訪
問
看
護
の

所
要

時
間
に

つ
い
て
 

①
 
2
0
分
未

満
の
介
護
予
防

訪
問
看
護

費
の
算

定
に
つ
い

て
 

2
0
分
未

満
の
介

護
予
防
訪
問

看
護
は
、

短
時
間
か

つ
頻
回
な

医
療
処
置

等
が
必
要
な
利
用
者
に
対
し
、
日

中
等

の
介
護
予
防
訪
問
看
護
に

お
け
る
十

分
な
観
察

、
必
要
な

助
言
・
指

導
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て

、
介
護
予

防
サ
ー
ビ

ス
計
画
又

は
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
に
お

い
て

2
0
分
未
満
の
介
護
予
防
訪

問
看
護
の

み
が
設
定
さ
れ
る
こ

と
は
適
切
で

は
な
く
、
2
0
分
以
上
の

保
健
師

又
は

看
護
師
に
よ
る

介
護
予
防
訪

問
看
護
を

週
１
回
以
上
含
む
設

定
と
す
る
こ

と
。
な
お

2
0
分
未
満
の
介
護

予
防

訪
問
看
護
は

、
介

護
予
防

訪
問
看
護

を
2
4
時

間
行
う

こ
と
が
で

き
る
体
制

を
整
え
て

い
る
事
業
所
と
し

て
緊

急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護

加
算
の
届

け
出
を
し

て
い
る
場

合
に
算
定

可
能
で
あ
る
。
 

②
 
介

護
予

防
訪
問
看
護
は
在
宅
の

要
支
援
者
の

生
活
パ
タ

ー
ン
や
看

護
の
必

要
性
に
合

わ
せ
て
提
供
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
に
長

時
間
の

介
護
予
防

訪
問
看
護

を
複
数
回

に
区
分
し
て
行
う
こ
と
は
適
切
で

は
な

い
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う

な
取
扱

い
と
し
て

行
う
こ
と

。
 

(
一

)
 
前
回
提
供
し
た
介
護
予
防

訪
問
看

護
か
ら
お

お
む
ね
２

時
間
未
満

の
間
隔
で
介
護
予
防
訪
問
看
護
を

行
う
場

合
（

2
0
分
未
満

の
介
護

予
防
訪
問

看
護
費
を
算
定
す
る

場
合
及
び
利

用
者
の
状

態
の
変
化
等
に
よ

り
緊
急

の
介
護

予
防
訪
問
看
護

を
行
う
場

合
を
除

く
。
）
は

、
そ
れ
ぞ

れ
の
所
要

時
間
を
合
算
す
る
も
の

と
す
る

。
 

(
二

)
 
一
人
の
看
護
職
員
（
保
健

師
、
看
護

師
又

は
准
看
護

師
を
い
う

。
以
下
同

じ
。
）
が
介
護
予
防
訪
問

看
護
を

行
っ
た

後
に
、
続
い
て

別
の
看
護

職
員
が

介
護
予
防

訪
問
看
護

を
行
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
介
護

予
防
訪

問
看
護

の
所
要
時
間
を

合
算
す
る

こ
と
と
す

る
。
な
お

、
当
該
介

護
予
防

訪
問
看
護
の
提
供
時
間

を
合
算

し
た
場

合
に
、
准
看
護

師
に
よ
る

介
護
予

防
訪
問
看

護
が
含
ま

れ
る
場
合

に
は
、
当
該
介
護
予
防

訪
問
看

護
費
は

、
准
看
護
師
に

よ
る
介
護

予
防
訪

問
看
護
費

を
算
定
す

る
。
 

  (
三

)
 
一
人
の
看
護
職
員
又
は
理

学
療
法

士
、
作
業

療
法
士
若

し
く
は
言

語
聴
覚
士
が
介
護
予
防
訪
問
看
護

通
院
サ
ー
ビ
ス
を
優
先
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

(
２

)
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
指
示
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
費
は
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
て
は
、
主
治
の
医
師
の
判

断
に
基

づ
い
て
交
付
（
２
か
所
以
上
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
の

場
合
は

各

介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ご
と
に
交
付
）
さ
れ
た
指
示
書
の
有
効
期
間
内
に
介
護
予
防
訪

問
看
護

を

行
っ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

な
お
、
当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る
指
示
料
は
、
医
療
保
険
に
請
求
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

。
 

な
お
、
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
指
示
を
行
う
医
師
の
診
療
の
日
か
ら
１
月
以
内
に
行
わ
れ
た
場
合

に
算
定

す
る
。
別
の
医
療
機
関
の
医
師
か
ら
診
療
情
報
提
供
を
受
け
て
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
実
施
し
た

場
合
に

は
、

診
療
情
報
提
供
を
行
っ
た
医
療
機
関
の
医
師
に
よ
る
当
該
情
報
提
供
の
基
礎
と
な
る
診
療
の
日
か
ら

１
月
以

内

に
行
わ
れ
た
場
合
に
算
定
す
る
。
 

(
３

)
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
の

提
供
時
間
に
つ
い
て
 

①
 

2
0
分
未
満
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
算
定
に
つ
い
て
 

2
0
分
未
満
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
は
、
短
時
間
か
つ
頻
回
な
医
療
処
置
等
が
必
要
な
利
用
者
に
対

し
、
日

中
等
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
十
分
な
観
察
、
必
要
な
助
言
・
指
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前

提
と
し

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
介
護
予
防
訪
問
看
護
計

画
に
お

い
て

2
0
分
未
満
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
み
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
2
0
分

以
上
の

介
護
予

防
訪
問
看
護
を
週
１
回
以
上
含
む
設
定
と
す
る
こ
と
。
な
お

2
0
分
未
満
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
は

、
介
護

予

防
訪
問
看
護
を

2
4
時
間
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
事
業
所
と
し
て
緊
急
時
介
護
予

防
訪
問

看

護
加
算
の
届
け

出
を
し
て
い
る
場
合
に
算
定
可
能
で
あ
る
。

 

②
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
は
在
宅
の
要
支
援
者
の
生
活
パ
タ
ー
ン
や
看
護
の
必
要
性
に
合
わ
せ
て
提

供
さ
れ

る

べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
単
に
長
時
間
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
複
数
回
に
区
分
し
て
行
う
こ
と
は

適
切
で

は
な
い
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
取
扱
い
と
し
て
行
う
こ
と
。
 

(
一

)
 

前
回
提
供
し
た
介
護
予
防
訪
問
看
護
か
ら
お
お
む
ね
２
時
間
未
満
の
間
隔
で
介
護
予
防

訪
問

看
護
を

行
う
場
合
（

2
0
分
未
満
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
を
算
定
す
る
場
合
及
び
利
用
者
の
状
態
の
変
化

等
に
よ

り
緊
急
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
要
時
間
を
合
算

す
る

も
の

と
す
る
。
 

(
二

)
 

一
人
の
看
護
職
員
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
介
護
予
防
訪

問
看
護

を
行
っ
た
後
に
、
続
い
て
同
じ
職
種
の
別
の
看
護
職
員
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若

し
く
は

言
語

聴
覚
士
が
続
い
て
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
っ
た
場
合
（
看
護
職
員
が
介
護
予
防
訪
問
看
護

を
行
っ

た
後

に
続
い
て
別
の
看
護
職
員
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
よ
う
な
場
合
）
も
、

所
要
時
間
を
合

算
す

る
こ

と
と
す
る
。
な
お
、

看
護
職
員
に
よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
提
供
時
間
を
合
算
し
た
場
合

に
、
准

看
護

師
に
よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
は
、
准

看
護

師
に

よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
を
算
定
す
る
。
 

(
三

)
 

一
人
の
看
護
職
員
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は
言
語
聴
覚
士
が
介
護
予

防
訪

問
看
護

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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4 
 

新
 

旧
 

を
行
っ

た
後
に

、
続
い
て
他
の

職
種
の
看

護
職
員

又
は
理
学

療
法
士
、

作
業
療
法

士
若
し
く
は
言
語
聴
覚

士
が
介

護
予
防

訪
問
看
護
を
実

施
し
た
場

合
（
看

護
職
員
が

介
護
予
防

訪
問
看
護

を
行
っ
た
後
に
続
い
て

別
の
理

学
療
法

士
、
作
業
療
法

士
若
し
く

は
言
語

聴
覚
士
が

介
護
予
防

訪
問
看
護

を
行
う
場
合
な
ど
）
は

職
種
ご

と
に
算

定
で
き
る
。
 

(
四

)
 
な
お
、
一
人
の
利
用
者
に

対
し
て

、
連
続
し

て
介
護
予

防
訪
問
看

護
を
提
供
す
る
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
適

切
な
ケ

ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
基
づ

き
判
断

す
る
こ
と

。
 

(
４

)
 
理
学

療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は

言
語
聴

覚
士
の
訪

問
に
つ
い

て
 

①
 
理

学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚

士
に
よ
る

介
護
予
防

訪
問
看

護
は
、
そ

の
訪
問
が
看
護
業
務

の
一

環
と
し
て
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

を
中
心
と

し
た
も
の

で
あ
る
場

合
に
、
看
護
職
員
の
代
わ
り
に
訪

問
さ

せ
る
と
い
う
位
置
付
け
の
も

の
で
あ

る
。
 

な
お
、

言
語
聴

覚
士
に
よ
る
訪

問
に
お
い

て
提
供

さ
れ
る
も

の
は
、
あ

く
ま
で
看

護
業
務
の
一
部
で
あ
る

こ
と

か
ら
、
言
語
聴
覚
士
の
業

務
の
う
ち

保
健
師
助

産
師
看
護

師
法
（

昭
和

23
年

法
律
第

2
0
3
号
）
の
規
定

に
か

か
わ
ら
ず
業
と
す
る
こ
と

が
で
き
る

と
さ
れ
て

い
る
診
療

の
補
助
行

為
（
言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
９
年

法
律

第
1
32

号
）
第

4
2
条
第
１
項

）
に
限
る
。
 

②
 
理

学
療

法
士
、
作

業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚

士
に
よ
る

介
護
予
防

訪
問
看

護
は
、
１

回
当
た
り

2
0
分
以
上

介
護

予
防
訪
問
看
護
を

実
施
す
る
こ

と
と
し
、
一
人

の
利
用
者

に
つ
き
週

に
６
回
を
限
度
と
し

て
算
定
す
る
。
 

③
 
理

学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
又

は
言
語
聴
覚

士
が
介
護

予
防
訪
問

看
護
を

提
供
し
て

い
る
利
用
者
に
つ
い

て
は

、
毎
回
の
訪
問
時
に
お
い
て

記
録
し

た
介
護
予

防
訪
問
看

護
記
録
書

等
を
用
い
、
適
切
に
介
護
予
防
訪

問
看

護
事
業
所
の
看
護
職
員
及
び

理
学
療

法
士
、
作
業
療
法

士
若
し
く

は
言
語

聴
覚
士
間

で
利
用
者
の
状
況
、

実
施

し
た
内
容
を
共
有
す
る
と
と

も
に
、

介
護
予
防

訪
問
看
護

計
画
書
（

以
下
、
「
計
画
書
」
と
い
う
。
）

及
び

介
護
予
防
訪
問
看
護
報
告
書
（
以

下
、
「

報
告
書
」
と
い

う
。
）
は
、
看
護
職

員
（
准

看
護
師
を
除
く
）

と
理

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若

し
く
は

言
語
聴
覚

士
が
連
携

し
作
成
す

る
こ
と
。
ま
た
、
主
治
医
に
提
出

す
る

計
画
書
及
び
報
告
書
は
理
学

療
法
士

、
作
業
療

法
士
又
は

言
語
聴
覚

士
が
実
施
し
た
内
容
も
一
体
的
に

含
む

も
の
と
す
る
こ
と
。
 

④
 
複

数
の

介
護
予
防
訪
問
看
護
事

業
所
か
ら
介

護
予
防
訪

問
看
護
を

受
け
て

い
る
利
用

者
に
つ
い
て
、
計
画

書
及

び
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
っ

て
は
当

該
複
数
の

介
護
予
防

訪
問
看
護

事
業
所
間
に
お
い
て
十
分
な
連
携

を
図

っ
た
う
え
で
作
成
す
る
こ
と

。
 

 
 
⑤

 
計

画
書
及
び
報
告
書
の
作

成
に
あ

た
っ
て
は
、
介
護
予

防
訪
問
看
護

サ
ー
ビ
ス

の
利
用
開
始
時
及
び
利
用

者
の

状
態
の
変
化
等

に
合
わ
せ
、
定

期
的
な
看
護

職
員
に
よ

る
訪
問
に

よ
り
利

用
者
の
状

態
の
適
切
な
評
価

を
行

う
こ
と
。
 

⑥
 
⑤

お
け

る
、
介
護
予
防
訪
問
看

護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
開

始
時
と
は

、
利
用

者
が
過
去

２
月
間
（
歴
月
）
に

お
い

て
当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護

事
業
所

か
ら
介
護

予
防
訪
問

看
護
（
医

療
保
険
の
訪
問
看
護
を
含
む
。
）

の
提

供
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て

、
新
た
に

計
画
書
を

作
成
す
る

場
合
を
い
う
。
ま
た
、
利
用
者
の

状
態

の
変
化
等
に
合
わ
せ
た
定
期

的
な
訪

問
と
は
、

主
治
医
か

ら
の
訪
問

看
護
指
示
書
の
内
容
が
変
化
す
る

場
合

や
利
用
者
の
心
身
状
態
や
家

族
等
の

環
境
の
変

化
等
の
際

に
訪
問
す

る
こ
と
を
い
う
。
 

を
行
っ
た
後
に
、
続
い
て
他
の
職
種
の
看
護
職
員
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
若
し
く
は

言
語

聴
覚

士
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
実
施
し
た
場
合
（
看
護
職
員
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
っ
た
後

に
続

い
て

別
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士

又
は
言
語
聴
覚
士
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
な

ど
）
は

職
種

ご
と
に
算
定
で
き
る
。
 

(
四

)
 

な
お
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
て
、
連
続
し
て
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
提
供
す
る
必
要

性
に

つ
い
て

は
、
適
切
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
き
判
断
す
る
こ
と
。
 

(
４

)
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
訪
問
に
つ
い
て
 

①
 

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
は
、
そ
の
訪
問
が

看
護
業

務

の
一
環
と
し
て
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
看
護
職
員
の
代
わ

り
に
訪

問
さ
せ
る
と
い
う
位
置
付
け
の
も
の
で
あ
る
。
 

な
お
、
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
看
護
業
務
の
一

部
で

あ
る

こ
と
か
ら
、
言
語
聴
覚
士
の
業
務
の
う
ち
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

2
0
3
号

）
の
規

定

に
か
か
わ
ら
ず
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
補
助
行
為
（
言
語
聴
覚
士
法
（
平

成
９
年

法
律
第

1
32

号
）
第

4
2
条
第
１

項
）
に
限
る
。
 

②
 
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
は
、
１
回
当
た
り

2
0
分
以

上
実

施
す
る
こ
と
と
し
、
一
人
の
利
用
者
に
つ
き

１
週
に
６
回
を
限
度
と
し
て
算
定
す
る
。
 
（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

       （
新
設
）
 

  （
新
設
）
 

  （
新
設
）
 

    

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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5 
 

新
 

旧
 

(
５

)
 
末
期

の
悪
性
腫
瘍
の
患
者
等
の
取

扱
い
に

つ
い
て
 

末
期

の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
厚
生
労

働
大
臣

が
定
め
る

疾
病
等
（

厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

利
用
者

等
（
平

成
2
7
年
厚
生

労
働
省
告

示
第

9
4
号
。
以
下
「

利
用
者

等
告
示
」
と
い
う

。
）
第

7
5
号
に
お
い

て
準
用

す
る

第
４
号
を
参
照
の
こ
と

。
）
の
患
者

に
つ
い
て

は
、
医
療

保
険
の

給
付
の
対

象
と
な
る
も
の
で
あ

り
、
介

護
予

防
訪
問
看
護
費
は
算
定

し
な
い
。
 

（
６
）

精
神
科

訪
問
看

護
・
指

導
料
等
に
係
る
訪

問
看
護
の

利
用
者
の

取
扱
い

に
つ
い
て
 

精
神

科
訪
問
看
護
・
指
導
料
又
は

精
神
科

訪
問
看
護

基
本
療
養

費
の
算
定

に
係
る
医
療
保
険
に
よ
る
訪
問
看

護
（
以

下
「

精
神
科
訪
問
看
護
」
と

い
う
。
）
の

利
用
者
に

つ
い
て
は

、
医
療

保
険
の
給

付
の
対
象
と
な
る
も

の
で
あ

り
、

同
一
日
に
介
護
保
険
の

介
護
予
防
訪

問
看
護
費

を
算
定
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
な
お
、
月
の
途

中
で
利

用
者

の
状
態
が
変
化
し
た
こ

と
に
よ
り
、

医
療
保
険

の
精
神
科

訪
問
看

護
か
ら
介

護
保
険
の
介
護
予
防

訪
問
看

護
に

変
更
、
又
は
介
護
保
険

の
介
護
予
防

訪
問
看
護

か
ら
医
療

保
険
の

精
神
科
訪

問
看
護
に
変
更
す
る

こ
と
は

可
能

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

事
情
に
よ
ら

ず
恣
意
的

に
医
療
保

険
と
介

護
保
険
の

訪
問
看
護
を
変
更
す

る
こ
と

は
で

き
な
い
も

の
で
あ
る
。
 

(
７

)
 
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
准
看

護
師
の

訪
問
が
予

定
さ
れ
て

い
る
場
合

に
准
看
護

師
以
外
の
看
護
師
等

に
よ
り

介
護
予

防
訪
問

看
護
が
行
わ

れ
た
場
合
の

取
扱
い
 

①
 
介

護
予

防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
、

准
看
護
師
が

訪
問
す
る

こ
と
と
さ

れ
て
い

る
場
合
に

、
事
業
所
の
事
情
に

よ
り

准
看
護
師

で
は

な
く
保
健
師

又
は
看
護

師
が
訪

問
す
る
場

合
に
つ
い

て
は
、
所
定
単
位
数
に

1
0
0
分
の

9
0
を

乗
じ
て
得
た
単
位
数
を
算
定

す
る
こ

と
。
ま
た
、
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス

計
画
上
、

准
看
護
師
で
は
な
く

保
健

師
又
は
看
護
師

が
訪
問
す
る
こ

と
と
さ
れ
て

い
る
場
合

に
、
准
看
護

師
が
訪
問
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、

准
看

護
師
が
訪
問
す
る
場
合
の
単

位
数
（

所
定
単
位

数
の

1
0
0
分
の

9
0
）
を

算
定
す
る

こ
と
。
 

②
 
介

護
予

防
サ
ー
ビ

ス
計
画
上
、

准
看
護
師
が

訪
問
す
る

こ
と
と
さ

れ
て
い

る
場
合
に

、
事
業
所
の
事
情
に

よ
り

准
看
護
師
で
は
な
く
理
学
療

法
士
、

作
業
療
法

士
又
は
言

語
聴
覚
士

が
訪
問
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
理

学
療

法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言

語
聴
覚

士
の
場
合

の
所
定
単

位
数
を
算

定
す
る
こ
と
。
ま

た
、
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス
計
画
上
、
准
看
護
師
で

は
な
く

、
理
学
療

法
士
、
作

業
療
法
士

又
は
言
語
聴
覚
士
が
訪
問
す
る
こ

と
と

さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
准
看

護
師
が

訪
問
す
る

場
合
に
つ

い
て
は
、
理
学

療
法
士
、

作
業
療
法
士
又
は

言
語

聴
覚
士
の
場
合
の
所
定
単
位

数
を
算

定
す
る
こ

と
。
 

(
削

る
) 

      (
削

る
) 

 

(
５

)
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
患
者
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る

利
用
者
等
（
平
成

2
7
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

9
4
号
。
以
下
「
利
用
者
等
告
示
」
と
い
う
。
）
第

7
5
号

に
お
い

て
準
用
す
る
第
４
号
を
参
照
の
こ
と
。
）
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
の
給
付
の
対
象
と
な
る

も
の
で

あ

り
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
は
算
定
し
な
い
。
 

（
新
設
）
 

      

 

(
６

)
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
と
同
一
の
敷
地
内
若
し
く
は
隣
接
す
る
敷
地
内
の
建
物
に

居
住
す

る
利

用
者
に
対
す
る
取
扱
い
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
２

(４
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

         

 

(
７

)
 

２
人
の
看
護
師
等
が
同
時
に
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
の
加
算
に
つ
い
て

 

①
 

２
人
の
看
護
師
等
が
同
時
に
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
場
合
の
加
算
は
、
体
重
が
重
い
利
用

者
を
１

人

が
支
持
し
な
が
ら
、
必
要
な
処
置
を
行
う
場
合
等
、
１
人
で
看
護
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
算

定
を
認

め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
な
い
場
合
に
、
単
に
２
人
の
看
護
師
等
が
同
時
に
介
護
予
防

訪
問
看

護
を
行
っ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

②
 

訪
問
を
行
う
の
は
、
両
名
と
も
保
健
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
又
は
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
若
し

く

は
言
語
聴
覚
士
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
 

(
８

)
 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
准
看
護
師
の
訪
問
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
准
看
護
師
以
外

の
看
護

師
等

に
よ
り
介
護
予
防
訪
問
看
護
が
行
わ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
 

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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6 
 

新
 

旧
 

     (
８

)
 
早
朝

・
夜
間
、
深
夜
の
介
護
予
防

訪
問
看

護
の
取
扱

い
 

介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
又
は

介
護
予

防
訪
問
看

護
計
画
上

、
介
護
予

防
訪
問
看
護
の
サ
ー
ビ
ス
開
始
時

刻
が
加

算
の

対
象
と
な
る
時
間
帯
に

あ
る
場
合
に

、
当
該
加

算
を
算
定

す
る
も

の
と
す
る

こ
と
。
な
お
、
利
用

時
間
が

長
時

間
に
わ
た
る
場
合
に
、

加
算
の
対
象

と
な
る
時

間
帯
に
お

け
る
サ

ー
ビ
ス
提

供
時
間
が
全
体
の
サ

ー
ビ
ス

提
供

時
間
に
占
め
る
割
合
が

ご
く
わ
ず
か

な
場
合
に

お
い
て
は

、
当
該

加
算
は
算

定
で
き
な
い
。
な
お
、

2
0
分

未
満
の

訪
問
の

場
合
に

つ
い
て
も
、
同
様

の
取
扱
い

と
す
る
。
 

 
 

(
９
) 

 
複

数
名
訪
問
加
算

に
つ
い

て
 

①
 

二
人
の
看
護
師
等
又
は
一
人

の
看
護

師
等
と
一

人
の
看
護

補
助
者
が

同
時
に
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行

う
場
合

の
加
算

は
、
体
重
が
重

い
利
用
者

を
一
人

が
支
持
し

な
が
ら
、

必
要
な
処

置
を
行
う
場
合
等
、
一

人
で
看

護
を
行

う
こ
と
が
困
難

な
場
合
に

算
定
を

認
め
る
も

の
で
あ
り

、
こ
れ
ら

の
事
情

が
な
い
場
合
に
、

単
に
二

人
の
看

護
師
等
（
う
ち

一
人
が
看

護
補
助

者
の
場
合

も
含
む
。

）
が
同
時

に
介
護
予
防
訪
問
看
護

を
行
っ

た
こ
と

の
み
を
も
っ
て

算
定
す
る

こ
と
は

で
き
な
い

。
 

②
 

複
数
名
訪
問
加
算
（
Ⅰ
）
に

お
い
て

訪
問
を
行

う
の
は
、

両
名
と
も

看
護
師
等
で
あ
る
こ
と
と
し
、
複

数
名
訪

問
加
算

（
Ⅱ
）
に
お
い

て
訪
問
を

行
う
の

は
、
介
護

予
防
訪
問

看
護
を
行

う
一
人
が
看
護
師
等
で

あ
り
、

同
時
に

訪
問
す
る
一
人

が
看
護
補

助
者
で

あ
る
こ
と

を
要
す
る

。
 

③
 

複
数
名
訪
問
加
算
（
Ⅱ
）
に

お
け
る

看
護
補
助

者
と
は
、

介
護
予
防

訪
問
看
護
を
担
当
す
る
看
護
師
等

の
指
導

の
下
に

、
療
養
生
活
上

の
世
話
（

食
事
、

清
潔
、
排

泄
、
入
浴

、
移
動
等

）
の
他
、
居
室
内
の
環

境
整
備

、
看
護
用
品
及
び
消
耗
品
の

整
理
整
頓
等

と
い
っ
た

看
護
業
務

の
補
助

を
行
う
者

の
こ
と
で
あ
り
、

資
格
は

問
わ
な

い
が
、
秘
密
保

持
や
安
全

等
の
観

点
か
ら
、

介
護
予
防

訪
問
看
護

事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て

い
る
必

要
が
あ

る
も
の
と
す
る

。
 

(
1
0
)
 
長
時

間
介
護
予
防
訪
問
看
護
へ
の

加
算
に

つ
い
て
 

①
 
「

指
定

介
護
予
防
訪
問
看
護
に

関
し
特
別
な

管
理
を
必

要
と
す
る

利
用
者

」
に
つ
い

て
は
(
1
6)
を
参
照
の

こ
と

。
 

②
 
当

該
加

算
に
つ
い
て
は
、
保
健

師
又
は
看
護

師
が
行
う

場
合
で
あ

っ
て
も

、
准
看
護

師
が
行
う
場
合
で
あ

っ
て

も
、
同
じ
単
位
を
算
定
す
る

も
の
と

す
る
。
 

 
(
1
1
)
 

指
定

介
護
予
防
訪
問

看
護
事
業
所
と
同

一
の
敷
地

内
若
し
く

は
隣
接

す
る
敷
地

内
の
建
物

に
居
住
す
る
利

用
者
に

対
す
る

取
扱
い
 

介
護

予
防
訪
問
入
浴
介
護
と
同
様

で
あ
る

の
で
、
２

(
４
)を

参
照
さ
れ

た
い
。
 

(
1
2
)
 
特
別

地
域
介
護
予
防
訪
問
看
護
加

算
の
取

扱
い
 

注
６

の
「
そ
の
一
部
と
し
て
使
用

さ
れ
る

事
務
所
」

と
は
、
待

機
や
道
具

の
保
管
、
着
替
え
等
を
行
う
出
張

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
、
准
看
護
師
が
訪
問
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
事
業
所
の
事

情
に
よ

り
准
看
護
師
以
外
の
看
護
師
等
が
訪
問
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に

1
00

分
の

9
0
を
乗

じ
て
得

た

単
位
数
を
算
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
、
准
看
護
師
以
外
の
看
護
師
等
が

訪
問
す

る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
准
看
護
師
が
訪
問
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
准
看
護
師
が
訪
問
す
る

場
合
の

単

位
数
（
所
定
単
位
数
の

1
00

分
の

9
0
）
を
算
定
す
る
こ
と

。
 

(
９

)
 

早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
取
扱
い
 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
上
又
は
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
上
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
サ
ー
ビ
ス

開
始
時

刻
が
加
算
の
対
象
と
な
る
時
間
帯
に
あ
る
場
合
に
、
当
該
加
算
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
な

お
、
利

用

時
間
が
長
時
間
に
わ
た
る
場
合
に
、
加
算
の
対
象
と
な
る
時
間
帯
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
が

全
体
の

サ

ー
ビ
ス
提
供
時
間
に
占
め
る
割
合
が
ご
く
わ
ず
か
な
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
加
算
は
算
定
で
き
な

い
。
な

お
、

2
0
分
未
満
の
訪
問
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
取
扱
い
と
す
る
。
 

 
 
（
新
設
）
 

             （
新
設
）
 

    （
新
設
）
 

 

 

(
1
0
)
 

特
別
地
域
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
の
取
扱
い
 

注
６
の
「
そ
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る
事
務
所
」
と
は
、
待
機
や
道
具
の
保
管
、
着
替
え
等
を
行

う
出
張

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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新
 

旧
 

所
等
（

以
下

「
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所

」
と
い
う
。

）
を
指
し

、
例
え
ば

、
本
体

の
事
業
所

が
離
島
等
以
外
に
所

在
し
、

サ
テ

ラ
イ
ト
事
業
所
が
離
島

等
に
所
在
す

る
場
合
、

本
体
事
業

所
を
業

務
の
本
拠

と
す
る
看
護
職
員
に

よ
る
介

護
予

防
訪
問
看
護
は
加
算
の

対
象
と
な
ら

ず
、
サ
テ

ラ
イ
ト
事

業
所
を

業
務
の
本

拠
と
す
る
看
護
職
員

に
よ
る

介
護

予
防
訪
問
看
護
は
加
算

の
対
象
と
な

る
も
の
で

あ
る
こ
と

。
 

サ
テ

ラ
イ
ト
事
業
所
の
み
が
離
島

等
に
所

在
す
る
場

合
に
は
、

当
該
サ
テ

ラ
イ
ト
事
業
所
を
本
拠
と
す
る
看

護
職
員

を
明

確
に
す
る
と
と
も
に
、

当
該
サ
テ
ラ

イ
ト
事
業

所
か
ら
の

提
供
し

た
具
体
的

な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容

等
の
記

録
を

別
に
行
い
、
管
理
す
る

こ
と
。
 

な
お

、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数

の
1
5％

加
算
と
し
て
い

る
が
、
こ

の
場
合

の
所
定
単

位
数
に
は
緊
急
時
介

護
予
防

訪
問

看
護
加
算
及
び
特
別
管

理
加
算
を
含

ま
な
い
こ

と
。
 

(
1
3
)
 
注
７

の
取
扱
い
 

２
(
５

)
を
参

照
の
こ
と
。
 

(
1
4
)
 
注
８

の
取
扱
い
 

２
(
６

)
を
参

照
の
こ
と
。
 

（
削
る

）
 

  

  

(
1
5
)
 

緊
急

時
介
護

予
防
訪
問
看
護

加
算
に

つ
い
て
 

①
 
緊

急
時

介
護
予
防
訪
問
看
護
加

算
に
つ
い
て

は
、
利
用

者
又
は
そ

の
家
族

等
か
ら
電

話
等
に
よ
り
看
護
に

関
す

る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合

に
常
時

対
応
で
き

る
体
制
に

あ
る
事
業

所
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
の
看

護
師

等
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
を

受
け
よ

う
と
す
る

者
に
対
し

て
、
当
該

体
制
に
あ
る
旨
及
び
計
画
的
に
訪

問
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊

急
時
訪

問
を
行
う

体
制
に
あ

る
場
合

に
は
当

該
加
算
を

算
定
す
る
旨
を
説

明
し

、
そ
の
同
意
を
得
た
場
合
に

加
算
す

る
。
 

②
 
緊

急
時

介
護
予
防
訪
問
看
護
加

算
に
つ
い
て

は
、
当
該

月
の
第
１

回
目
の

介
護
保
険

の
給
付
対
象
と
な
る

介
護

予
防
訪
問
看
護
を
行
っ
た
日

の
所
定

単
位
数
に

加
算
す
る

も
の
と
す

る
。
な
お
当
該
加
算
を
介
護
保
険

で
請

求
し
た
場
合
に
は
、
同
月
に

医
療
保

険
に
お
け

る
訪
問
看

護
を
利
用

し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看
護
に
お

け
る

2
4
時
間
対
応
体
制
加
算
は
算

定
で
き

な
い
こ
と
。
 

③
 
当

該
月

に
お
い
て
計
画
的
に
訪

問
す
る
こ
と

と
な
っ
て

い
な
い
緊

急
時
訪

問
を
行
っ

た
場
合
に
つ
い
て

は
、

当
該
緊
急
時
訪
問
の
所
要
時

間
に
応

じ
た
所
定

単
位
数
（

准
看
護
師

に
よ
る
緊
急
時
訪

問
の
場
合
は
所

定
単

位
数
の

1
0
0
分

の
9
0）

を
算
定
す

る
。
こ

の
場
合
、

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

計
画
の
変

更
を
要
す
る
。
な

お
、

当
該
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た

場
合
に

は
、
早
朝

・
夜
間
、

深
夜
の
介

護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る
加
算
は

算
定

で
き
な
い

が
、

１
月
以
内
の
２

回
目
以
降
の

緊
急
時
訪

問
に
つ
い

て
は
、

早
朝
・
夜

間
、
深
夜
の
介
護

予
防

訪
問
看
護
に
係
る
加
算
を
算

定
で
き
る
も
の

と
す
る
。
 

④
 
緊

急
時

介
護
予
防
訪
問
看
護
加

算
は
、
一
人
の
利
用
者
に
対

し
、
１

か
所
の
事
業
所
に
限

り
算
定
で
き
る
。

所
等
（
以
下
「
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
」
と
い
う
。
）
を
指
し
、
例
え
ば
、
本
体
の
事
業
所
が
離
島
等

以
外
に

所

在
し
、
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
が
離
島
等
に
所
在
す
る
場
合
、
本
体
事
業
所
を
業
務
の
本
拠
と
す
る
看

護
職
員

に

よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
は
加
算
の
対
象
と
な
ら
ず
、
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
を
業
務
の
本
拠
と
す
る

看
護
職

員

に
よ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
は
加
算
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
の
み
が
離
島
等
に
所
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
を
本
拠
と

す
る
看

護
職
員
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
事
業
所
か
ら
の
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ

ス
の
内

容

等
の
記
録
を
別
に
行
い
、
管
理
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
当
該
加
算
は
所
定
単
位
数
の

1
5％

加
算
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
所
定
単
位
数
に
は

緊
急
時

介

護
予
防
訪
問
看
護
加
算
及
び
特
別
管
理
加
算
を
含
ま
な
い
こ
と
。
 

(
1
1
)
 

注
７
の
取
扱
い
 

２
(
５
)
を
参
照
の
こ
と
。
 

(
1
2
)
 

注
８
の
取
扱
い
 

２
(
６
)
を
参
照
の
こ
と
。
 

(
1
3
)
 

長
時
間
介
護
予
防
訪
問
看
護
へ
の
加
算
の
取
扱
い
 

①
 

「
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
関
し
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
」
に
つ
い
て
は

(
1
5)
を

参
照

の

こ
と
。
 

②
 

本
加
算
に
つ
い
て
は
、
看
護
師
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
准
看
護
師
が
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も

、
同
じ

単

位
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
1
4
)
 

緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
 

①
 

緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ

り
看
護

に

関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
常
時
対
応
で
き
る
体
制
に
あ
る
事
業
所
に
お
い
て
、
当
該
事
業

所
の
看

護
師
等
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
当
該
体
制
に
あ
る
旨
及
び
計
画

的
に
訪

問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い

緊
急
時
訪
問
を
行
う
場
合
に
は
当
該
加
算
を
算
定
す
る
旨
を
説
明
し

、
そ
の

同
意
を
得
た
場
合
に
加
算
す
る
。
 

②
 

緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
月
の
第
１
回
目
の
介
護
保
険
の
給
付
対

象
と
な

る

介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
っ
た
日
の
所
定
単
位
数
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
当
該
加
算
を
介

護
保
険

で
請
求
し
た
場
合
に
は
、
同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看

護
に
お

け
る

2
4
時
間
連
絡
体
制
加
算
及
び

2
4
時
間
対
応
体
制
加
算
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
。

 

③
 

当
該
月
に
お
い
て
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た
場
合
に

つ
い
て

は
、
当
該
緊
急
時
訪
問
の
所
要
時

間
に
応
じ
た
所
定
単
位
数
（
准
看
護
師
に
よ
る
緊
急
時
訪
問
の
場

合
は
所

定
単
位
数
の

1
0
0
分
の

9
0）

を
算
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
を
要

す
る
。

な

お
、
当
該
緊
急
時
訪
問
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る

加
算
は

算
定
で
き
な
い

。
た
だ
し
、
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
状
態
の
者
に
対
す
る

１
月
以
内
の
２
回
目

以
降
の

緊
急
時
訪
問
に
つ
い
て
は
、
早
朝
・
夜
間
、
深
夜
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
係
る
加
算
を
算
定
す
る

。
 

④
 

緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
は
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算

定
で
き

る
。

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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新
 

旧
 

こ
の

た
め
、
緊
急
時
介
護
予
防
訪

問
看
護

加
算
に
係

る
介
護
予

防
訪
問
看

護
を
受
け
よ
う
と
す
る
利
用
者
に

説
明

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該

利
用
者
に

対
し
て
、
他
の
事
業

所
か
ら
緊
急

時
介
護
予

防
訪
問
看
護
加
算

に
係

る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
受

け
て
い

な
い
か
確

認
す
る
こ

と
。
 

⑤
 
介

護
予

防
訪
問
看
護
を
担
当
す

る
医
療
機
関

に
あ
っ
て

は
、
緊
急

時
介
護

予
防
訪
問

看
護
加
算
の
届
出
は

利
用

者
や
介
護
予
防
支
援
事
業
所

が
介
護

予
防
訪
問

看
護
事
業

所
を
選
定

す
る
上
で
必
要
な
情
報
と
し
て
届

け
出

さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
介
護

予
防
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
に
お
け

る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加

算
の

算
定
に
当
た
っ
て
は
、
第

１
の
１
(５

)
に
よ
ら

ず
、
届

出
を
受
理

し
た
日
か

ら
算
定
す

る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
6
)
 
特
別

管
理
加
算

に
つ
い
て
 

①
 
特

別
管

理
加
算
に
つ
い
て
は
、

利
用
者
や
介
護
予
防
支
援
事

業
所
が
介
護

予
防
訪
問

看
護
事
業
所
を
選
定

す
る

上
で
必
要
な
情
報
と
し
て
届

け
出
さ

せ
る
こ
と

。
 

②
 
特

別
管

理
加
算
は
、
当
該
月
の

第
１
回
目
の

介
護
保
険

の
給
付
対

象
と
な

る
介
護
予

防
訪
問
看
護
を
行
っ

た
日

の
所
定
単
位
数
に
算
定
す
る

も
の
と

す
る
。
な

お
、
当
該

加
算
を
介

護
保
険
で
請
求
し
た
場
合
に
は
、

同
月

に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪
問

看
護
を

利
用
し
た

場
合
の
当

該
訪
問
看

護
に
お
け
る
特
別
管
理
加
算
は
算

定
で

き
な
い
こ
と
。
 

③
 
特

別
管

理
加
算
は
、
一
人
の
利

用
者
に
対
し

、
１
か
所

の
事
業
所

に
限
り

算
定
で
き

る
。
な
お
、
２
か
所

以
上

の
事
業
所
か
ら
介
護
予
防
訪

問
看
護

を
利
用
す

る
場
合
に

つ
い
て
は

、
そ
の
分
配
は
事
業
所
相
互
の
合

議
に

委
ね
ら
れ
る
。
 

④
 
「

真
皮

を
越
え

る
褥
瘡
の
状

態
」
と

は
、
Ｎ

Ｐ
Ｕ
Ａ
Ｐ
（
N
a
t
io
n
a
l
 P
r
e
s
s
u
r
e 
U
lc
e
r
 o
f
 A
d
vi
s
o
r
y
 P
a
n
e
l
）

分
類

Ⅲ
度
若
し
く
は
Ⅳ
度
又
は
Ｄ

Ｅ
Ｓ
Ｉ

Ｇ
Ｎ
分
類

（
日
本
褥

瘡
学
会
に

よ
る
も
の
）
Ｄ
３
、
Ｄ
４
若
し
く

は
Ｄ

５
に
該
当
す
る
状
態
を
い
う

。
 

⑤
 
「

真
皮

を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態

に
あ
る
者
」

に
対
し
て

特
別
管
理

加
算
を

算
定
す
る

場
合
に
は
、
定
期
的

（
１

週
間
に
１
回
以
上
）
に
褥
瘡

の
状
態

の
観
察
・

ア
セ
ス
メ

ン
ト
・
評

価
（
褥
瘡
の
深
さ
、
滲
出
液
、
大

き
さ

、
炎
症
・
感
染
、
肉
芽
組
織

、
壊
死

組
織
、
ポ

ケ
ッ
ト
）

を
行
い
、

褥
瘡
の
発
生
部
位
及
び
実
施
し
た

ケ
ア
（
利
用
者
の
家
族
等
に
行

う
指
導
を

含
む
）
に

つ
い
て

介
護
予
防

訪
問
看
護

記
録
書
に

記
録
す
る
こ
と
。
 

⑥
 
「

点
滴

注
射
を
週
３
日
以
上
行

う
必
要
が
あ

る
と
認
め

ら
れ
る
状

態
」
と

は
、
主
治

の
医
師
が
点
滴
注
射

を
週

３
日
以
上
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る

旨
の
指
示

を
介
護
予

防
訪
問
看

護
事
業
所
に
対
し
て
行
っ
た
場
合

で
あ

っ
て
、
か
つ
、
当
該
事
業
所

の
看
護

職
員
が
週

３
日
以
上

点
滴
注
射

を
実
施
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
 

⑦
 
⑥

の
状

態
に
あ
る
者
に
対
し
て

特
別
管
理
加

算
を
算
定

す
る
場
合

は
、
点

滴
注
射
が

終
了
し
た
場
合
そ
の

他
必

要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

、
主
治

の
医
師
に

対
し
て
速

や
か
に
当

該
者
の
状
態
を
報
告
す
る
と
と
も

に
、

介
護
予
防
訪
問
看
護
記
録
書

に
点
滴

注
射
の
実

施
内
容
を

記
録
す
る

こ
と
。
 

⑧
 
訪

問
の

際
、
症
状
が
重
篤
で
あ

っ
た
場
合
に

は
、
速
や

か
に
医
師

に
よ
る

診
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う

必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
と

す
る
。
 

(
1
7
)
 
主
治

の
医
師
の
特
別
な
指
示
が
あ

っ
た
場

合
の
取
扱

い
 

利
用

者
が
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一

時
的
に

頻
回
の
介

護
予
防
訪

問
看
護
を

行
う
必
要
が
あ
る
旨
の
特
別
指
示

（
介
護

予
防

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
お
い
て

は
特
別
指

示
書
の
交

付
）
が

あ
っ
た
場

合
は
、
交
付
の
日
か

こ
の
た
め
、
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
に
係

る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す

る
利

用
者
に

説
明
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
て
、
他
の
事
業
所
か
ら
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看

護
加
算

に
係
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
な
い
か
確
認
す
る
こ
と
。
 

⑤
 

介
護
予
防
訪
問
看
護
を
担
当
す
る
医
療
機
関
に
あ
っ
て
は
、
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算

の
届
出

は

利
用
者
や
介
護
予
防
支
援
事
業
所
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
を
選
定
す
る
上
で
必
要
な
情
報
と

し
て
届

け
出
さ
せ
る
こ
と
。
な
お
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問

看
護
加

算
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
第
１
の
１

(５
)
に
よ
ら
ず
、
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
算
定
す
る

も
の

と
す
る

。
 

(
1
5
)
 

特
別
管
理
加
算
 

①
 

特
別
管
理
加
算
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
や
介
護
予
防
支
援
事
業
所
が
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業

所
を
選

定

す
る
上
で
必
要
な
情
報
と
し
て
届
け
出
さ
せ
る
こ
と
。
 

②
 

特
別
管
理
加
算
は
、
当
該
月
の
第
１
回
目
の
介
護
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
介
護
予
防
訪
問
看

護
を
行

っ

た
日
の
所
定
単
位
数
に
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
加
算
を
介
護
保
険
で
請
求
し
た
場
合

に
は
、

同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪
問
看
護
を
利
用
し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看
護
に
お
け
る
特
別
管
理
加

算
は
算

定
で
き
な
い
こ
と
。
 

③
 

特
別
管
理
加
算
は
、
一
人
の
利
用
者
に
対
し
、
１
か
所
の
事
業
所
に
限
り
算
定
で
き
る
。
な
お

、
２
か

所

以
上
の
事
業
所
か
ら
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
利
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
分
配
は
事
業
所
相

互
の
合

議
に
委
ね
ら
れ
る
。
 

④
 
「
真
皮
を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態
」
と
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｕ
Ａ
Ｐ
（

N
a
t
io
n
a
l
 P
r
e
s
s
u
r
e 
U
lc
e
r
 o
f
 A
d
vi
s
o
r
y
 P
a
n
e
l
）

分
類
Ⅲ
度
若
し
く
は
Ⅳ
度
又
は
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ｉ
Ｇ
Ｎ
分
類
（
日
本
褥
瘡
学
会
に
よ
る
も
の
）
Ｄ
３
、
Ｄ
４

若
し
く

は
Ｄ
５
に
該
当
す
る
状
態
を
い
う
。
 

⑤
 

「
真
皮
を
越
え
る
褥
瘡
の
状
態
に
あ
る
者
」
に
対
し
て
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
場
合
に
は

、
定
期

的

（
１
週
間
に
１
回
以
上
）
に
褥
瘡
の
状
態
の
観
察
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
評
価
（
褥
瘡
の
深
さ
、
滲
出

液
、
大

き
さ
、
炎
症
・
感
染
、
肉
芽
組
織
、
壊
死
組
織
、
ポ
ケ
ッ
ト
）
を
行
い
、
褥
瘡
の
発
生
部
位
及
び
実

施
し
た

ケ
ア
（
利
用
者
の
家
族
等
に
行
う
指
導
を
含
む
）
に
つ
い
て
介
護
予
防
訪
問
看
護
記
録
書
に
記
録
す

る
こ
と

。
 

⑥
 

「
点
滴
注
射
を
週
３
日
以
上
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
」
と
は
、
主
治
の
医
師
が

点
滴
注

射

を
週
３
日
以
上
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
指
示
を
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
に
対
し
て
行
っ

た
場
合

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
事
業
所
の
看
護
職
員
が
週
３
日
以
上
点
滴
注
射
を
実
施
し
て
い
る
状
態
を

い
う
。
 

⑦
 

⑥
の
状
態

に
あ
る
者
に
対
し
て
特
別
管
理
加
算
を
算
定
す
る
場
合
は
、
点
滴
注
射
が
終
了
し
た

場
合
そ

の

他
必
要
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
主
治
の
医
師
に
対
し
て
速
や
か
に
当
該
者
の
状
態
を
報
告
す
る

と
と
も

に
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
記
録
書
に
点
滴
注
射
の
実
施
内
容
を
記
録
す
る
こ
と
。
 

⑧
 

訪
問
の
際
、
症
状
が
重
篤
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
医
師
に
よ
る
診
療
を
受
け
る
こ
と

が
で
き

る

よ
う
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

(
1
6
)
 

主
治
の
医
師
の
特
別
な
指
示
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
 

利
用
者
が
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的
に
頻
回
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
必
要
が
あ
る
旨
の
特

別
指
示

（
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は

特
別
指
示
書
の
交
付
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、
交

付
の
日

か

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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9 
 

新
 

旧
 

ら
1
4
日

間
を

限
度
と

し
て
医

療
保
険
の
給
付
対

象
と
な
る

も
の
で
あ

り
、
介
護
予
防
訪
問
看

護
費
は
算
定
し
な

い
。
な

お
、

医
療
機
関
の
介
護
予
防

訪
問
看
護
の

利
用
者
に

つ
い
て
、

急
性
増

悪
等
に
よ

り
一
時
的
に
頻
回
の

介
護
予

防
訪

問
看
護
を
行
う
必
要
が

あ
っ
て
、
医

療
保
険
の

給
付
対
象

と
な
る

場
合
に
は

、
頻
回
の
介
護
予
防

訪
問
看

護
が

必
要
な
理
由
、
そ
の
期

間
等
に
つ
い

て
は
、
診

療
録
に
記

載
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(
1
8
)
 
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養

介
護
の

サ
ー
ビ
ス

終
了
日
（

退
所
・
退

院
日
）
の
介
護
予
防

訪
問
看
護
の
取
扱

い
 介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の

サ
ー
ビ

ス
終
了
日

（
退
所
・

退
院
日
）

に
つ
い
て
は
、
第
２
の
１
の
(
３
)

に
関
わ

ら
ず

、
厚
生

労
働
大
臣
が
定

め
る
状

態
（
利

用
者
等
告

示
第

7
7
号

に
お
い
て
準

用
す
る
第
６
号
を
参
照

の
こ
と

。
）

に
あ
る
利
用
者
に
限
り

、
介
護
予
防

訪
問
看
護

費
を
算
定

で
き
る

こ
と
と
す

る
。
 

(
1
9
)
 
初
回

加
算
の
取
扱
い
 

本
加

算
は
、
新
規
の
利
用
者
又
は

利
用
者

が
過
去
２

月
間
（
暦

月
）
に
お

い
て
、
当
該
介
護
予
防
訪
問
看
護

事
業
所

か
ら

介
護
予
防
訪
問
看
護
（

医
療
保
険
の

訪
問
看
護

を
含
む
。

）
の
提

供
を
受
け

て
い
な
い
場
合
で
あ

っ
て
新

た
に

介
護
予
防
訪
問
看
護
計

画
書
を
作
成

し
た
場
合

に
算
定
さ

れ
る
も

の
で
あ
る

。
 

(
2
0
)
 
退
院

時
共
同
指
導
加
算

 

①
 
退

院
時

共
同
指
導
加
算
は
、
病

院
、
診
療
所

に
入
院
中

の
者
が
退

院
す
る

に
当
た
り

、
介
護
予
防
訪
問
看

護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
等
が

、
退
院

時
共
同
指

導
を
行
っ

た
後
に
当

該
者
の
退
院
後
、
初
回
の
介
護
予

防
訪

問
看
護
を
実
施
し
た
場
合
に

、
一
人

の
利
用
者

に
当
該
者

の
退
院
に

つ
き
１
回
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る

状
態
（
利
用
者
等
告
示
第
５

号
を
参

照
の
こ
と

。
）
に
あ

る
利
用
者

に
つ
い
て
、
複
数
日
に
退
院
時
共

同
指

導
を
行
っ
た
場
合
に
は
２
回

）
に

限
り
、
当
該
加
算
を

算
定
で
き

る
こ
と

。
こ
の
場

合
の
当
該
加
算
は
、

初
回

の
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
実

施
し
た

日
に
算
定

す
る
こ
と

。
 

な
お
、

当
該
加

算
を
算
定
す
る

月
の
前
月

に
退
院

時
共
同
指

導
を
行
っ

て
い
る
場

合
に
お
い
て
も
算
定
で

き
る

こ
と
。
 

②
 
２

回
の

当
該
加
算
の
算
定
が
可

能
で
あ
る
利

用
者
（
①

の
厚
生
労

働
大
臣

が
定
め
る

状
態
の
者
）
に
対
し

て
複

数
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
が
退

院
時
共
同

指
導
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１
回
ず
つ

の
算

定
も
可
能
で
あ
る
こ
と
。

 

③
 
複

数
の

介
護
予
防
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

が
退
院
時

共
同
指
導

を
行
う

場
合
に
は

、
主
治
の
医
師
の
所

属
す

る
保
険
医
療
機
関
に
対
し
、

他
の
介

護
予
防
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
等
に
お
け
る
退
院
時
共
同
指
導

の
実

施
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す

る
こ
と

。
 

④
 
退

院
時

共
同
指
導
加
算
を
介
護

保
険
で
請
求

し
た
場
合

に
は
、
同

月
に
医

療
保
険
に

お
け
る
訪
問
看
護
を

利
用

し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看
護

に
お
け

る
当
該
加

算
は
算
定

で
き
な
い

こ
と
（
②
の
場
合
を
除
く
。
）
。
 

⑤
 
退

院
時

共
同
指
導
を
行
っ
た
場

合
は
、
そ
の

内
容
を
介

護
予
防
訪

問
看
護

記
録
書
に

記
録
す
る
こ
と
。
 

(
2
1
)
 
看
護

体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 
厚

生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準

（
平
成

2
7
年
厚
生
労

働
省
告
示

第
9
5
号

。
以
下
「

大
臣
基
準
告
示
」
と

い
う

。
）
第

1
0
4
号
の
規
定
に

よ
り
準
用

す
る
大
臣

基
準
告
示

第
９
号
イ
(
1
)の

基
準
に
お

け
る
利
用
者
の
割

合
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
ア
に
掲

げ
る
数

を
イ
に
掲

げ
る
数
で

除
し
て
、

算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
６
月
間

ら
1
4
日
間
を
限
度
と
し
て
医
療
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費

は
算
定

し
な

い
。
な
お
、
医
療
機
関
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
急
性
増
悪
等
に
よ
り
一
時
的

に
頻
回

の

介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
必
要
が
あ
っ
て
、
医
療
保
険
の
給
付
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
頻
回
の

介
護
予

防

訪
問
看
護
が
必
要
な
理
由
、
そ
の
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
診
療
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
1
7
)
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
の
介
護
予
防
訪
問

看
護
の

取
扱

い
 介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
終
了
日
（
退
所
・
退
院
日
）
に
つ
い
て
は
、
第
２

の
１

の
(
３
)

に
関
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
（
利
用
者
等
告
示
第

7
7
号
に
お
い
て
準
用
す
る
第

６
号
を

参
照

の
こ
と
。
）
に
あ
る
利
用
者
に
限
り
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
を
算
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
 

(
1
8
)
 

初
回
加
算
の
取
扱
い
 

本
加
算
は
、
新
規
の
利
用
者
又
は
利
用
者
が
過
去
２
月
間
（
暦
月
）
に
お
い
て
、
当
該
介
護
予
防
訪

問
看
護

事
業
所
か
ら
介
護
予
防
訪
問
看
護
（
医
療
保
険
の
訪
問
看
護
を
含
む
。
）
の
提
供
を
受
け
て
い
な
い

場
合
で

あ

っ
て
新
た
に
介
護
予
防
訪
問
看
護
計
画
書
を
作
成
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

(
1
9
)
 

退
院
時
共
同
指
導
加
算

 

①
 

退
院
時
共
同
指
導
加
算
は
、
病
院
、
診
療
所
に
入
院
中
の
者
が
退
院
す
る
に
当
た
り
、
介
護
予

防
訪
問

看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
等
が
、
退
院
時
共
同
指
導
を
行
っ
た
後
に
当
該
者
の
退
院
後
、
初
回
の

介
護
予

防
訪
問
看
護
を
実
施
し
た
場
合
に
、
一
人
の
利
用
者
に
当
該
者
の
退
院
に
つ
き
１
回
（
厚
生
労
働
大

臣
が
定

め
る
状
態
（
利
用
者
等
告
示
第
５
号
を
参
照
の
こ
と
。
）
に
あ
る
利
用
者
に
つ
い
て
、
複
数
日
に
退

院
時
共

同
指
導
を
行
っ
た
場
合
に
は
２
回
）
に
限
り
、
当
該
加
算
を
算
定
で
き
る
こ
と
。
こ
の
場
合
の
当
該

加
算
は

、

初
回
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
実
施
し
た
日
に
算
定
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
当
該
加
算
を
算
定
す
る
月
の
前
月
に
退
院
時
共
同
指
導
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
お
い
て

も
算

定
で

き
る
こ
と
。
 

②
 

２
回
の
当
該
加
算
の
算
定
が
可
能
で
あ
る
利
用
者
（
①
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
の
者

）
に
対

し

て
複
数
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
退
院
時
共
同
指
導
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
１

回
ず
つ

の
算
定
も
可
能
で
あ
る
こ
と
。

 

③
 

複
数
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
退
院
時
共
同
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
主
治
の

医
師
の

所

属
す
る
保
険
医
療
機
関
に
対
し
、
他
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
お
け
る
退
院
時
共

同
指
導

の
実
施
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。
 

④
 

退
院
時
共
同
指
導
加
算
を
介
護
保
険
で
請
求
し
た
場
合
に
は
、
同
月
に
医
療
保
険
に
お
け
る
訪

問
看
護

を

利
用
し
た
場
合
の
当
該
訪
問
看
護
に
お
け
る
当
該
加
算
は
算
定
で
き
な
い
こ
と
（
②
の
場
合
を
除
く

。
）
。
 

⑤
 

退
院
時
共
同
指
導
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
介
護
予
防
訪
問
看
護
記
録
書
に
記
録
す
る

こ
と
。
 

(
2
0
)
 

看
護
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成

2
7
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

9
5
号
。
以
下
「
大
臣
基
準

告
示

」
と

い
う
。
）
第

1
0
4
号
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
大
臣
基
準
告
示
第
９
号
イ
の
基
準
に
お
け
る
利
用
者

の
割
合

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ア
に
掲
げ
る
数
を
イ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
、

算
定
日
が
属
す
る
月
の

前
３
月

間
当

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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10
 

 

新
 

旧
 

当
た

り
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と

。
 

ア
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事

業
所
に

お
け
る
緊

急
時
介
護

予
防
訪
問

看
護
加
算
を
算
定
し
た
実
利
用
者

数
 

イ
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事

業
所
に

お
け
る
実

利
用
者
の

総
数
 

②
 
大

臣
基

準
告
示
第

1
04

号
の
規

定
に
よ

り
準
用
す
る
大
臣
基

準
告
示
第
９

号
イ

(2
)
の

基
準
に
お
け
る
利
用

者
の

割
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

ア
に
掲

げ
る
数
を

イ
に
掲
げ

る
数
で
除

し
て
、
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前

６
月

間
当
た

り
の
割
合
を
算
出
す

る
こ
と
。
 

ア
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事

業
所
に
お

け
る
特
別
管
理
加
算

を
算
定
し
た

実
利
用
者

数
 

イ
 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事

業
所
に

お
け
る
実

利
用
者
の

総
数
 

③
 
①

及
び

②
に
規
定
す
る
実
利
用

者
数
は
、
前
６
月
間
に
お
い

て
、
当
該
事

業
所
が
提

供
す
る
介
護
予
防
訪

問
看

護
を
２
回
以
上
利
用
し
た
者

又
は
当

該
事
業
所

で
当
該
加

算
を
２
回

以
上
算
定
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、

１
と

し
て
数
え
る
こ
と
。
そ
の
た

め
、
①

及
び
②
に

規
定
す
る

割
合
の
算

出
に
お
い
て
、
利
用
者
に
は
、
当

該
指

定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業

所
を
現

に
利
用
し

て
い
な
い

者
も
含
む

こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

④
 
看

護
体

制
強
化
加
算
を
算
定
す

る
に
当
た
っ

て
は
、
当

該
指
定
介

護
予
防

訪
問
看
護

事
業
所
の
看
護
師
等

が
、

当
該
加

算
の
内
容
に
つ
い
て

利
用
者
又

は
そ
の
家
族
へ
の
説

明
を
行
い
、

同
意
を
得

る
こ
と
。
 

⑤
 
看

護
体

制
強
化
加
算
を
算
定
す

る
に
当
た
っ

て
は
、
医

療
機
関
と

連
携
の

も
と
、
看

護
職
員
の
出
向
や
研

修
派

遣
な
ど
の
相
互
人
材
交
流
を

通
じ
て

在
宅
療
養

支
援
能
力

の
向
上
を

支
援
し
、
地
域
の
訪
問
看
護
人
材

の
確

保
・
育
成
に
寄
与
す
る
取
り

組
み
を

実
施
し
て

い
る
こ
と

が
望
ま
し

い
。
 

⑥
 
看

護
体

制
強
化
加
算
を
算
定
す

る
に
当
た
っ

て
は
、
大

臣
基
準
告

示
第

1
0
4
号
の
規

定
に
よ
り
準
用
す
る

大
臣

基
準
告
示
第
９
号
イ

(1
)
及
び

イ
(
2)
の

割
合
に
つ
い
て
、
継

続
的
に
所
定

の
基
準
を

維
持
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。
な
お
、
そ
の
割
合
に

つ
い
て

は
、
台
帳

等
に
よ
り

毎
月
記
録

す
る
も
の
と
し
、
所
定
の
基
準
を

下
回

っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
直

ち
に
第

１
の
５
に

規
定
す
る

届
出
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

(
2
1
)
 
サ
ー

ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に

つ
い
て
 

①
 
２

（
７

）
①
か
ら
⑥
ま
で
を
参

照
の
こ
と
。
 

②
 
勤

続
年

数
と
は
、
各
月
の
前
月

の
末
日
時
点

に
お
け
る

勤
続
年
数

を
い
う

も
の
と
す

る
。
具
体
的
に
は
、

平
成

2
1
年
４
月
に
お
け
る
勤
続
年

数
３
年

以
上
の
者
と
は
、
平
成

2
1
年

３
月

3
1
日
時
点

で
勤
続
年
数
が
３

年
以

上
で
あ
る
者
を
い
う
。
 

③
 
勤

続
年

数
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
事

業
所
に
お

け
る
勤
務

年
数
に

加
え
、
同

一
法
人
の
経
営
す
る

他
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
病

院
、
社

会
福
祉
施

設
等
に
お

い
て
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る

職
員

と
し
て
勤
務
し
た
年
数
を
含

め
る
こ

と
が
で
き

る
も
の
と

す
る
。
 

た
り
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と
。
 

ア
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
を
算
定
し
た
実

利
用
者

数
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
実
利
用
者
の
総
数
 

②
 

大
臣
基
準
告
示
第

1
04

号
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
大
臣
基
準
告
示
第
９
号
ロ
の
基
準
に
お
け

る
利
用

者

の
割
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ア
に
掲
げ
る
数
を
イ
に
掲
げ
る
数
で
除
し
て
、
算
定
日
が
属
す
る
月

の
前
３

月
間
当
た
り
の
割
合
を
算
出
す
る
こ
と
。
 

ア
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
特
別
管
理
加
算
を
算
定
し
た
実
利
用
者
数
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
実
利
用
者
の
総
数
 

③
 

①
及
び
②
に
規
定
す
る
実
利
用
者
数
は
、
前

３
月
間
に
お
い
て
、
当
該
事
業
所
が
提
供
す
る
介

護
予
防

訪

問
看
護
を
２
回
以
上
利
用
し
た
者
又
は
当
該
事
業
所
で
当
該
加
算
を
２
回
以
上
算
定
し
た
者
で
あ
っ

て
も
、

１
と
し
て
数
え
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
①
及
び
②
に
規
定
す
る
割
合
の
算
出
に
お
い
て
、
利
用
者
に

は
、
当

該
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
な
い
者
も
含
む
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

④
 

看
護
体
制
強
化
加
算
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
所
の

看
護
師

等

が
、
当
該
加
算
の
内
容
に
つ
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
意
を
得
る
こ
と
。
 

（
新
設
）
 

 

 

⑤
 

看
護
体
制
強
化
加
算
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
臣
基
準
告
示
第

1
0
4
号
の
規
定
に
よ
り

準
用
す

る

大
臣
基
準
告
示
第
９
号
イ
及
び
ロ
の
割
合
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
所
定
の
基
準
を
維
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
な
お
、
そ
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
台
帳
等
に
よ
り
毎
月
記
録
す
る
も
の
と
し
、
所
定
の
基
準
を

下
回
っ

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
第
１
の
５
に
規
定
す
る
届
出
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 

(
2
1
)
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
に
つ
い
て
 

①
 

３
（
７
）
①
か
ら
⑥
ま
で
を
参
照
の
こ
と
。
 

②
 

勤
続
年
数
と
は
、
各
月
の
前
月
の
末
日
時
点
に
お
け
る
勤
続
年
数
を
い
う
も
の
と
す
る
。
具
体

的
に
は

、

平
成

2
1
年
４
月
に
お
け
る
勤
続
年
数
３
年
以
上
の
者
と
は
、
平
成

2
1
年
３
月

3
1
日
時
点
で
勤
続

年
数
が

３

年
以
上
で
あ
る
者
を
い
う
。
 

③
 

勤
続
年
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
年
数
に
加
え
、
同
一
法
人
の

経
営
す

る

他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
病
院
、
社
会
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
に
直
接
提

供
す
る

職
員
と
し
て
勤
務
し
た
年
数
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 

 

○
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
）
（
平
成

1
8
年
３
月

1
7
日
老
計
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
振

発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
、
老
老
発
第

0
3
1
7
0
0
1
号
 
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
課
長
、
振
興
課
長
、
老
人
保
健
課
長
通
知
）
 

傍
線
の
部

分
は

改
正

部
分
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